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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員22名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○相田克平議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一新会、23番中村圭介議員。 

  〔２３番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○２３番（中村圭介議員） おはようございます。 

  令和４年３月定例会、代表質問のトップバッタ

ーを務めさせていただきます一新会の中村です。 

  会派メンバーの思いも乗せて、代表する形で質

問させていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  そして、まずもって今年度をもって退職される

職員の方、本会議場にいらっしゃる方であれば、

後藤総務部長、そして小関会計管理者、そして渡

辺市立病院事務局長、そして片桐監査委員事務局

長、そして本会議場にいない職員の方々も含めま

して、本当に今までお疲れさまでしたという言葉

を申し上げたいと思います。 

  毎年思うのですけれども、いだましいなあと思

うわけですね。まだまだ若い優秀な方々がいなく

なる。毎年この時期寂しい思いをするわけであり

ますけれども、本当に皆さんの御尽力のおかげで

今の米沢市があり、ましてや皆さんの思いがこの

たびの新年度予算にもしっかりと反映されてい

るものと思っております。ですので、最後の議決

をするまで、我々も精いっぱい皆さんの思いを受

け取りながら、本気の議論をしていきたいと思い

ます。皆さん立場は変われど、引き続きぜひ市政

発展のために御尽力いただければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  代表質問に入る前に、１点だけ、触れさせてい

ただきたいことがございます。 

  先週末は、この代表質問に向けて私も米沢市政

についての思いを様々に巡らせておりましたけ

れども、そこに衝撃のニュースが飛び込んできま

した。それは、ロシア軍によるウクライナへの侵

攻であります。主権国家への明白な軍事侵攻が、

映画などではなく、現実に起こってしまいました。 

  以前よりウクライナ東部の紛争や南部クリミア

併合等、多くの問題を抱えながらも、外交交渉に

よる平和的解決を模索してきたものと思ってお

りましたが、互いに譲らない自国の主張、そして

その平行線の行き着く先に、軍事侵攻という結末

が待っていたのです。 

  今月25日には、ウクライナの首都キエフに向か

ってロシア軍の本格的な軍事侵攻が展開され、ウ

クライナ軍のみならず民間人まで犠牲になった

との報道に、胸が張り裂ける思いであります。 

  自国が侵攻される恐怖や絶望感は計り知れませ

ん。現地の方々の無事と、犠牲になられた方の御

冥福を心よりお祈り申し上げます。 

  このように、これまで築かれた世界の自由、秩

序が激しく揺さぶられた今回の出来事を、我々日

本人は人ごとではなく我が事として捉えなけれ

ばなりません。日本の周辺国では核武装の動きが

あり、また、令和元年における領空侵犯に備える

スクランブル、緊急発進は947回と恐ろしいほど

の数字になっております。さらには、北方領土や

尖閣諸島といった領土問題を抱えており、決して

人ごとではありません。 

  ウクライナはＮＡＴＯ未加盟ということを理由

に、米国や欧州諸国は派兵を見送り、孤立無援の

国防を強いられております。やはり自国を守るの

は自国でしかなく、その自衛に対し本気の覚悟が

今、日本には求められております。 

  また、軍事行動に至る前の積極的な平和外交も
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極めて重要です。相手国に内在する論理を十分に

理解した上で対応する、より高度な外交戦略も日

本には必要であると考えます。 

  国家の存在と安寧なくして、自治体における行

政運営は成り立ちません。その覚悟と戦略につい

て、本来であれば問いたい気持ちでいっぱいであ

りますが、中川市長に問うわけにはいきませんの

で、今は日本政府と欧州諸国、そして当事者同士

の外交努力による一日も早い軍の撤退と平和解

決、そして強固な世界秩序の構築を願うばかりで

あります。 

  しかし、この件について、米沢市は無関係では

ありません。ウクライナ情勢が悪化し、経済制裁

の応酬ともなれば、天然ガスや石油といったエネ

ルギー、そして穀物の価格が高騰するおそれがあ

り、結果として日本の物価は上昇し、消費者の暮

らしを直撃する可能性があります。場合によって

は、新型コロナウイルス感染症がもたらした経済

への影響をはるかに超えるかもしれません。 

  当局におかれましては、このウクライナ情勢に

対してアンテナを高く注視しながら、本市経済に

及ぼす影響を分析し、先手、先手の対応をお願い

するものであります。 

  少し前置きが長くなりましたが、ここから代表

質問の本題に入らせていただきます。 

  このたびの代表質問は、市政運営方針に記載の

ある重点施策を中心に、13の項目について具体的

な考え方と内容についてただしてまいります。 

  それでは早速、大項目の１、新年度における新

型コロナウイルス感染症への対応について伺い

ます。 

  市政運営方針にもあったように、直近の２年間

を振り返れば、新型コロナウイルス感染症との闘

いの日々であったと私も感じております。 

  今年の２月３日から20日までの期間、本市初の

まん延防止等重点措置対象地域に追加され、また、

市内における感染者数も、今も横ばいながら増え

続けている現状です。 

  しかしながら、これまでの２年間の新型コロナ

ウイルスとの闘いの中で、我ら人類は正体不明の

ウイルスから、敵を知り、共存の在り方を模索す

るまでに新型コロナウイルスへの知見、理解が広

がっております。 

  基本的な感染症対策はおおよそ日常化し、国主

導のワクチン接種や各種助成金等についても、各

自治体の協力もあり、ほぼ体制が整ったものと思

います。 

  この次の段階として、新型コロナウイルスとい

かに共存していくかということが求められます。

恐れ、萎縮するだけではなく、計画的、段階的な

対策を講じ、いまだ影響が甚大である観光業や飲

食業界、消費低迷の影響を受ける農業等、コロナ

禍により疲弊した本市経済と人心をケアしてい

くことが求められます。 

  そこで、中川市長に伺います。 

  新年度における新型コロナウイルス感染症への

対応について、その総論的な考え方、対応につい

てお知らせください。 

  次に、大項目の２、経済の持続性についてのう

ち、４つの項目について伺います。 

  まず初めに、中小企業の活性化策及び産業用地

の確保について伺います。 

  新年度より実施される中小企業活性化事業（中

小企業新展開促進事業）でありますが、ポストコ

ロナ、ウィズコロナ時代の社会に対応していくた

めには、極めて重要かつ必要な取組であると考え

ます。 

  事業新展開の計画を策定した事業者への資金援

助だけの事業なのか、また、事業の新展開には企

業が持つ経験のみならず、社会情勢や需要の分析、

企業同士のマッチング等、専門的な知見も必要不

可欠です。そのサポート体制はあるのかなどを含

めた事業の詳細についてお知らせください。 

  続きまして、産業用地の確保についてですが、

本定例会に提出されている米沢八幡原中核工業

団地用地の売却により、米沢八幡原中核工業団地
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の分譲率が100％となりました。しかし、これに

より本市が分譲する工業専用地域の土地がなく

なってしまったわけであります。 

  このことを予測し、平成30年12月、一般質問に

おいて、新たな産業団地造成に向けた調査、検討

を進めるべきであると提案させていただきまし

たが、当時の部長答弁は産業用地の需要、労働者、

人材の確保等の課題整理が必要であるとの内容

でありましたが、その後、新たな産業用地の分譲

についての方向性や考え方については、いまだ議

会、市民に対しての説明がありません。 

  このたびの産業団地適地調査とは、産業団地の

分譲を前提として行われるものなのか、分譲へ向

けた課題はクリアできたのか、その考え方と調査

内容について伺います。 

  続きまして、小項目の２、米沢市版ＤＭＯにつ

いて伺います。 

  令和２年度、産業建設常任委員会における政策

提言の最初の項目として、この米沢市版ＤＭＯの

設立に向けた調査、検討を要請しております。当

時、私も委員として、八戸市で展開しているＤＭ

Ｏ「ＶＩＳＩＴはちのへ」の取組について学ぶ機

会をいただきました。 

  「ＶＩＳＩＴはちのへ」は、市内の観光政策に

資する複数の団体を統合し、利益追求ができるＤ

ＭＯとして設立されました。八戸市観光課の約６

割の業務をそのＤＭＯが担い、またソフト事業に

おいてはその全てを担っており、市役所内におけ

る業務のスリム化と民間力を活用した事業展開

は、これまでにない成果を生んでいるとのことで

ありました。 

  日本国内では、連携型、地域型を含めて、昨年

11月４日時点で213のＤＭＯが登録されておりま

すが、その目的や運営形態は地域事情により様々

であります。 

  そこで伺います。 

  米沢市が目指すＤＭＯの具体的な役割や運営形

態についてお知らせください。 

  また、ＤＭＯ設立後の中長期プランがあれば、

併せてお知らせください。 

  次に、小項目の３、農林業振興策について伺い

ます。 

  今年度における農林業を取り巻く環境は、大変

厳しいものでありました。山形県内において過去

最悪となった春の凍霜被害、５月、６月にかけて

の降ひょう被害、コロナ禍における飲食業界の不

振による米の消費低迷、その影響による米価下落、

米沢牛の消費低迷、近年深刻化する有害鳥獣によ

る農作物への被害など、農家へのダメージは深刻

です。 

  稲作農家の大幅な所得の減少から、令和４年産

における生産意欲の減退も大変心配しておりま

す。 

  そういった状況を当局も十分に理解していると

は思いますが、この状況を受けての新年度におけ

る農林業全般の振興策について伺います。安定し

た営農継続に向けた取組など、担当部局の意気込

みをぜひお聞かせいただきたいと思います。 

  次に、小項目の４、米沢市立病院新病院建設事

業の地元貢献度について伺います。 

  今年１月28日の市政協議会において、米沢市立

病院新病院建設事業の進捗状況について報告が

ありました。工事の進捗率については、昨年12月

末現在で全体の7.6％ということで、ほぼ予定ど

おりの進捗となっておりますが、ここでは地元貢

献度に特化して伺います。 

  特に大型公共事業においては、市内建設業関連

業者による地域内の経済循環と業界育成の観点

からも、優先的、計画的な発注、下請としての参

入が極めて重要であります。 

  新病院建設工事に係る公募型プロポーザル審査

においても、地域貢献に対する提案の項目が設け

られておりますが、その考えについて伺います。 

  単に発注金額だけの判断なのか、より深い検証

がなされているのか。また、地域貢献度に対する

進捗管理や業者への指導方法について伺います。 
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  あわせて、新病院の開院の見通しや、工事に対

する懸念材料などがあれば、お知らせください。 

  次に、大項目の３、社会の持続性についての５

項目について伺います。 

  まず初めに、小項目１、健康長寿日本一に向け

た取組について伺います。 

  まずもって、本市健康長寿日本一に向け、健康

課を中心に数々の事業を計画的に実施されてい

ることに敬意を表したいと思います。 

  特に私が印象的だったのは、2020年の「オクト

ーバー・ラン＆ウォーク」では、全国スポーツタ

ウン対抗戦で総合１位というすばらしい成績を

収めました。特筆すべきは、中川市長が793キロ

を走破し、当時のＭＶＰに大いに貢献されました。 

  ちなみに、793キロというとどのくらいの距離か

と私調べてみたのですが、当然名古屋も越えます

し、大阪も越える距離のようです、米沢市から。

北陸を回れば鳥取市内にも及ぶ距離のようであ

ります。すご過ぎて、私も本当によく分かりませ

んけれども、間違いなく言えることは本気の思い

がなければとても達成できる数字ではないとい

うことだけは私も分かります。 

  各種事業や、その市長の本気からも、当局の健

康長寿日本一に対する強い思いは理解しますが、

しかしながら市民への浸透という点では疑問が

残ります。 

  健康長寿というものは、政策により万民が得る

ものではなく、当事者としてその方向性に賛同し、

自らが努力し、活動の上に得るものであると考え

ます。そのためにも、米沢市が目指す健康長寿日

本一の方向性と、分かりやすい目標、メリットを

しっかりと市民に示し、意識醸成を図るべきと考

えますが、当局の見解を伺いたいと思います。 

  続きまして、小項目の２、公共施設等総合管理

計画の推進について伺います。 

  この公共施設における管理計画は、健全な財政

運営を行う上でも極めて重要な指針になると確

信しており、それだけに私の思い入れも強く、今

回は聞き取りのときに申し上げましたとおり、２

つの項目について伺いたいと思います。 

  まず１つ目が、将来的に公共施設の維持管理を

１つの部署により一元管理できないかとの質問

であります。 

  この提案は、ちょうど10年前、この３月定例会

一般質問で提案させていただいたものでありま

す。当時の答弁としては、各課がそれぞれ管理し、

大規模改修が必要であればまちづくり総合計画

の実施計画に計上し、小規模修繕については、各

年度の予算要求において必要に応じて適切に管

理しているとの答弁でありましたが、その後、皆

川球場の改修工事や置賜総合文化センターホー

ル照明設備改修工事など、事が発生してからの場

当たり的な対応が見受けられ、とても計画的な維

持修繕が行われているとは思えない状況です。 

  施設の維持管理には相応の知識が必要であり、

担当課が管理するには限界、無理があるのではな

いでしょうか。また、各課それぞれに管理するこ

とで、計画的な維持管理について認識が当局全体

として希薄化してはいないでしょうか。改めて公

共施設の一元管理についての認識を伺います。 

  次に、２点目、既に廃止が決まっている公共施

設の積極的な再利用について検討すべきではな

いかという質問であります。 

  既に小中学校においては、令和11年度までにお

いて具体的な統廃合案が示されております。 

  また、当局は廃止後の施設利活用の考え方とし

て、優先順位をつけ、４つの段階を示しておりま

す。 

  簡単に申し上げますと、第１段階目が①本市事

業による利活用、次に②地域団体による公益的な

利活用、③民間業者による営利目的での利活用、

最後に④基本施設を解体。可能であれば売却とい

ったような流れであります。 

  今回は学校跡地をイメージしておりますが、広

大な面積の校舎と敷地を維持管理し、有効的かつ

恒久的に活用できる団体はごく少数ではないで



- 33 - 

しょうか。 

  一方で、維持管理費を無視すれば、地域の憩い

の場や諸団体の活動の場としての需要は大いに

考えられますが、公共施設の総量維持は難しいと

する公共施設等総合管理計画とは矛盾してきま

す。地域、民間任せの利活用計画では、不安要素

が多過ぎる。 

  そこで伺います。 

  特に広大な面積となる学校跡地の利活用につい

て、立地適正化計画やさらなる公共施設の統廃合

をも考慮した高度な利用計画の策定に努めるべ

きと考えますが、その認識についてお知らせくだ

さい。 

  次に、小項目の３、住民に優しい除雪体制につ

いて伺います。 

  昨年に引き続き、今年も大雪となりました。そ

んな状況下においても、日頃から除雪により市道

の維持に努めてくださっている事業者や従事者

の方々、また市の担当者の皆様に心から敬意を表

し、感謝申し上げます。 

  さて、今冬のような大雪ともなれば、多くの市

民の方から除雪に対する苦情や相談を多くいた

だきます。対応が必要な事案もあれば、通常のル

ールに沿って行っている除雪であるにもかかわ

らず市民の理解不足からくる苦情と、様々であり

ます。 

  そこで伺います。 

  市民から寄せられる苦情については、どのよう

な内容のものがあるのでしょうか。作業の改善を

図るべきものや、市民理解や協力を必要とするも

のなど、その詳細についてお知らせください。 

  また、令和２年度に実施した除雪車運行管理シ

ステム実証試験について、どのような検証を行っ

たのか、また本格導入の見通しについてお知らせ

いただきたいと思います。 

  次に、小項目の４、本市の財政見通しについて

伺います。 

  今月７日、市政協議会において、令和14年度見

込みまでの本市における財政の見通しが示され

ました。令和13年度における見込額を昨年の財政

見通しと比較してみましたが、基金年度末残高は

２億5,700万円の増、市債年度末残高は42億7,700

万円の減、そして単年度収支においてもプラス収

支の改善が見られ、前年度の見通しから比較して

も財政が安定しつつあると、そのように読み取り

ました。 

  しかしながら、僅か１年でこれだけ大きく数字

が変化する現実に、改善する要因があったのか、

財政予測の手法的な問題なのか、コロナ禍におけ

る社会情勢分析の難しさなのか、うかがい知るこ

とができません。 

  そこで伺います。 

  今回明示された財政フレームに対する財政当局

の認識を伺います。 

  また、決して良好とは言えない財政状況で、さ

らなる健全化に向けた取組についての考えをお

知らせください。 

  次に、小項目の５、本市職員の人材育成につい

て伺います。 

  私は、市民の皆様から負託をいただきまして、

議員として11年目を迎えようとしております。そ

してそれまでの間、多くの職員の方々とお付き合

いさせていただきました。今現役の方、そしても

う退職された方も含め、職員の皆さんは本当に非

常に優秀であるというのが率直な感想です。しか

しながら、今現在その優秀な職員の力を生かし切

れているのかという疑問から、この項目を取り上

げさせていただきました。市政に対して並々なら

ぬ情熱を持って入庁された職員が、いざ実際の職

務となれば、膨大な事務作業に忙殺され、企画や

立案といった仕事には行き着くことなく、単なる

事務屋のようになってはいないだろうか。次第に

情熱は薄れ、目の前の与えられた業務だけをこな

すロボットのようなものになっていないだろう

か。多くの職員が常にパソコンと向き合っている

姿を見て、そんな心配を抱いております。 
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  コロナ禍、ウクライナ危機、世の中は日に日に

目まぐるしく変化しており、この荒波を乗り切る

には現状分析と未来予測に基づく固定概念にと

らわれない積極的な政策展開が必要と考えます。

パソコン中心の業務から脱却し、フットワーク軽

く多様な人材と交流し、見識を深め、現場主義を

貫ける職場環境と人材育成が急務と考えますが、

本市における人材育成の考え方についてお聞か

せください。 

  次に、大項目の４、環境の持続性についてのう

ち、３項目について質問いたします。 

  まず初めに、小項目の１、ＳＤＧｓの取組につ

いて伺います。 

  「ＳＤＧｓの先駆けとも言われる上杉鷹山公の

精神を受け継ぐ米沢市」、市政運営方針の冒頭に

記載された一文であります。まさにそのとおり、

ＳＤＧｓの取組を体現したいものではあります

が、市民理解はまだまだ進んでおりません。 

  ＳＤＧｓは非常に概念的であるため、この概念

というのは、やはりその17の目標、これらが政治

的解決要素が極めて高いと、これは私の印象であ

りますが、そういった観点から概念的であると考

えておりますが、市民生活や企業経営に対してど

のように関わってくるのか、どう関わるべきなの

か、なぜ必要なのかといった、根本を説き、広め

ていくことが重要ではないでしょうか。 

  鷹山公の倹約令、米織やコイ、笹野一刀彫に代

表する殖産振興などの改革が実ったのは、政策や

知恵といったものではないと考えます。藩の実情

を公開し、その改善策となる方針を明示する、そ

して一人一人に火をつけるように協力を依頼す

る、そして自分が率先して実行する、この一連の

流れが重要であったと私は理解しております。取

り組むことの目的や意義が不明瞭であれば、その

情熱は長続きしません。 

  そこで伺います。 

  ＳＤＧｓの取組について、より具体的な目標や

効果を市民や企業に示すことで、意識醸成に努め

るべきと考えますが、その認識について、また、

新年度からＳＤＧｓ推進参与が任用となります

が、その職務や見込まれる効果についてお知らせ

ください。 

  次に、小項目の２、ゼロカーボンシティー実現

に向けた取組について伺います。 

  令和２年10月、米沢市は2050年までに二酸化炭

素排出実質ゼロを目指して、ゼロカーボンシティ

ーを宣言しました。 

  現状としては、目指すべき指標、目標もなく、

宣言止まりとなっておりましたが、ようやく新年

度において、昨年から実施している基礎調査を基

に再生可能エネルギー導入目標が設定されるこ

とになります。 

  そこで伺います。 

  基礎調査の内容とはどのようなものであり、ど

のような形で再生可能エネルギー導入目標に結

びついていくのか、そしてその目標とはどのよう

な内容なのか、お知らせください。 

  また、先ほどのＳＤＧｓ同様、ゼロカーボンシ

ティーの実現には多くの市民と事業者の理解、そ

して協力が欠かせません。その啓発について、ど

のように行っていくのか、その考えをお知らせく

ださい。 

  最後となります。小項目の３、舘山浄水場廃止

に向けた進捗について伺います。 

  舘山浄水場廃止に向けた議論の際、自然災害な

どによるリスク分散や、廃止に伴う諸課題につい

て様々に御指摘させていただきました。今回の質

問は、その諸課題に対する対応について確認する

ものであります。 

  管路の24時間監視体制はどうなるのか、大樽川

の取水口や導水路の維持管理体制について、また

災害などによる給水制限を想定した予備水源の

確保についてなど、その考え方、進捗状況につい

てお知らせください。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○相田克平議長 中川市長。 
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  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 おはようございます。 

  それでは、ただいま中村議員から御質問いただ

いた質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

  私からは、１の新年度における新型コロナウイ

ルス感染症への対応についてであります。 

  新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大した

この２年間は、ワクチン接種をはじめとする感染

予防対策、さらに疲弊した地域経済の影響を緩和

するため、様々な生活支援、経済対策を実施し、

市民の皆様の生命と生活を守ることを最優先に

取り組んでまいりました。 

  この間、市民の皆様には様々な場面で御協力を

いただきましたことに対して、改めて御礼を申し

上げます。 

  新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見え

ない中、引き続き新年度においても、３回目のワ

クチン接種による感染予防対策、さらに経済と雇

用を支える中小企業の経営基盤の安定や個人消

費喚起に向けた経済対策を実施してまいります。 

  同時に、議員が述べられたように、コロナ禍で

疲弊した経済、そして市民の方々に対して、コロ

ナ禍においても本市が将来にわたって進んでい

ける展望をお示しする必要があると考えており

ます。 

  新年度予算は、市政運営方針でも申し上げまし

たとおり過去３番目の大規模予算であり、新型コ

ロナウイルス感染症対策をしっかりと実施する

とともに、さらに持続可能なまちを目指し、経済、

社会、環境の持続性を高めることで、地域内にお

ける好循環を生み出してまいりたいと考えてお

ります。 

  そのため、特に私が重要と考えているのは、内

発型の発展の考え方であります。内発型発展は、

地域特有の歴史、自然、文化などの様々な資源を

尊重しつつ、地域の人々が対話や交流、協働を通

して主体的に参加することで、地域の持続的発展

を目指す考え方であります。 

  本市には、歴史、自然、文化などの地域資源が

豊富にあり、それらを生かした取組が数多く進め

られてまいりました。例えば、世界農業遺産への

認定が期待される「最上川流域の紅花システム」

においては、地域の方々と共に大学生などの若い

方々が歴史と伝統ある米沢の紅花を学び、その特

徴を生かそうとする取組が進んでおります。 

  今後は、このような本市が有する地域資源を市

民の皆様と共に磨き上げる取組を強く進めてま

いりたいと考えております。 

  また、市民の皆様が力を発揮できる環境づくり

も重要と考えております。今、米沢では若い人た

ちの動きが活発化し、その力が発揮されようとし

ております。地域課題の解決のために、新たな提

案をしてくれる学生の方々、そして、まちづくり

会社を立ち上げ、地域の方々と共にまちづくりを

進めようとする若者たち、これからの本市の将来

を担っていく若い力を支えていく、このことが重

要であると考えております。 

  この若い力を中心に、現在、官民一体となって

米沢市版ＤＭＯの設立を進めており、本市ではＤ

ＭＯと共にコロナ収束の先を見据えて、インバウ

ンドに向けた取組の検討を進めております。 

  新年度、県では県内の温泉地や自然の資源を生

かし、リラックスした雰囲気で、国内外の経営者、

政治家、ＮＰＯ、学生等と県内の若者等が交流を

行う（仮称）ユースサミットｉｎ山形の開催を予

定しており、本市もその会場の一つになってほし

いとの要請をいただいておりますので、こうした

事業を契機の一つとして、インバウンドにも取り

組んでまいります。 

  さらに、現在、国ではデジタル田園都市国家構

想の実現に向け、デジタル実装を通じた地方活性

化を推進しております。 

  本市におきましても、コワーキングスペースの

整備や若手職員によるＩＣＴ推進チームの活動

等を通して、住民サービスの向上や産業等の活性
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化を図るため、デジタル化に向けた取組をより一

層推進してまいります。 

  こうした展望を市民の皆様にお示ししながら、

市民の皆様と力を合わせてこの難局を乗り切り、

ＳＤＧｓ未来都市として持続可能なまちづくり

を実現してまいります。 

  議員お述べになりましたように、本当にコロナ

禍で疲弊した経済、人心、これをどのように回復

していくかということが何よりも重要でありま

す。今、政策、対策については述べたとおりであ

りますけれども、コロナ禍で最もやっぱり重要視

をしていかなければならないのは、市民の皆様が

安全に安心して生活できる環境、そういった不安

を取り除くことに全力を挙げていかければなら

ないと、このように思っております。今申し上げ

た事業に多くの市民の皆様に参加をいただき、外

に出ていただくような、そういった工夫も凝らし

て新年度の事業を展開してまいりたいと、このよ

うに考えております。 

  以上であります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、２、経済の持続性

についてのうち、（１）（２）（３）についてお

答えいたします。 

  初めに、（１）中小企業の活性化策及び産業用

地の確保についてお答えいたします。 

  まず、中小企業活性化事業の中で取り組むこと

としております中小企業新展開促進事業につき

ましては、ポストコロナ時代の経済社会に対応す

るため、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、

事業承継など、事業の再構築に取り組む市内の中

小企業者に対して支援を行うものであります。 

  本事業は、昨年10月臨時会における補正予算で

事業費をお認めいただき、現在、先行して実施し

ておりますが、去る２月25日現在で20件の申込み

状況となっており、多くの市内企業に御活用いた

だいているところです。 

  その中の事業の一例を申し上げますと、市内で

運転代行業を営んでいる事業者が、コロナ禍の影

響で売上げが激減していることから、経営の安定

を図るため、本業を継続しつつ、新たな事業展開

として、地元農家と提携して果物、野菜及び加工

食品の商品開発、販売を手がけるファーマーズシ

ョップ事業へ参入するため、本制度を活用して設

備投資等を行っております。 

  このように、ポストコロナに対応すべく新たな

事業分野へ挑戦し、雇用の維持や経営基盤の強化

を図るなどの前向きな取組を行う企業に対しま

して、新年度も引き続き積極的に支援していきた

いと考えております。 

  本事業につきましては、現在のコロナ禍の状況

で多くの企業や経済団体等から新年度も継続し

て実施してほしいとの要望をいただいているほ

か、山形県からもポストコロナを見据えた先進的

な取組事例として高く評価されており、県におき

ましても新年度当初予算に同様の支援制度を創

設するとお聞きしておりますので、より相乗効果

が高まるよう、県事業と連携しながら、市内企業

が取り組む新展開事業を後押ししてまいりたい

と考えております。 

  また、本事業の実施に当たりましては、補助金

による支援に加え、並行して新たな事業展開の計

画策定から経営改善指導等に至るまで、全体的な

経営サポートが必要であると考えております。こ

のため、経営改善指導に関する業務については、

別途、専門の経営指導員を配置し、事業者支援に

精通している米沢商工会議所へ委託することで、

しっかりと事業者に寄り添った支援体制を整え、

幅広い市内の中小企業者が充実した伴走型支援

を享受できるよう、事業を推進してまいります。 

  また、既に今年度からは市内企業のポストコロ

ナ時代の経済社会に対応した円滑な事業展開に

資するため、様々な分野の専門家がコンサルティ

ング支援を行う中小企業経営基盤強化サポート

事業を立ち上げており、米沢商工会議所内にその
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ための相談窓口を設置し、経営上の様々な問題や

課題解決に向けた相談に丁寧に対応していると

ころです。 

  具体的には、企業マッチング、マーケティング、

ブランディング、生産技術及び産学連携など、幅

広い分野の外部専門家を招聘し、経営者からの相

談に対して助言や指導等を行うことで、販路開拓、

新商品開発にとどまらず、新分野展開や業態転換、

事業承継、ＩＴ化などの課題解決を図り、市内企

業の経営基盤の安定・強化につなげていくもので

す。 

  今後も、商工会議所をはじめとした地域の関係

団体と連携を密にしながら、ポストコロナ時代を

見据えた新たな事業展開等に取り組む事業者を

しっかり支援してまいりたいと考えております。 

  次に、産業用地の確保についてでありますが、

これまでの企業立地の進展を踏まえ、昨年、第３

期米沢市工業振興計画策定委員会において、新た

な産業用地の確保に関する検討を行ったところ

であります。 

  その中で、市内企業の移転及び事業拡大に対す

る受皿として、また、本市産業への波及効果が高

く、今後成長が見込まれる企業の誘致に向けて、

新たな産業用地の確保に向けた検討を進める必

要があるとの意見を取りまとめ、このたび策定し

た計画の重点施策の一つとして、新たな地域もの

づくり牽引拠点として産業用地確保の推進を位

置づけたところであります。 

  新年度当初予算案における産業団地開発調査業

務、いわゆる産業団地の適地調査につきましては、

本市の産業の現状や産業立地環境を再整理する

とともに、新たな企業の立地の受皿整備の可能性

について検討を行うものです。 

  具体的には、市内や周辺市町に立地する企業に

対するアンケート調査及びヒアリング調査を行

い、新産業用地に対する需要を把握し、受皿確保

の必要性の検討や、開発する場合の規模の算定を

行うほか、本市を俯瞰し、様々な観点から評価を

行い、最終的に２から３か所程度の適地候補を選

定し、それぞれ開発の手順や手法、コストなどに

ついて総合的に調査、検討するものであります。 

  先ほど議員の御意見にありましたとおり、産業

用地の確保に向けては、企業の立地ニーズや労働

力の確保が大きな課題であり、十分な検討が必要

です。特に、今日の社会経済はグローバル化が進

展し、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に

よる混乱、米中貿易摩擦の悪化などに代表される

地政学的リスクにより、経済活動が大きく左右さ

れ、先行きについて見通すことは非常に困難な状

況下にありますが、社会経済の動向を常に把握し

ながら、適切に対応を行うことが求められており

ます。 

  そこで、１つ目の課題であります企業の立地ニ

ーズにつきましては、半導体関連産業や精密機械、

医療用機械器具製造業を中心に設備投資意欲が

高まっているほか、市内立地企業の事業拡張や、

設備の老朽化に伴う移転の動きも活発化してお

り、本市の産業用地に対しても――他の自治体と

比較して総じて競争力が高いことから――複数

の引き合いをいただくなど、産業用地の需要は高

まっているものと感じております。 

  また、一般財団法人日本立地センターが令和３

年に国内の産業団地について調査した結果によ

りますと、分譲を行っている工業団地の数は、企

業の立地が進んだことや新たな団地造成が減少

したことなどから、10年前の平成28年の889団地

から554団地と約38％減少しており、分譲可能面

積では、同じく10年前の１万5,198ヘクタールか

ら１万587ヘクタールと約30％減少しております。 

  さらに、この分譲可能面積のうち、約66％が北

海道と青森に集中しており、全国的に見ると産業

用地が少なく、企業にとって選択の幅が狭まって

きていることが読み取れます。 

  加えて、近年の企業立地の動向を見ますと、検

討から立地、操業開始までのスピードが速く、企

業においては造成済みの産業用地への需要が高
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まっていることから、産業用地を先行して整備す

る自治体も増えているようであります。 

  ２つ目の課題であります人材確保につきまして

は、ハローワーク米沢管内の有効求人倍率を見ま

すと、直近の昨年12月現在で1.23倍となっており、

コロナ禍以前の水準まで回復しており、本市に立

地する製造業を中心とした企業からの聞き取り

では、慢性的な人材不足にあるとの声が数多く聞

かれるなど、人口減少による労働人口の減少や若

年層の地元離れの傾向などから、労働力の確保が

大変重要となっております。 

  そのような中、令和７年度に米沢工業高等学校

と米沢商業高等学校が統合し、米沢産業高等学校

（仮称）が開校することから、それに向けて両高

等学校、経済界及び行政が一体となり、共同で人

材育成事業を推進する地域コンソーシアムを昨

年10月に設立いたしました。 

  この地域コンソーシアムでは、地域を挙げて両

高等学校が実践する人材育成教育などの取組に

継続した支援を行うとともに、産業振興による活

力あふれた魅力ある地域づくりを推進すること

で、統合する両高等学校の生徒が産業界の次世代

を担い、本市への定住・定着促進が図れるよう、

官民挙げて取り組んでいくこととしております。 

  さらに、学園都市を形成する本市の特性を生か

し、地元の大学、短大を卒業した若者が本市に定

着していただけるよう、多様かつ魅力ある雇用の

場の創出に取り組むことも重要でありますので、

企業の本社機能や研究開発機能の誘致のほか、既

に本市に立地している様々な企業の魅力を知っ

ていただくためのインターンシップ事業を充実

するとともに、市内企業の高付加価値なものづく

り産業への転換、次世代産業分野への参入促進な

ど、魅力ある雇用の場を創出していくことで、若

者の本市への定住・定着を促し、優秀な人材確保

が図られるよう努めてまいります。 

  次に、（２）米沢市版ＤＭＯについてですが、

まずＤＭＯとはDestination Management Organi- 

 zationの略で、官民の幅広い連携により観光地域

づくりを推進する法人のことを指し、観光地域と

して魅力を高めるため、様々な組織が一体となり、

マーケティングやマネジメント、ブランディング、

商品造成、プロモーションなどを行い、観光客を

誘致することで、地域経済の活性化を図ることを

主な目的としております。 

  ＤＭＯは、国が観光振興施策の柱として位置づ

け、平成27年11月に日本版ＤＭＯ候補法人登録制

度が創設され、複数の都道府県にまたがった区域

で組織される広域連携ＤＭＯ、複数の地方公共団

体にまたがった区域で組織される地域連携ＤＭ

Ｏ、単独市町村の区域で組織する地域ＤＭＯ、こ

の３区分に分類されており、昨年11月時点の全国

登録件数は303件となっております。 

  ＤＭＯに登録されることにより、国から観光地

域のマネジメントやマーケティングを支援する

ＤＭＯネットの情報支援や、人材を育成するため

のプログラムの提供を受けることができる人材

支援策、さらには本市で予定している地方創生推

進交付金の活用や、事業計画に盛り込まれている

取組に対する支援金などの財政支援を受けるこ

とが可能となります。 

  米沢市版ＤＭＯの設立については、昨年度、議

会から政策提言を頂戴し、また第４期米沢市観光

振興計画のリーディングプロジェクトの一つと

して位置づけておりますが、基礎的な役割、機能

は定められているものの、地域の特性により業務

や組織形態も違ってくることから、本市に合った

ＤＭＯを設立していく上で、どのような組織にし

ていくのか、どのような役割、機能を持たせるの

か、安定的な運営資金の確保など、様々な視点か

らの検討や、多様な関係団体との合意形成が必要

となります。 

  このため、昨年度から２年かけて民間事業者を

加えた勉強会や先進地の視察、検討会を行ってき

たとともに、関係団体が主催する講演会を開催し、

ＤＭＯ設立に向けた意識醸成を図ってまいりま
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した。 

  様々な検討を行ってきた中で、米沢市版ＤＭＯ

は単独市町村の区域で組織する地域ＤＭＯとし、

新年度の早い時期に立ち上げ、観光地域づくり法

人の登録は新年度中の登録を目指して、現在準備

を進めております。 

  組織については、多様な関係者の合意形成を図

り、観光戦略を決定する組織、（仮称）米沢観光

推進機構と、施策の実行組織、（仮称）米沢ＤＭ

Ｃ株式会社の２つの組織を包括して米沢市版Ｄ

ＭＯと位置づけ、事業推進していきたいと考えて

おります。 

  （仮称）米沢観光推進機構には、本市や商工会

議所、観光コンベンション協会のほか、観光のみ

ならず幅広い産業の関連団体に参画いただき、議

論を重ねながら合意形成を図り、市全体の観光機

能の整理を担いながら、戦略を立てていく組織と

いたします。 

  また、（仮称）米沢ＤＭＣ株式会社は、米沢観

光推進機構で策定された戦略に沿った施策を実

行するとともに、ポストコロナを見据えたインバ

ウンド事業や近隣自治体との連携事業を実施し

ていくほか、自然、歴史、文化などの観光資源の

磨き上げと、新たな観光資源となり得る魅力的な

観光コンテンツについて、関連事業者と連携して

商品造成を支援し、地域内事業者の活性化を図り

ます。 

  さらに、観光ＤＸ事業を中心事業として推進し、

宿泊、購買、移動、検索などの観光情報を集約す

るプラットフォームを構築することにより、観光

客の属性、情報ニーズ、行動パターン、嗜好を把

握していくことができることや、特定のテーマに

関心を持つ層に対してきめ細かな情報提供が可

能となり、求める観光資源の存在をアピールして

いくことができるなど、本市の観光施策の課題で

ある「リピーター客が増えない」「滞在時間が伸

びない」などの構造的な課題の解決に寄与するこ

とが期待できます。 

  また、観光地域づくりを行うための多様な関係

者との合意形成や、各種データなどの継続的な収

集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基

づいた戦略の策定、さらには受入環境の整備など

の推進、観光関連事業者と戦略の整合性に関する

調整、仕組みづくりを担うことも期待している役

割であります。 

  ロードマップとしては、１年目から２年目にか

けては稼ぐ・稼げる地域をつくっていくための専

門人材や組織体制を整えるとともに、観光ＤＸ事

業として観光情報を集約するプラットフォーム

の構築を主に行い、３年目からデータの蓄積と、

そのデータを基にしたマーケティング及びプロ

モーションを行っていく予定となっております。 

  また、並行して、初年度から地域資源の磨き上

げ事業等とインバウンド事業、他エリアとの広域

観光推進事業など、関係団体と連携して実施して

いくほか、国の補助事業などを活用し、地域の特

性を生かした事業を展開しながら、地域の課題解

決に結びつけていきます。 

  そして、６年目以降については、国と市からの

補助金に頼らず、自立的・継続的な運営ができる

ように取り組んでまいります。 

  米沢市版ＤＭＯを通し、本市の地域経済を成長

させ、活性化させるため、多くの関係団体の皆様

と観光で地域が稼げる仕組みづくりに取り組ん

でまいります。 

  次に、（３）農林業振興策についてお答えしま

す。 

  本市の今年度の農林業の状況につきましては、

議員の御説明にもありましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の様々な影響に加え、春の凍霜、降ひ

ょう、今冬の大雪といった気象災害、燃料価格、

生産資材などの高騰、ウッドショックなど外的環

境により、大変厳しい状況となっております。 

  特に、本市の基幹作物である米については、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響から、外食産

業を中心に米の消費が低迷したことにより在庫
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量が増加したため、令和３年産の米価が大幅に下

落し、農業経営、生産意欲にも大きな影響を与え

ることとなりました。 

  そこで、本市では経営継続を第一に考えて、Ｊ

Ａや県置賜総合支庁など関係団体と連携し、地域

農業の状況をきめ細かく把握した上で、国、県、

関係機関への緊急要望を行うとともに、各種公的

補助金等の活用をサポートするほか、米沢牛など

地域農畜産物の消費喚起など、支援に取り組んで

きたところであります。 

  こうした状況の中、新型コロナウイルス感染症

についてはまだ予断できない状況にありますが、

地域に根差した本市の農林業を振興することは、

単に生産物を供給する役割を果たすだけではな

く、その生産活動を通じ、国土の保全、水源涵養、

自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承

など、持続可能な地域づくりにつながるものであ

りますので、農林業の活性化に向けてしっかりと

取り組んでいかなければならないものと考えて

おります。 

  このような認識の下、まず、農業の振興策とし

ては、現在取組を行っている米沢市農業振興計画

の後期重点取組事項に基づき、諸施策を着実に推

進していくこととしております。 

  その一つとして、本市の農業における大きな課

題である地域農業を支えていく人材の確保に向

けて、農業生産の中心を担う認定農業者制度、中

心経営体の育成に努めるとともに、地域における

人と農地の問題を解決するための人・農地プラン

制度を活用し、今後の地域農業の在り方の検討や、

農地中間管理機構による魅力ある担い手の集

積・集約化により、作業の効率化、低コスト化を

図るため、引き続き国の施策等を最大限活用し、

地域活動や営農活動を支援してまいります。 

  次に、水田農業につきましては、今後も安定し

た営農を継続していくため、オール山形で取り組

む生産の目安に基づき、需要に応じた主食用米の

生産に取り組むことで、安定した米価の維持に努

め、つや姫などのブランド価値の高い米の作付を

推進し、農業者の意欲ある取組に対し最大限の所

得確保が図られるよう、収益性の高い園芸作物の

産地化、飼料用米や加工用米、輸出用米といった

稲作農家が取り組みやすい転作作物への転換を

支援してまいります。 

  次に、嗜好性が高い花卉栽培については、アル

ストロメリアの価格はコロナ禍以前の水準まで

戻りつつありますが、今後も動向を注視しつつ、

市場からの要望がある中山間地域を中心として

栽培に取り組んでいるリンドウの作付拡大を推

進し、夏秋キュウリや寒中野菜などといった収益

性の高い品目の生産と、消費者ニーズに合った収

益性の高い園芸作物の振興、水田活用の直接支払

交付金を活用した水田フル活用による需要のあ

る作物の作付を推進し、最大の所得確保が図られ

るよう支援してまいります。 

  次に、米沢牛については、新型コロナウイルス

感染症の影響により低迷していたその枝肉価格

は、徐々に回復の兆しを見せており、本年の初競

り平均単価は税込み3,173円/キログラムで、前年

を上回る結果となったところであります。 

  今後とも銘柄米沢牛のさらなるブランド力の強

化を図り、畜産所得の向上を図るため、市場動向

を見据えつつ、効果的な施策を検討してまいりま

す。 

  一方、鳥獣害対策についてでありますが、近年

の被害動向としては、猿による被害は減少し、イ

ノシシによる被害が拡大している状況にあり、市

の有害鳥獣対策連絡協議会や地域の皆様方の御

協力の下、様々な対策を実施し、被害面積、被害

額については横ばい状態を保持しております。 

  しかしながら、農林業被害は様々な獣種により

複雑化し、ニホンジカについても目撃頻度が増加

傾向にあり、新たな脅威となっております。 

  このため、新年度はイノシシなどの大型獣類の

出没原因の調査を実施し、抑制手段を検討すると

ともに、広域電気柵設置などの地域ぐるみの取組
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による鳥獣害に強い集落づくりを対策の中心に

据え、通信式センサーカメラの導入やＩＣＴを活

用した大型囲いわなの増設を行い、効率的な捕獲

を重点的に実施してまいります。 

  次に、林業についてでありますが、ＳＤＧｓや

米沢市ゼロカーボンシティ宣言を進める上で、林

業振興は必要不可欠です。 

  しかし、森林所有者をはじめ、森林への関心や

その機能についての認識はまだ低く、森林の手入

れは減少し、森林の持つ多面的機能が低下するこ

とが危惧されております。 

  このため、これまでに引き続き緑との触れ合い

を通した環境保全の心を育むため、やまがた緑環

境税を財源とする「やまがた緑環境税活用事業」

などによるイベントを通して、森林の重要性や木

材のよさを伝え、市民の森林保全意識の醸成を図

ってまいります。 

  また、昨年10月、公共建築物等木材利用促進法

が改正され、その基本方針等の対象が公共建築物

だけでなく広く一般建築物にも拡充されました

ので、市としても建築業者と共に地元木材の利用

促進に取り組んでまいります。 

  あわせて、地域の林業経営体の体制強化を図り

ながら、新たな森林経営管理制度及び森林環境譲

与税の活用を通し、木質バイオマスなどの再生可

能エネルギー利用を含めた森林資源の循環利用

を推進しながら、本市林業関連産業を川上から川

下まで活性化、成長産業化させるよう努めてまい

ります。 

  以上でありますが、農林業経営者の皆様、地域、

ＪＡ、森林組合など関係機関と行政が互いに連携

し、新年度を期して本市の未来を切り開くスター

トを切ってまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 答弁の途中でありますが、暫時休

憩いたします。 

 

午前１１時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１７分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、２、経済の

持続性についての４項目め、米沢市立病院新病院

建設事業の地元貢献度についてお答えいたしま

す。 

  このたびの新病院建設事業におきましては、実

施設計の段階から施工者の支援を受けられる

Early Contractor Involvement、略してＥＣＩ方

式を採用したことから、入札ではなく公募型プロ

ポーザルを実施したところであります。 

  同プロポーザルの結果、フジタ・後藤組・中村

建設特定建設工事共同企業体が最優秀提案事業

者として選定され、同企業体と令和３年６月に工

事請負契約を締結し、同月に病院本体の建設工事

に着手したところであります。 

  御質問にありました地元貢献度につきましては、

同プロポーザルの実施要項において地元貢献に

関する評価項目を設け、市内建設事業者の活用方

法、市内事業者からの建設資材の購入計画、それ

以外の業種の活用方法の３つの項目について、金

額的に数値化した提案を受けておりました。 

  同企業体からは、市立病院、三友堂病院、アメ

ニティセンターの３施設を合わせて20億円の地

元貢献に関する提案を受けたところであります。 

  地元貢献度の進捗管理につきましては、地元事

業者に対する発注契約などの実績を積み上げ、20

億円に対する達成割合を四半期ごとに報告を受

け、検証しているところであります。 

  なお、同企業体が下請などに発注する場合は、

20億円分の地元貢献という条件はありつつも、事
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業者の選定自体は同企業体の裁量に委ねられて

おります。ただし、同企業体に対しては、公共工

事の大前提として公平性に十分配慮した事業者

選定となるよう指導しております。 

  なお、工事の進捗につきましては、12月末日の

時点で7.6％となっており、豪雪のため予定より

0.1％遅れておりますが、令和５年11月頃の開院

予定に変更を及ぼすものではございません。 

  また、今後の懸念材料としましては、世界的な

新型コロナウイルス感染拡大の影響などによる

資材の高騰や納品の遅れなどが予想されること

から、同企業体と検証を進めながら、建設事業費

への影響を極力抑えていきたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、３、社会の

持続性についての（１）健康長寿日本一に向けた

取組についてお答えいたします。 

  本市では、健康長寿日本一に向けた取組として、

市民の個々のライフステージに応じた心身の健

康保持、健康増進に向けた減塩や健診（検診）受

診率の向上、一市民一スポーツといった、優先的

に取り組むべき課題に主眼を置き、様々な取組を

実施してきました。 

  特に、県内最下位であった特定健康診査の受診

率について、平成30年度には最下位を脱出し、令

和元年度には受診率が50％まで向上するなど、県

平均まで押し上げました。 

  このことは、ダイレクトメールやショートメー

ルによる個人通知など、市からの働きかけだけで

なく、米沢市医師会の協力により実現できた健康

長寿日本一の施策の成果であると言えます。 

  また、このほかの主な取組として、本市の市民

１人当たりの食塩摂取量が全国や山形県と比較

すると高い傾向があることから、県立米沢栄養大

学の協力の下、減塩を意識した食生活を心がけて

もらえるような取組を行っております。 

  適切な食習慣を身につけていく大切な時期であ

る中学生を対象にした減塩を学ぶ取組、市内企業

に勤める青年期、壮年期の方々に対する生活習慣

病のリスク管理や食生活の改善に向けた減塩を

学ぶ取組、健康経営に積極的な事業所の従業員と

そのお子さんを対象に、収穫体験や調理体験を通

して親子で食を学ぶ取組などを実施してきてい

ます。 

  このように、健康を考えていく上で各年齢層に

おいて必要とする情報を的確に提供し、意識づけ

を行うことが大事であると考えています。市民の

方々へのアプローチが多ければ多いほど、健康長

寿日本一に対する意識が浸透していくものと考

えています。 

  今年度はさらに、日々の食事で不足しがちな野

菜摂取量の増加を促す取組として、市民参加型の

ベジアップキャンペーンを実施し、約100人の方

から野菜をメインとしたレシピ約130品を写真入

りで投稿いただきました。 

  新年度においては、新規事業として、本市の健

康長寿に協賛し、積極的に健康づくりに取り組ん

でいる民間団体等の活動について、認証し、顕彰

する制度を新たに設け、市民の方の健康に対する

盛り上がりを応援していきたいと考えています。 

  あわせて、既に取り組んでおります「よねざわ

健康マイレージ事業」について、より気軽にポイ

ントをためていただけるよう、内容を充実させた

いと考えているところです。 

  また、健診（検診）受診率向上について、新年

度はさらに特定健診等において新たに１日の推

定食塩摂取量測定を行い、その結果に基づいた保

健指導を実施し、減塩に関する取組を推進してい

きたいと考えております。 

  健康長寿日本一の理念を広く市民の方々にも浸

透していくためには、行政からの働きかけだけで

なく、企業や諸団体、そして市民一人一人の自主

的な健康づくりを応援していくことも大事にな



- 43 - 

ってきています。行政や地域、米沢市医師会、米

沢市歯科医師会などの各種関係団体との連携を

図りながら、今後とも健康長寿日本一への市民の

機運や意識の醸成を図っていきたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、３の（２）公

共施設等総合管理計画の推進についてと、４の

（１）ＳＤＧｓの取組についてお答えいたします。 

  初めに、公共施設等総合管理計画の推進につい

てでありますが、各施設の更新や大規模修繕など

につきましては、昨年６月に策定した公共施設等

総合管理計画個別施設計画において、令和12年度

までの10年間に実施する3,000万円以上の大規模

事業を登載し、計画的な対策を行うこととしてお

ります。 

  この計画策定の際には、各施設の設備等の劣化

状況などを職員が確認し、対策が必要な施設を洗

い出した上で、施設所管部から総務部と企画調整

部が合同で聞き取りを行い、財政状況などを考慮

しながら、修繕等の優先度を検討しております。 

  また、公共施設の維持管理につきましては、各

施設の年間の維持管理費用や利用者数などを取

りまとめた市独自の公共施設台帳を整備し、管理

しているところであります。 

  こうした施設の状況などについては、公共施設

等総合管理計画を所管する政策企画課が施設の

所管課から毎年度の計画と実績を調査し、資料を

取りまとめており、この資料を副市長が委員長と

なり、部長級職員で構成する公共施設等総合管理

庁内検討委員会で協議し、全庁的な共有を図った

上で、本市の行政経営全般に関して御意見をいた

だく附属機関である行政経営市民会議に報告し

ており、一元化とまでは言えませんが、組織的な

管理を行っているところであります。 

  次に、公共施設廃止後の利活用についてであり

ますが、議員が先ほど述べられましたとおり４つ

の順番で利活用を検討することとしております。 

  現在、民間事業者の利活用を公募する際の手順

などを政策企画課において検討しているところ

であり、その中において、御質問にありました廃

止施設の都市計画用途区域などに応じた利用、そ

ういったものについての考え方も併せて検討し

たいと考えております。 

  次に、４の（１）ＳＤＧｓの取組についてお答

えいたします。 

  初めに、ＳＤＧｓの目標や効果を市民に分かり

やすく示すべきではないかとの御質問について

お答えいたします。 

  昨年５月に内閣府からＳＤＧｓ未来都市に選定

された後、様々な分野の方々から構成するＳＤＧ

ｓ推進協議会を組織し、ＳＤＧｓ未来都市計画の

策定のほか、新年度から立ち上げるプラットフォ

ームについて協議会の委員の皆様から様々な御

意見をいただきました。 

  このプラットフォームを通して、市民の皆様が

具体的にどういったことに取り組んでいけばよ

いのかを分かりやすく伝えていきたいと考えて

おります。 

  プラットフォームでは、市内における個人・団

体等のＳＤＧｓに関する取組をホームページで

分かりやすく紹介し、見える化することとしてお

ります。これによって、自分でもできる取組を知

り、実践していただくとともに、既に取り組んで

いる方との連携、協力を促進させ、その中から新

たな取組を行っていただくなど、ＳＤＧｓの取組

の裾野を広げていきたいと考えております。 

  また、市民の皆様にＳＤＧｓの概要を分かりや

すく伝えるとともに、学校や企業、団体などの事

例発表などを行い、ＳＤＧｓについて関心を持つ

きっかけとするため、今年度に引き続きＳＤＧｓ

講演会の開催を予定しております。 

  これらの取組を通して、市民の皆様にＳＤＧｓ

を自分事として捉えていただけるよう努め、市民
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総参加でＳＤＧｓ達成に向けた取組を実施して

いきたいと考えております。 

  次に、令和４年度から任用を予定しております

ＳＤＧｓ推進参与についてでありますが、元外務

省職員の方を委嘱する予定としております。ＳＤ

Ｇｓ推進関連では、国内での広報活動のほか、国

連本部での外務大臣プレゼンテーションなどを

担当されたと聞いております。現在は外務省をお

辞めになり、様々な企業、団体などと連携しなが

ら、地域づくり活動を行っておられます。 

  ＳＤＧｓ推進参与としては、国とのつながりや

地域でのまちづくりに関する経験を生かし、本市

のＳＤＧｓ推進だけにとどまらず、米沢市版ＤＭ

Ｏの創設や、市内外のコワーキングスペースの連

携促進、ゼロカーボンシティーの推進などについ

て、市と市内外の企業、団体などのマッチング、

情報発信、アドバイスなど、幅広く連携・協力を

お願いしたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、３の（３）住民に

やさしい除雪体制についてお答えいたします。 

  初めに、市民からの問合せ内容等についてであ

りますが、今冬は、年末年始の寒波に伴い、１月

５日時点での積雪深が過去５か年平均積雪深の

２倍以上となり、平成29年度以来の米沢市豪雪対

策本部が１月７日に設置されたといった、令和２

年度とは異なる大雪の年になっており、本市に対

する市民からの問合せ件数は、２月中旬時点で約

1,680件となっております。また、多い日には問

合せ件数が100件以上となるなど、令和２年度の

約1,400件を超えており、市民の皆様の除雪への

関心の高さを感じているところであります。 

  主な問合せ内容でありますが、「日中降雪のた

め除雪をしてほしい」「路線の排雪や幅出しをし

てほしい」といった除排雪の要望関係が約43％、

718件、「早朝除雪がまだ来ない」「圧雪や段差

がひどい」「家の前に雪を多く置かれた」といっ

た除雪作業に関するものが約31％、511件となっ

ております。そのほかにも、平成24年度より各コ

ミュニティセンターに協力をいただいておる除

雪モニター制度により、地区の登下校時における

道路状況などの情報提供が107件あったところで

あります。 

  また、一部の除排雪事業者からの聞き取りでは、

「直接市民から昼夜を問わず除雪の依頼や問合

せなどがあり、苦慮している」との話も聞いてい

るところであります。 

  本市では、このような市民からの問合せにつき

ましては、平日は土木課の職員全員で、週休日に

おいては当番を設け、電話対応や道路パトロール

による現地確認を行うなど、問合せ内容の確認と

説明などの対応を行っているところであります。 

  中でも、除雪後の問合せで、町内の除雪幅が狭

いことや、圧雪で段差がひどいなどの問合せに対

しましては、解決まで長引くこともあり、その解

決方法として、除排雪協力会の排雪などと町内で

の雪押し場の確保といった地域による自助・共助

を必要とする事案が多いことから、このような問

題の解決に向けては、より一層市民の皆様の御協

力をいただくために、引き続き地区での除雪説明

会や広報掲載などにより市民への周知を図ると

ともに、地区と除排雪事業者による話合いの場を

設けるなどの検討をしていきたいと考えており

ます。 

  次に、除雪車運行管理システムの実証試験の検

証により見えてきた課題についてでありますが、

除雪作業の日報作成やチェックの簡素化といっ

た事務の効率化と、除雪車の作業位置がリアルタ

イムで分かるといった見える化により、市民から

の問合せの対応に役立つのではないかとの議会

からの御提案により、平成30年度から令和２年度

までの３年間、運行管理システムの必要性につい

て実証試験を実施したところであります。これら

の除雪車運行管理システム実証試験の検証を踏
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まえて、課題も見えてきたところであります。 

  本市におきましては、除雪費の精算方法が通常

の早朝や日中除雪の作業の大半を県内で唯一距

離精算としていることから、時間精算で運行管理

システムを導入している他市町村よりも開発費

がかさみ、導入費が高額になることが分かったと

ころであります。 

  また、日報整理や予算管理といった事務の簡素

化が図られるものの、冬期間の市民からの問合せ

については、システムから除雪車の運行状況が確

認できることで問合せ件数が極端に減ることは

考えにくく、除雪車運行管理システム導入による

費用対効果について、課題があるものと捉えてお

ります。 

  また、システム導入費用を抑制するために多く

の市町村が採用している時間精算へ移行した場

合は、除排雪業務委託料の増加や除雪体制への影

響など様々な課題もありますので、本市といたし

ましては、検証し切れていない部分についても実

証試験を行い、システム導入については除排雪事

業者との意見交換を行いながら、慎重かつ総合的

に判断しなければならないと考えております。 

  なお、これまでの実証試験の経過及び検証内容

の詳細につきましては、今後、議会の皆様にも御

報告させていただく予定であります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、３の（４）本市の

財政見通しについてと、（５）本市職員の人材育

成についてお答えいたします。 

  初めに、本市の財政見通しについてであります

が、去る２月７日に公表した今後10年間の財政見

通しにおきましては、歳入歳出ともに令和４年度

決算見込みを基準として、その後の増減要因を加

味し推計したところでありますが、統合中学校の

整備等、大規模事業の実施のほか、旧庁舎解体費

など償還期間の短い市債の返還等により、令和４

年度から令和７年度の間は実質単年度収支のマ

イナス幅が大きくなると見込んでおります。 

  これらの対応としては、これまで比較的財政運

営に余裕のあった年度に財源調整のために基金

に積立てを行っておりましたので、今後はその積

立額を取り崩すことで後年度負担の平準化を図

っていくこととしております。 

  なお、いまだ新型コロナウイルス感染症の収束

が見通せない中、地域経済対策などに要する経費

の増加や市税の減少も考えられることから、財源

不足の拡大が懸念される状況にありますので、今

後も健全な財政を維持することができるよう、令

和２年度までを計画期間としていた財政健全化

計画に掲げた施策につきましても、今までと同様

に継続して取り組むことを基本としながら、全体

最適の視点でさらなる歳入の確保や歳出の抑制

を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、本市職員の人材育成についてお答えいた

します。 

  本市職員の人材育成につきましては、米沢市人

材育成基本方針に基づき、職員研修のみならず、

採用、異動、昇任、人事評価の人事管理全般を通

して、その推進を図ることとしております。 

  人材育成基本方針には、求められる３つの職員

像を掲げています。 

  １つ目は、行政のプロとして高い意識と能力を

持つ職員です。市民の幸せをストレートに実現で

きる仕事に誇りと使命感を持ち、行政に必要な専

門的知識や能力の習得に積極的に努める職員で

す。 

  ２つ目は、市民と共に積極的にまちづくりを推

進する職員であります。自らの業務の中にとどま

らず、市民目線で市民と協働する職員であります。 

  ３つ目は、自ら進んで考え、行動し、創造する

職員です。時代の変化を受け止め、柔軟に対応す

るため、今何が求められているのか、自ら考え、

学び、行動し、新たな価値を創造できる職員です。 

  また、人材育成基本方針においては、人材育成
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をより効果的なものとするために、人材確保、人

材開発、人材活用、人事評価の４つの項目による

総合的な人材育成システムにより取り組むこと

としております。 

  人材確保につきましては、本市が社会情勢の変

化等に対応し、未来に向けて持続していくために

は、有能な人材の確保はもとより、多様な人材の

確保も重要です。平成30年度から採用試験の受験

科目を見直したほか、令和２年度からは新たにＵ

Ｉターンの採用枠を設け、幅広く人材の確保を図

っているところでございます。 

  人材開発につきましては、階層ごとに必要な能

力を身につける基本研修をはじめとして、近年は

経済産業省、内閣府などの国の機関のほか、山形

県東京事務所にも職員を派遣し、高度で多様な業

務を経験することで、当該職員の資質向上を図る

ことはもとより、その培った知識やネットワーク

などを業務に生かしているところでございます。 

  また、令和２年度には若手職員20名で構成する

ＩＣＴ推進チームを立ち上げ、本市行政分野にお

けるＩＣＴ技術の導入、事業化を目指して活動を

展開しておりますが、既存の考え方にとらわれな

い発想の転換を促す契機になったものと考えて

おります。 

  なお、人材開発は、日々の業務を通じて育成す

ることが基本であり、人を育てる職場づくりをそ

れぞれの職階の職員がそれぞれの役割を果たす

ことが重要であると認識しております。 

  人材活用につきましては、多様な知識や能力を

持つゼネラリスト型の職員を育成する一方、専門

的知識や秀でた能力を持つ職員については、それ

らを存分に発揮できる部署に配置するとともに、

新たな適性が発見できるよう、計画的な人事異動

に努めているほか、女性職員の積極的な登用にも

努めているところでございます。 

  人事評価につきましては、人事評価制度は任用、

給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、

当該職員の能力及び業績を把握した上で行う勤

務成績の評価でありますが、その結果を職員にフ

ィードバックすることで、自らの強み、弱みを把

握して、自発的な能力開発を促し、より高い能力

を持った職員を育成することにつながるものと

考えております。 

  このように、人材育成基本方針に基づき職員の

育成に努めているところでございますが、これま

で以上に個々の職員の意欲を引き出し、有能な職

員の育成を図っていきたいと考えているところ

でございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、４の（２）ゼ

ロカーボンシティー実現に向けた取組について

お答えいたします。 

  令和３年度は、再生可能エネルギー導入目標策

定基礎調査業務委託により、本市の二酸化炭素排

出量の現況整理と将来推計、本市における再生可

能エネルギーの導入状況と導入ポテンシャルの

推計を行ってまいりました。 

  令和４年度は、この調査結果を踏まえて、採算

性や実現可能性を考慮した再生可能エネルギー

の導入目標を策定する業務委託を行うこととし

ております。 

  具体的には、市民アンケートを実施しながら、

本市の地域特性や地域課題を踏まえた将来ビジ

ョンの検討などを行います。 

  また、再生可能エネルギーを地域課題の解決に

つなげるため、個々の地域の課題の洗い出しや、

再生可能エネルギーの導入がその地域に与える

影響などに関する情報を共有し、地域の総意とし

て導入に取り組んでいただくよう、合意形成の機

会、場所を提供してまいりたいと考えております。 

  このような取組により策定する導入目標は、本

市におけるゼロカーボンシティー達成のための

ロードマップに組み込んでまいります。 

  ゼロカーボンシティー達成のためには、徹底し
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た省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの

導入が必要であり、これらは地域一丸となって取

り組む必要があります。 

  市においては、公共施設における運用改善、設

備更新、再生可能エネルギーの導入などを推進し、

地域の模範となるよう取り組んでまいりたいと

考えております。 

  市民への啓発については、シンポジウムやワー

クショップを通じて、暮らし方や行動、意識を変

えることについて、理解と共感が得られるよう進

めてまいります。 

  具体的には、住宅などの断熱性能を高めること

や、まきストーブ導入による石油燃焼からの転換

など、従来からの省エネ・脱石油の取組を推進す

ることや、他地域での取組事例や国からの情報な

どを発信することで、市民一人一人の身近な活動

がゼロカーボンシティー達成につながることを

意識し、できることから実践、行動していただく

よう啓発に努めてまいります。 

  また、企業への啓発については、断熱リフォー

ム、省エネ設備や自家消費型太陽光発電設備の設

置、また木質バイオマスの熱利用など、市民の皆

様への啓発と併せて、可能なものから取り組んで

いただくよう、各種事例の情報発信などを行って

まいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋上下水道部長。 

  〔髙橋伸一上下水道部長登壇〕 

○髙橋伸一上下水道部長 私からは、４の（３）舘

山浄水場廃止に係る御質問にお答えいたします。 

  初めに、事業の進捗状況ですが、県の笹野浄水

場から受水する新たな配水池の建設に向け、昨年

９月に赤芝町地内にその用地を取得し、現在は実

施設計を行っております。 

  令和４年度からは、配水池や配水管などの工事

に着手する予定としております。 

  次に、水道施設の監視体制についてであります

が、現在は舘山浄水場の運転状況や配水池の水位

などの監視を、運転管理業務を委託しております

事業者に24時間体制で行っていただいておりま

すが、舘山浄水場廃止後においても、新たな配水

池や送水ポンプ場、そして配水管など、本市の施

設については本市が管理し、常時監視を行う必要

があります。 

  現在も、上下水道部庁舎ではテレメータにより

配水池などの監視ができるようになっておりま

すので、舘山浄水場廃止後は上下水道部庁舎を活

用して、業務委託やタブレットなどの移動できる

端末の利用など、24時間監視の具体的な体制や手

法について検討してまいります。 

  次に、大樽川の取水口や導水路の管理について

でありますが、現在、大樽川からの取水は、水道

用水のほかに、かんがい用水と冬期間の消流雪用

水という、市民生活にとって大変重要な、合わせ

て３つの水利権の許可を得ており、管理主体はい

ずれも米沢市であります。 

  そして、大樽川からの取水施設と導水施設の維

持管理については、３つの管理者間の協定により

まして、現在は水道事業が費用を負担し、水量の

調整、巡視及び除雪などの維持管理を委託によっ

て行っております。 

  舘山浄水場を廃止した後も、市民生活に支障を

来すことがないよう、本市の関係部署間で協議し、

適正な維持管理ができるように努めてまいりま

す。 

  次に、自然災害への対応、リスク分散の取組に

ついてでありますが、舘山浄水場廃止後は、平成

30年のような渇水による取水制限があったとし

ても、市民生活への影響を最小限にとどめること

ができるよう、県及び関係する東南置賜１市２町

の合意を得て、笹野浄水場から受水できる基本水

量を増やすことにしております。 

  また、本市独自に非常用の地下水源を整備する

こととしておりまして、渇水時の活用体制を整え

ていきたいと考えております。 

  また、台風や大雨による原水の濁りなどの被害
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に備え、県では笹野浄水場の強い濁りに対する設

備を更新し、対策を強化しております。 

  今後も自然災害への備えとして、県及び関係市

町との調整会議や合同による給水訓練を継続し

て実施しながら、連携を密にして対応していきた

いと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 残りの時間、質問席か

ら再度質問させていただきたいと思います。順不

同で質問させていただきます。 

  まず初めに、新年度における新型コロナウイル

ス感染症への対応についてですけれども、中川市

長から市民の安心・安全を守ると、不安を取り除

いていくのだという力強いお言葉をいただきま

した。ぜひそのような強い気持ちで取り組んでい

ただきたいと思いますが、ここで１点お願いがあ

ります。 

  壇上でも申し上げましたが、新型コロナウイル

ス感染症のみならず、もしかすればウクライナ情

勢等により、想定もしないような市民生活への影

響というものが十分に考えられる状況にあろう

かと思います。予備費を使った柔軟な対応であっ

たり、また、アンテナを高く、やはり市民の状況

をより密に情報収集してもらいまして、特に昨年

度あったような、ぎりぎりで通して、議決ありき

で、事前に事業の告知をするとか、あれはもうち

ょっと早く状況を把握していれば、前の議会に上

程できたのではないかと、そういった事業も見受

けられますので、ぜひそういった意味で、しっか

りとそういった状況を把握しながら、計画的に予

算を、必要であれば補正等の対応をしていただき

たいと考えますが、その辺についての考えをお聞

かせください。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 今後も様々な展開が予想され

ますので、的確に情報収集しながら、的確な予算

編成を進めていきたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ぜひ計画的かつアンテ

ナ高く、情報収集に努めていただければと思いま

す。 

  あとは産業用地について伺いますが、需要はあ

るのだという認識であると答弁では感じました

けれども、確認ですが、この調査により再度アン

ケート等を行われるということでありましたが、

場合によってはそういった情報を整理した上で、

やはり分譲することは適切ではないという判断

もあり得るのか。また、現段階の状況においても、

もう分譲するという前提で進んでいくのか、改め

てこの考え方についてお知らせください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先ほど答弁させていただきま

したけれども、全ては調査をしてから、総合的に

考えていきたいと思っております。 

  ただ、今市には様々な企業から御相談が寄せら

れておりますけれども、十分お答えできないよう

な状況もあります。あと、議員からもお話ありま

したけれども、人材、そういう面も非常に大きな

問題だと思っておりますので、それらも含めて十

分調査の上で判断していきたいと思っておりま

す。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 提案した当時も、分譲

すべきだということではなくて本当に需要があ

るのかどうか、そういった人材確保も含めて慎重

に見極めていただきながら、本音としてはやはり

大きな団地を造成して、新たな企業にたくさん米

沢に参入していただいたり、雇用の場を生んでい

ただきたいという強い思いがありますので、ぜひ

早い段階で、朗報を楽しみにしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、ＤＭＯに関して伺いますが、先ほ

ど戦略を立てる部署と、あと実行の２つの部署が

絡み合って進んでいくというお話がありました。

これはイメージというのは、あくまでもそのＤＭ
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Ｏ自体が利益を上げるための単独としての事業

展開となるのか。何を聞きたいかといえば、壇上

でも申し上げましたが、市としての政策的なもの

もこのＤＭＯが今後担っていくようになるのか、

その辺の考え方をもう少し詳しくお知らせくだ

さい。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 市でこのたび観光振興計画を

策定しましたけれども、それを様々な関係機関、

これは観光業者だけではなくて農業も、あるいは

製造業も入ってくるのかと思っております。そう

いういろいろなステークホルダーの皆様に情報

共有していただいて、その上で具体的にどういう

ものをやっていくのだというものをしっかり情

報を共有した上で観光振興を進めていきたい、そ

ういう思いでおりますので、よろしくお願いいた

します。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 端的に聞きますと、少

し観光課の業務が減るようなことになりますか

ということです。要は、ある程度本市が担ってい

るような観光政策の一部までも担うような組織

体となるのかという質問です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 このたびのＤＭＯを設立する

に当たっては、しっかりと役割分担を図っていく、

それが大事だと思っておりますので、その中で市

の観光課の業務、そういうものも当然整理してい

く中では入っていくと思いますので、場合によっ

ては減っていく、そう思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 分かりました。 

  次に、農業振興策についてですけれども、やは

りまずは米の消費拡大、米沢牛の消費拡大、そう

いった政策も考えられているということであり

ますけれども、部長おっしゃったとおり私は農業

は特別だと思っています。おっしゃってもらった

とおり、やはり景観の保全だったり国土の保全、

農業がなくなって、これらを行政が維持しようと

思ったらとんでもない金額がかかります。だから

こそ、やはり農家、農業というものは力強く大胆

にサポートしていただきたいと思います。ぜひそ

の消費喚起策を、もう少し詳しくお聞かせくださ

い。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 特に例を申し上げますと、米

沢牛につきましては、おかげさまで新年の競りで、

値を戻してきております。 

  今後も米沢の様々な農畜産物をしっかりとＰＲ

しながら、消費者の皆様に御理解いただいて、消

費につながるように、しっかりと施策を進めてい

きたいと思います。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 次に、病院に関して伺

いますが、病院が出来上がった後、当然医療機器

でしたりとか空調とか設備の管理等があろうか

と思うのですけれども、こういったものの管理業

者というのはもう既にプロポーザルというか、工

事を発注した段階で決まっているのか、また別個

での契約となるのか、その辺お知らせいただきた

いと思います。 

  建てた後、医療機器の例えばメンテナンスです

とか、空調の管理とか、設備の管理とか、あれだ

けの病院であればたくさん維持管理が必要にな

るかと思うのですけれども、そういったものもも

う発注段階で既に決まっているのか、また別個で

業者を選定するのかという質問です。 

○相田克平議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 維持管理関係につい

ては今後ということで、現段階では決めないとい

う形になっております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） では、端的にお願いし

ますが、こちらも当然ノウハウがない業者にお願

いするわけにはいきませんが、ぜひ地元にお金が

落ちるという観点から、ぜひ市内の業者を優先に
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採用していただけるように検討いただければと

いうことをお願いしたいと思います。 

  あとは、除雪について伺います。 

  除雪作業は、やはり品質の確保が大事かと思っ

ております。オペレーターによって違う、業者が

替わるたびに違うということではなく、作業品質

の確保ということが重要かと思います。何で作業

品質の違いが生まれるのかと思えば、やはりオペ

レーター、業者によっては、丹念に掃いてくれる

方と、通常どおりの当たり前の除雪をするところ

で差が出てきたりしているようであります。その

作業品質を確保するという意味からも、特に本当

に市街地においては、先ほどお話あった費用が増

加しても時間精算ということも積極的に考えて

いくべきではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 作業品質というようなところ

で、私も全くそのとおりであると思っているとこ

ろであります。 

  ただ、今現在米沢市が距離精算というような精

算方法を用いているというのは、やはり通学・通

勤時間帯の朝３時から７時まで４時間という限

られた時間の中で、また限られた除雪車台数の中

でやっぱりやっていかなければならないという

大きな課題がありましたので、そういったところ

で例えば時間精算になって、クオリティーを上げ

ていくといった場合には、やはり作業時間が相当

増えますので、除雪費の増加であるとか、そうい

った課題もありますので、やはりクオリティーを

保つという意味では、今後１台当たりの作業量を

決めていったり、あと例えば路線の状況によって

対応するであったり、仕様書のきめ細かさとか、

そういったところも含めて、本市がどのような除

雪体制がいいのかというところも今後研究をし

ながら、持続可能な除雪体制を検討していきたい

と思っております。 

  そういった中で、やはり一番いいのは、今回の

実証実験は距離精算を前提とした実証実験であ

りましたので、今後は時間精算をモデルとした実

証実験をしていかないと、具体的なそういういろ

んな課題が明らかになってきませんので、そうい

ったものについても今後引き続きやっていきた

いと感じております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） この質問の題名が「住

民にやさしい除雪体制」ということで、当然費用

を無視した計画はできませんけれども、ぜひ今お

っしゃっていただいたように品質確保に向けた

計画は進めていただきたいと思います。 

  あと、除雪でもう１点。 

  除排雪協力会、これはもっと宣伝したほうがい

いと思います。存在を知らずに、「排雪、何でし

ねんだ、あそこ」と結構電話をもらうのです。「い

や、こういう制度がありますよ」と言っても、「ふ

ーん」という感じで、なかなかやっぱり加盟して

いない方には全然分からない制度かもしれませ

ん。ぜひ今度地区説明会の折には、この町内会と

この町内会は入っていると、これに入っている町

内会というのはみんなお金を負担しているから

排雪できるのだと。補助制度を準備していると言

うよりも、加入してけろと、つくってけろと、こ

うやっぱり働きかけていくことも必要ではない

かなと感じますけれども、どうでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 除排雪協力会につきましては、

現在約490の協力会が登録いただいておりますが、

実際はその中で約170件ほどしかこの制度を活用

してございませんので、やはり加入の促進という

意味でのＰＲが非常に必要かと思っております

ので、今後そういったところについても努めてま

いりたいと考えております。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） ぜひお願いいたします。 

  次に、市の人材育成について伺いますが、取組

とか人材育成に向けた考え方というものは理解
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いたしました。壇上でも申したように、あとは優

秀な人材を――活用という言葉がいいのかです

けれどもいかに活用していくのかということだ

ろうと思います。 

  先日、中川市長と一緒に、ヤングチャレンジ特

命課ということで、若手の人材育成ということで、

様々な業種の人が集まり、いろんな知恵と交流を

持って一つの物事、問題の解決に挑むということ

があれほど効果を生むのだというのは、非常に私

感動して、彼らの卒業の発表を見届けたところで

あります。 

  どうでしょう、米沢市も市長の本当の特命課で

もつくって、何で職員にそういった経験をさせて

いくかというと、本当に特に幕末維新なんかとい

うのは、やっぱりいろんな外圧があったりという

ことで、下級武士が日本中を駆け回って、いろん

な情報交換をしながら、熱を持って、そういった

情熱が明治の新政府を動かしたりしたのではな

いかと思っております。単にネットで調べて、こ

ういう制度がある、こういう取組があるではなく

て、百聞は一見にしかずということで、私はどち

らかというとパソコンの前に座っていないで、い

ろいろ駆け巡って、毎日お茶飲みして、あちらこ

ちらに行って、人と交流して、やはりそういった

知見が新たな政策を生み出すものであると思い

ますし、今後のこの厳しい、荒波のような社会情

勢を切り抜けるには、そういった人材、そしてそ

ういった人材が活躍する場が何よりも大事かと

思いますが、ぜひ市長のお考えというか、お聞か

せいただきたいと思います。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先日のヤングチャレンジ特命課、

本当に職員もそうでありますけれども、若い人た

ちが年数回にわたって議論をしながら進めてき

たわけでありますけれども、それ以上に自主的に

その取組について研修をされたという話を聞い

ております。そして、視察研修も含めて、また学

生とのいろいろディスカッションも含めて、報告

をいただいたわけであります。 

  私は、人材の育成で最も重要なことは、多くの

人と、多くの地域と関わって、その中で今課題と

なっているものを自分たちがどう解決していく

かと、そういったことが重要だと思っております

ので、今後ともそういった考えの下に、若い人た

ち、そして若い職員、また中堅職員においても、

そういった新たな分野に、事務職としては優秀な

職員ですけれども、常に前を見ることができる、

企画力のあるような、そういった分野においても

職員の育成に努めていきたいし、市全体の人材育

成にも努めていきたいと、このように考えており

ます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 最後になろうかと思い

ますが、総務部長に伺いますけれども、壇上で私

懸念材料を言いました。やりたいのに、事務に忙

殺されて、本当に思ったことができていないよう

な状況があるのではないかと心配しましたけれ

ども、どうでしょうか、部長から見られて、例え

ば職員の声ですとか、そういった今の体制に職員

に無理がないのかどうかも含めて、その辺の状況

について見解をお知らせいただきたいと思いま

す。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 やはり年々、業務量、質とも

に高度化してきておりまして、職員の負担が年々

高まっているということは私も認識しておりま

す。 

  やはりいかに米沢のまちをよくしたいのだとい

う、そういう情熱を持った職員であればこそ、そ

ういった難局についても乗り越えていけると考

えておりますので、今後とも引き続き人材育成に

ついては努めていきたいと考えているところで

ございます。 

○相田克平議長 中村圭介議員。 

○２３番（中村圭介議員） 繰り返しになりますけ

れども、人材育成の方向性については分かりまし
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た。中川市長のお話も理解できますし、部長のお

話も理解できます。あとはぜひそういった人材が

活躍できる場所、そういった職場づくりというこ

とにもぜひ目を向けていただきたいということ

をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で一新会、23番中村圭介議員

の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０８分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  至誠会、６番小島一議員。 

  〔６番小島 一議員登壇〕（拍手） 

○６番（小島 一議員） 皆様、こんにちは。 

  至誠会の小島一です。 

  本日もお忙しい中傍聴にお越しいただきました

皆様、誠にありがとうございます。 

  代表質問に入る前でありますが、皆様方御承知

のように、ニュース報道等による情報にはなりま

すが、ロシアによるウクライナ侵攻に対しまして、

現地にいらっしゃる方々の安全と、亡くなられた

方々の御冥福を心からまずもってお祈りすると

ころでございます。 

  一日も早く、安全で安心して暮らせる日常が取

り戻されることを切に願うところでございます。 

  本日は、相田克平議長、木村芳浩議員、島貫宏

幸議員、井上由紀雄議員、古山悠生議員と私の６

名から成る至誠会を代表して質問させていただ

きます。 

  質問の本題に入ります前に、今年度をもちまし

て退職される後藤総務部長、渡辺市立病院事務局

長、小関会計管理者、片桐監査委員事務局長にお

かれましては、これまでの御労苦に敬意と感謝を

申し上げます。 

  今後は、別のお立場で本市発展のために御尽力

いただくことを御祈念申し上げます。 

  さて、中川市長におかれましては、市政運営方

針冒頭でも述べられましたように、この２年間は

コロナウイルスとの闘いでありました。市民の命

を最優先に、感染症の抑制と経済の促進という相

反する事柄を同時に進めなければならない状況

は、非常に判断が難しいことであったと推察いた

します。 

  まだまだ感染症の脅威はとどまる様相を見せて

いませんし、一部ではステルスオミクロンという

新たなものも確認されているようであります。ワ

クチン接種や、家庭内感染を広げない学校側の取

組、飲食店や観光関連事業所などの協力など、こ

れまでの取組をより一層進めていただき、一日も

早く市民が明るい日常を取り戻せるよう御尽力

いただきますことをまずはお願い申し上げ、質問

に入らせていただきます。 

  このたびは、主に市政運営方針に対しまして質

問させていただきます。 

  まず、１項目めは挑戦し続ける活力ある産業の

まちづくりについてです。 

  今定例会にも、八幡原中核工業団地並びにオフ

ィス・アルカディアの土地に関する譲渡の議案が

上程されており、残り区画も僅かになってきたこ

となどを受け、新たな産業団地整備の検討につい

て示されました。 

  この間、本市の企業誘致は医療関連や先端技術、

山形大学工学部との連携など、誘致の方向性を見

定めながら、県とも連携して取り組んできたと理

解しております。 

  このたび示された産業団地整備の検討は、具体

的にどのようなことを検討していくのでしょう

か。午前中の一新会の答弁にもありましたが、重

複している旨、御了承いただき、御答弁をお願い

いたします。 
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  あわせて、現在も残してあるサイエンスパーク

構想に伴うオフィス・アルカディアの分譲地につ

きまして、今後の予定や具体的ビジョンがあるの

かも併せてお答えください。 

  次に、観光振興についてお伺いいたします。 

  市政運営方針の中では、ポストコロナを見据え

た米沢型インバウンド推進事業を実施していく

とありました。これまで取り組んできたことの継

続という観点を持ち合わせていることは理解し

つつ、新型コロナウイルスの状況を鑑みて、どの

ように進めていくのか、主に誰が進めていくのか、

概略的なことについてお知らせください。 

  あわせて、これまで実施してきた、いわゆるイ

ンフルエンサーを使った海外向けのコンテンツ

の発信に関連した方々との関連性、新たに取り組

もうとしている内容などありましたら、お知らせ

ください。 

  さらに、これまでも求めてきましたブランド戦

略との関係性を含めた市内の魅力発掘や磨き上

げに係る新しい観光コンテンツの構築に関して、

米沢版ＤＭＯとの関係を含め、御答弁をお願いい

たします。 

  次に、郷土をつくる人材が育つ、教育と文化の

まちづくりについて、主に教育委員会に質問いた

します。 

  まずは、学校給食共同調理場整備についてお伺

いいたします。 

  この間、学校給食検討委員会における議論、答

申を受けながら、教育委員会として今後の市内学

校給食の在り方について様々な角度からの検証

をなされ、その方向性と方針を示されてきたと理

解しています。さらには、多くの保護者や地域の

方々に理解を深めてもらうための説明会を実施

してきている状況であることも理解していると

ころです。 

  そのような状況の中で、教育委員会に対して学

校給食共同調理場整備に関する要望書が出され

ているようです。どのような方々から、どのよう

な内容のものが出されているのか、なかなか伝わ

り切れていない部分もあろうかと思いますので、

ここでお伺いしておきたいと思います。 

  あわせて、要望書提出を受けての教育委員会と

しての受け止め方、考え方についても、御答弁を

お願い申し上げます。 

  次に、学校給食における地産地消についてお伺

いいたします。 

  持続可能な社会づくりに向けても、地場で生産

されたものを地元の人たちが消費することが、イ

ンフラに係るエネルギー使用やコスト、カルチャ

ーに係る風土や継承といった様々な側面から、改

めてその必要性が提唱されております。成長期で

ある小中学校の給食においては、これまで以上に

その視点を明確に取り入れて進めていただきた

いと思います。 

  そこで、まずは現在の状況を確認したいと思い

ますが、現在、学校給食で使用している食材のう

ち、学校給食会を通して市外に支払っている金額

は幾らになるのでしょうか。また、給食で使用し

ている置賜産の野菜は何品目あって、その割合は

どのくらいなのでしょうか。お伺いいたします。 

  あわせて、今後の進め方についてお伺いいたし

ますが、学校給食の地産地消を進める上では、生

産者や市場、納入業者、そして調理師が協力でき

る仕組みづくりが必要だと考えます。今後、セン

ター化を進めながら、この課題についてはどのよ

うに進めていくのでしょうか。また、安定供給、

生産計画の側面から、野菜などの契約栽培を行う

場合の課題について、御答弁をお願いいたします。 

  次に、ＧＩＧＡスクールのこれからについてお

伺いいたします。 

  現在、１人１台端末が整備され、日頃の授業や

家庭学習で使用されていると理解しています。子

供たちの吸収力は本当にすばらしく、端末の使い

方や、探求に資する検索能力の向上など、個人差

はあるものの、しっかりと使い込んでいるのでは

ないかと感じています。 
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  そのような状況から、やはり懸念するのが今後

の情報モラル教育や、正しく理解するリテラシー

教育の側面であります。これまでも、子供たちの

情報通信機器の使用に関しては度々質問させて

いただいてきました。物理的な事件から精神的な

事件にその性質を変えている現代において、ハー

ドセーフティーとしてのフィルタリングだけで

なく、使いこなす上で押さえておかねばならない

モラルやリテラシーといった事柄について、今後

どのように指導を進めていくのか、お伺いいたし

ます。 

  また、今後のタブレットによる持ち帰り課題な

どを学童保育で取り組めるよう、環境整備につい

て、その考え方や方向性についても併せてお伺い

いたします。 

  大項目３は、自然と都市の魅力が調和し、賑わ

いと交流を促すまちづくりについて、３点お伺い

いたします。 

  まずは、米沢市都市計画マスタープラン及び米

沢市立地適正化計画についてお伺いいたします。 

  この計画の目的は、今後、急速な人口減少が見

込まれる中で、拡散した市街地のままで人口が減

少し、居住が低密度化することにより懸念される

次の課題を解決することと書かれています。１つ

は、一定の人口密度に支えられてきた医療、福祉、

子育て支援、商業等の生活サービスの提供が困難

になること。２つ目は、高齢者が急速に増加する

中で、医療、介護の需要が急増し、医療・福祉サ

ービスの提供や、地域の活力維持が満足にできな

くなることです。これは、全国どの地方都市でも

同様であります。 

  ごく一部の大都市を除く現代の都市計画は、「市

民生活の質の維持・向上のためのもの」であり、

高齢者や子育て世代にとって安心できる、健康で

快適な生活環境を実現するとともに、財政面及び

経済面において持続可能な都市経営を推進する

ためには、都市の構造を見直し、医療、福祉、商

業などの生活サービス機能や、居住を集約、誘導

しながら、それらと連携した公共交通ネットワー

クを形成する、いわゆるコンパクト・プラス・ネ

ットワークの取組が重要であると、急務であると

いうことです。 

  本市においても、令和２年12月に都市計画マス

タープランの見直しと立地適正化計画が策定さ

れました。殊さら、米沢市立地適正化計画に基づ

く都市機能や居住の誘導は、目的達成へ向けた最

大のミッションであり、都市構造再編集中支援事

業などにも取り組みながら、深刻な少子高齢化と

人口減少による都市のスポンジ化にくさびを打

とうとしているわけでありますが、目的達成へ近

づくための効果をどのように捉えているのでし

ょうか。お伺いいたします。 

  次に、快適で良好な住まい環境づくりについて

お伺いいたします。 

  これまでも、リフォーム助成事業など県と連携

した事業実施などにより本市住環境の改善に取

り組んできていることは理解しながらも、昨今の

少子高齢化や降雪状況、雪下ろしなどによる人身

事故などを鑑み、豪雪地域であることを踏まえた

これからの本市における住環境整備について、住

みやすい、暮らしやすい住宅に向けた研究開発へ

の補助事業や、改築費用への助成、支援創出など、

持続可能な住宅に置き換える事業を創出してい

くことも検討する必要があるのではないかと考

えるわけですが、その点についてお伺いいたしま

す。 

  次に、地域課題の集約についてお伺いいたしま

す。 

  毎年、市道整備や側溝整備など多くの要望書が

提出され、その総数は200を超えるとも聞き及ん

でおります。全ての要望事項を精査し、緊急性や

重要性、提出順など、様々な角度から実施予定を

組みながら進めている現状であると推察いたし

ます。 

  一方で、そのような大変な状況でありながらも、

要望を出された市民からは、いつ頃になるのか、
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どう進めるのかなど、確認や苦情が寄せられてい

る現状もあるのではないでしょうか。 

  また、一例を申し上げますと、広幡地区などは

重要度などを含めて地区で全てを取りまとめ、提

出している、そのような地区もあると聞いており

ます。 

  このような状況を踏まえ、来年度新設されるコ

ミュニティ推進課とコミセンや地区委員などで

情報集約を図り、その情報を基に土木課と連携し

て要望事項に応えていくような取組を推進して

いくことが必要ではないかと思いますが、その考

え方や進め方について、御答弁をお願いいたしま

す。 

  大項目４は、安全安心に暮らせるまちづくりの

中、雪対策についてお伺いいたします。 

  今冬も、市民の方々からは除排雪や雪下ろし、

流雪溝整備等、様々な声が寄せられています。こ

の後に触れますが、人口減少の社会動態における

米沢に住み暮らす上での懸案事項として、冬期間

の雪問題は常に関心事であり、本市に暮らす上で

超えなければならないハードルであることは間

違いありません。 

  そのような市民ニーズが高く、関心事項である

雪対策において、まずは精算の在り方についてお

伺いいたします。 

  これまでも機会を捉えて質問等させていただい

てきましたが、改めて県内35市町村の中で唯一距

離による換算で精算をしている本市の除排雪経

費について、昼夜問わず稼働していただいている

業者などからの声も踏まえ、今後どのようにして

いくおつもりなのか、その考え方をお伺いいたし

ます。 

  次に、委託路線の平準化についてお伺いいたし

ます。 

  現在の状況は、毎年見直しを行っているという

ものの、路線状況の把握や押し雪場所の確認など、

作業に対する慣れや熟練度を考慮し、例年どおり

の業者に委託する流れが続いていると推察いた

します。 

  また、一部路線をそれまで除排雪していた業者

が事業をやめるなどした場合の新たな業者選定

方法にも、明確な基準が置かれていないのではな

いかと考えますが、いかがでしょうか。 

  近年、オペレーターの世代交代も徐々に進んで

いることからも、委託業者の所在地や待機場所等

を考慮し、市内全域の委託路線を改めて見直し、

作業効率やコストに係る経費圧縮につなげなが

ら、市民満足度の高い除排雪事業を構築できるよ

う、意見聴取を行い、検討することが、今の状況

だからこそできるのではないかと考えるわけで

すが、いかがでしょうか。 

  一方で、全ての路線で委託業者の所在地周辺を

業務委託するのは到底無理であるということは

認識しています。車両待機場所から委託路線まで

排土板を上げて移動しなければならない状況に

なってしまうことも、幾つかの場合は想定しなけ

ればならないと思います。 

  そうした場合の移動に関する経費において、積

算基準を明確に示し、事業者が移動を重荷に感じ

ることにならないよう検討することも必要では

ないかと思いますが、当局の見解をお伺いいたし

ます。 

  次に、オペレーター育成についてですが、現在、

重機オペレーターの高齢化や人材不足を背景に、

オペレーターの育成支援事業を行っております。 

  現在の支援内容は、資格取得後３年間は本市内

において職務に当たることを条件とし、それを満

たせない場合は、事業所側がその責任を担保し、

補助金を返還することになっています。しかしな

がら、その資格は受講者本人が取得するものであ

り、利益を享受する者と保証を負う者が同一でな

い現状になっているのではないでしょうか。この

状況に対し、早急に改善対応を検討する必要があ

るのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

  大項目５は、本市の森林資源活用の考え方につ

いてお伺いいたします。 
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  本市は、総面積の76％を森林が占め、そのうち

民有林が占める割合は約77％です。この森林が水

源の涵養、山地災害等の防止、快適環境の形成、

保健・文化、木材等の生産など、多面的機能を十

分に発揮しながら、ゼロカーボンに向け、どのよ

うに利活用を図っていくのか、お伺いいたします。 

  また、機能森林が２万2,000ヘクタールあり、木

材の有効利用を図りながら、森林整備をどのよう

に進めていくのか、長期展望に立った、いわゆる

森林経営計画のようなものの策定に向けた検討

の可能性を含め、御答弁をお願い申し上げます。 

  大項目６は、持続可能な都市を目指すためとし

て、２点についてお伺いいたします。 

  １つ目は、ゼロカーボンシティーの実現に向け

た啓発事業についてお伺いいたします。 

  市政運営方針の中で、令和４年度は「持続可能

な米沢」をキーワードに、３つの持続性について

触れられています。その中で、環境の持続性とし

て再生可能エネルギー導入目標の設定、米沢工業

高等学校が取り組んでいるゼロエミッションに

関する様々なプロジェクトに対する支援、シンポ

ジウムやワークショップなど啓発事業の実施が

示されました。この取組は、もちろん単年で実現

可能なものではありませんし、誰かがやればでき

るようなものではないと考えます。市民一人一人

が自ら振り返り、できることを日常の中に取り入

れながら生活することを続けることで、目標に近

づいていくのではないかと思います。 

  そのような観点から、市民の日常に溶け込んで

いくような政策を組み、気づきと意識の醸成につ

ながるような事業を、例えば使用電力の目に見え

る化などの取組を広げていくことが必要ではな

いかと考えますが、本市の考えをお伺いいたしま

す。 

  次に、人口減少、少子高齢化への取組について

お伺いいたします。 

  思い起こせば、初当選後、最初の一般質問も人

口減少、少子高齢化に対するものでした。未来の

子供たちにしっかりとこの地域を残すため、当時

は出産・育児支援だけでなく、就労や福祉、まち

づくりなど、総合的な取組をすることでこの課題

に対応していくといった答弁をもらったと記憶

しています。 

  近年では、持続可能な開発目標、ＳＤＧｓへの

取組を進めていくことが、本市における大きなテ

ーマになっています。 

  このような背景を受けて、50年後、100年後もこ

の地域が活力ある都市としてあり続けるために

は、そこに住み暮らす人々がいることが必要です。 

  幅広い視点から、このたびは社会動態における

転出超過を抑制する取組として、本市としては今

後どのようなことをしていくのか、具体的なもの

があれば併せてお答えください。 

  子育て支援の充実した自治体として本市を挙げ

る人は、残念ながら多くはないのが現状ではない

でしょうか。しかしながら、現実は非常に幅広く

多種多様な状況に対応しているのが本市の出

産・育児支援であると私は認識しています。市政

運営方針の中でも、安心して産み育てられるよう、

第３子無償化や屋内遊戯施設整備、子育て支援に

おいては児童虐待未然防止等各種事業を挙げら

れており、様々な取組がしっかりと思いを持って

届くところを願うところでありますが、子育て世

代の、特に母子家庭の保護者からは、「緊急の場

合の頼りどころがない」「突発的な状況の際、ど

こに連絡すればいいか分からない」など、これま

で多様な対応をしてきた支援体制が複雑化して

いるように受け止められる状況も見えてきてい

るようであります。 

  平常時は落ち着いて対応できることも、突発的

な事件の際には気が動転したりと、うまく事を進

められないことは、誰しもがその可能性を秘めて

いると思います。寄り添う相談体制の確立やワン

ストップ窓口の創設など、ポータル機能を充実さ

せるなどの検討が必要なのではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 
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  以上となりますが、間もなく訪れる春の陽気の

ように、市民一人一人が晴れやかに雪解けとコロ

ナ収束を迎えられる日が一日でも早く訪れるよ

う願いながら、壇上からの質問といたします。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 小島一議員の御質問にお答えいた

します。 

  私からは、３の自然と都市の魅力が調和し、賑

わいと交流を促すまちづくりについてのうち、

（１）都市政策としての立地適正化計画と都市計

画マスタープランの効果についてお答えいたし

ます。 

  まず、両計画につきましては、急速な人口減少

と市街地におけるスポンジ化が進むことで、居住

が低密度化し、これまで一定の人口密度があるこ

とで支えられてきた医療や福祉、商業などの生活

サービスの提供が将来的に困難な状況になりか

ねないといった課題に対し、市街地の活性化が図

られた都市構造への転換を基本として、都市機能

の維持、誘導を図り、市街地の利便性を高め、郊

外への拡大を抑制していくことで、市街地の居住

人口を増やしていくとともに、市街地周辺にある

農地の保全と活用を進め、全体として調和したま

ちづくりを実現していくコンパクトなまちづく

りについて、その方向性と具体策を示すものとな

っております。 

  現在、計画に基づき取組を進めている主な具体

策としましては、誘導施設として指定する市立病

院や三友堂病院の整備のほか、市街地中心部のア

クセス性を向上させるための道路改修整備、子育

て支援の環境を向上させるための屋内遊戯施設

の整備などを網羅して実施する都市構造再編集

中支援事業がございます。 

  また、これらハードに関する事業のほか、様々

なソフト事業も展開しながら、計画の中で設定す

る目標値、具体的には居住誘導区域内の人口密度

の維持や、公共交通（バス等）の市民１人当たり

の年間利用回数、誘導区域内の地価の維持、暮ら

しやすさの満足度の上昇について、達成に向けた

取組を進めているところであります。 

  目標を達成するためには、様々な取組を効果的

に実施していく必要がありますが、本市としまし

ては、まず計画に定める各種事業を着実に実施し

つつ、おおむね５年ごととする計画の評価、見直

しに向けて、関係する業界団体や有識者などにも

御意見を伺いながら、追加の方策等について検討

を行っていくとともに、速やかな実施が必要と判

断された場合には前倒しでも実施していくなど、

都市再生に対して危機感を持って取り組んでま

いりたいと考えているところであります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１と５についてお

答えいたします。 

  初めに、１、挑戦し続ける活力ある産業のまち

づくりについての（１）新たな産業団地整備につ

いてでありますが、さきの一新会の代表質問でも

お答えいたしましたが、近年の企業立地や産業団

地の状況を受けまして、昨年11月に策定しました

第３期米沢市工業振興計画の中で、新たな地域の

ものづくり牽引拠点として産業用地確保の推進

を重点施策と位置づけ、本市の産業への波及効果

が高く、今後成長が見込まれる企業の誘致に向け

て、また市内企業の移転及び事業拡大に対する受

皿として新たな産業用地の確保に向けた検討を

進めていくこととしております。 

  新年度には、その検討を行うに当たり、適地調

査等を行う産業団地開発調査業務を実施する予

定であります。この調査につきましては、本市の

産業の現状、産業立地環境を整理しながら、新た

な企業の立地の受皿整備の可能性について検討

を行うもので、具体的には、産業用地に対する需

要を把握するため、本市や周辺市町に立地する企

業に対するアンケート調査などを実施し、立地の
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受皿の確保の必要性や、開発する場合の規模の算

定を行うほか、様々な観点から評価を行い、最終

的に複数の適地候補を選定し、それぞれ用地の開

発手順や手法、コストなどについて整理し、整備

の可能性について検討するものであります。 

  新たな産業団地の検討に際し、誘導業種などの

具体的な検討についてはこの適地調査の中で整

理していくこととなりますが、これまで誘導業種

に位置づけて、産業団地内に立地が進んでおりま

す超精密技術関連、有機エレクトロニクス関連、

自動車関連、医療・医薬関連、食品関連の各産業

については、引き続き重点的に働きかけを行って

いきたいと考えております。 

  また、米沢オフィス・アルカディアにつきまし

ては、本市が平成25年に中小企業基盤整備機構か

ら分譲用地を取得した際に、当団地の西側区画を

研究開発エリアと位置づけ、山形大学や県、米沢

商工会議所などと連携し、民間を含めた産業の創

造、高付加価値化を図ることを目的に、大学や企

業などの研究開発施設の立地に用途を限定し、誘

致活動を展開してまいりました。 

  オフィス・アルカディアについては、残る分譲

区画は８区画で、研究開発エリアの６区画を除く

一般分譲区画の２区画については、現在、複数の

企業から問合せをいただいている状況にありま

す。 

  研究開発エリアについては、その中核施設とな

る山形県工業技術センター置賜試験場について、

窪田工業団地からの移転拡充を本市の重要事業

にも位置づけ、地域産業界や関係機関と連携しな

がら、県に対し長年にわたり要望活動を行ってい

るところであります。 

  研究開発エリアについては、今後も山形大学等

との連携により、その位置づけを当面維持しなが

ら、企業の研究開発施設に絞った誘致に取り組ん

でまいりますが、今後、急激な社会経済の変化な

どにより、立地動向などの状況や経済環境が大き

く変わる場合も想定されますので、その際には位

置づけの見直しや変更についても十分検討して

いきたいと考えております。 

  あわせまして、企業誘致にとどまらず、本市で

の講演会を機に交流を続けております東京都墨

田区の株式会社浜野製作所が運営しているオー

プンイノベーションスクール「Garage Sumida」

では、全国のものづくり企業と連携しながら、も

のづくりを通じて社会課題の解決に取り組んで

おりますので、本市のものづくり企業の方々とも

情報交換を図りながら、地域間連携による高付加

価値な内発型ものづくりへの転換が図られるよ

う、企業誘致と並行して取り組んでまいります。 

  次に、（２）観光振興についてでありますが、

米沢型インバウンド推進事業につきましては、本

市では平成28年度から取り組んでまいりました

が、現在は新型コロナウイルス感染症の影響によ

る渡航制限など、誘客について非常に難しい状況

にあります。 

  インバウンドについては、訪日外国人旅行者が

増える中、その需要を本市の地域経済に取り込む

ことによって、地域経済の活性化が期待できるほ

か、インバウンド客を積極的に誘客するに当たり、

自分の地域のコンテンツを見詰め直すことで、自

分たちの魅力を再認識することにもつながるこ

とから、今後とも力を入れていかなければならな

いと考えております。 

  こうした考えの下、今年度は本市の国際交流員

の知見を活用しました外国人目線による多言語

ホームページの改修や、これまでの台湾とのつな

がりを生かした現地エージェントによるプロモ

ーション事業のほか、電動レンタサイクルの導入

などの受入体制整備を行うことにより、本市の認

知度の向上と、ポストコロナに備えた事業を展開

してきているところです。 

  新年度についても、今年度の事業の磨き上げを

図りながら、引き続きプロモーションや受入体制

整備に努めるとともに、新たなターゲット層の獲

得を目指し、冬山と人を組み合わせた新たなコン
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テンツの磨き上げと、インバウンドインフルエン

サーを活用したプロモーションや、米沢の観光資

源等を紹介するアニメーション映像の制作など

の新規事業を展開していくこととしております。 

  また、今年度から、本市と福島県９市町村をエ

リアとする磐梯吾妻・猪苗代地域の観光価値向上

と、世界水準のナショナルパークとしてのブラン

ド化を目指す国立公園満喫プロジェクト事業が

スタートし、インバウンドの回復・拡大に向けた

様々な取組が実施されることとなっていること

から、これらと連携することで相乗効果が図られ

るようにしていきたいと考えております。 

  次に、これまでの海外向けプロモーション事業

の成果を今後どうつなげていくのかについては、

インバウンドのメインターゲットとして各種事

業を行ってきた台湾と、平成28年度から台北市の

北投温泉まつりでのプロモーションを継続して

きたことから、現地とのネットワークが既に構築

できております。 

  現在は出向いてのプロモーションはできません

が、現地のエージェントを通じた本市のＰＲを実

施しているところであり、昨年度からは本市在住

の台湾に精通している人材を活用した誘客プロ

モーションを実施し、今年度もＳＤＧｓと上杉鷹

山公をテーマとした展示会を開催し、現代に受け

継がれる「かてもの」文化や伝統工芸品などを、

動画、実物展示などで紹介いたしました。 

  さらに、米沢と台湾の若手作家のオンライン交

流会を開催し、米沢の工芸品の魅力を知ってもら

うとともに、新しい交流の芽を育てることで、本

市の知名度向上、ポストコロナの確実な誘客促進

につなげていきたいと考えております。 

  また、さきの東京オリンピックのホストタウン

交流を契機に、香港の商社であるＷＶＩＰ社が本

市に事務所を本格的に構える動きも出ておりま

す。今後、香港からの教育旅行の誘致につながる

ことも十分期待できることから、これらも生かし

ながら、関係機関が連携して、さらなるインバウ

ンドの推進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、市内の魅力発掘や磨き上げについては、

米沢ブランド戦略事業を中心に様々な事業で展

開されております。中でも観光分野におきまして

は、自然、歴史、食など魅力あふれる観光資源が

たくさんある一方で、効果的にＰＲする能力やマ

ンパワーが足りないといった課題を抱えており、

まだ資源を十分生かし切れない状況にあります。 

  今後、こうした豊かな観光資源を有効に活用し

ていくため、新年度設立予定の米沢市版ＤＭＯに

おいて、正確なデータ収集と分析に基づき、ター

ゲットが求める観光資源をよりすぐり、積極的な

プロモーションやさらなる磨き上げを実施し、観

光振興につなげていきたいと考えております。 

  次に、５の本市の森林資源活用の考え方につい

てでありますが、森林は地球温暖化防止、土砂災

害防止、水源涵養など多面的な機能を持っており

ます。 

  最近の木材価格は、ウッドショックと呼ばれ、

一時的に高騰しているものの、森林所有者の高齢

化、相続未登記や所有者不明森林の問題など、森

林や林業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあ

りますが、本市の面積の約８割を占める森林資源

を活用した林業の振興は、地域産業の活性化につ

ながるだけでなく、本市が宣言しているゼロカー

ボンシティーの実現にも寄与する重要なものだ

と考えております。 

  このような認識の下、本市としては、現時点に

おいて森林資源の利用とその整備の両面に関す

る長期スパンでの全体的な計画は策定しており

ませんが、本市の森林整備が進まない主な要因の

一つに森林境界が不明確な地域が多いことが挙

げられることから、航空レーザー測量の成果を活

用し、森林境界の案を作成し、より効率的に森林

境界を決められないかと、令和元年に関地区の一

部をモデル地区として航空レーザー測量を実施

し、森林境界明確化の手法を確立しようとしてお
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ります。 

  また、森林管理制度に基づく取組については、

今年度からの５年間の事業として、市内民有林全

域を対象に航空レーザー測量関連業務を本格的

に進めているところですが、これにより市内民有

林の森林資源量や成長度合い、立木の密度、地形

などを総合的に解析し、森林整備のしやすさを見

える化することが可能となり、この結果を基礎資

料とし、優先順位を決めて森林整備を進めていき

たいと考えております。 

  一方、国においても、手入れがされていない放

置森林が増えている状況を鑑み、平成31年４月に

森林経営管理法が制定され、森林の経営管理の責

務は森林所有者にあると明確化し、経営管理が行

われていない森林については、市が森林所有者の

委託を受け経営管理し、森林経営が成り立つ森林

は意欲と能力のある林業経営体に再委託するこ

とにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正

化を促進させていくこととしています。 

  本市としては、経営管理が行われていない森林

について、市が仲介役となり、森林所有者と森林

整備の担い手をつなぐ仕組みを構築し、先ほどの

優先順位の高い地域から取り組む考えでありま

す。 

  また、昨年10月、公共建築物等木材利用促進法

が脱炭素社会の実現に資する等のための建築物

等における木材の利用の促進に関する法律へと

改正されました。これは、基本方針の対象を公共

建築物だけでなく広く一般建築物にも拡大し、国

または地方公共団体が事業者と建築物木材利用

促進協定を締結した上で、協定締結事業者などに

対して必要な公的支援を行うことにより、建築物

における木材利用をより一層進めようとするも

のです。 

  本市では、現在、建築関連団体等と協議してい

るところであり、新年度内にはその協定を締結し、

これまで以上に地産木材利用を促進させる考え

です。 

  これらの国の法律改正などにより、今後の木材

の需要拡大や森林整備の拡大を見据え、林業経営

体においてはこれまで以上に効率的な作業と体

制強化が求められることになります。 

  本市としても、高性能林業機械の導入、ＩＣＴ

活用などを促進し、その体制強化に向けて引き続

き支援を行っていきたいと考えております。 

  このように、林業を取り巻く法律の改正、新し

い技術などは、森林の有する多面的機能の発揮と

林業の成長産業化の実現に向けた追い風となっ

ておりますので、本市における林業に関わる産業

を川上から川下まで一丸となって進められるよ

う、森林整備、木材利用、森林境界明確化、林業

経営体の体制強化に努め、航空レーザー測量の解

析結果がある程度まとまりつつある段階で、市内

サプライチェーンにおける最適化や需要と供給

の調整を協議し、本市の中長期的な森林利活用の

全体計画の策定に向けて検討してまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、２の郷土をつくる人

材が育つ、教育と文化のまちづくりについての御

質問にお答えいたします。 

  初めに、（１）学校給食共同調理場整備につい

てでありますが、学校給食共同調理場の整備に関

しましては、米沢市立学校適正規模・適正配置等

基本計画及び推進ロードマップに基づき進めて

いる本市中学校の統廃合と歩調を合わせながら

取り組んでおります。 

  令和３年５月に米沢市学校給食基本方針を策定

し、本市で初めてとなる学校給食共同調理場の整

備に向けて取り組んでおりますが、これまでの間、

共同調理場の整備について、賛成、反対の双方の

立場から要望書を頂いております。 

  反対の立場からは、「米沢の学校給食をよりよ

くする会」という方々から頂いております。内容

としましては、「中学校に調理室を整備し、自校
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給食を行うべき」「アレルギー対応や地産地消に

取り組むべき」といったものでした。 

  次に、賛成の立場から、中学校校長会から要望

書を頂いております。その内容としましては、統

合後に使用することとなる学校施設である第一

中学校及び第四中学校、そして統合後に使用する

ための新校舎整備を進めている第二中学校の現

状について、学校運営の視点から検証し、それら

を踏まえた上で、生徒数の増加、学区の拡大等に

より学校運営上配慮が必要となる点をお示しい

ただき、かかる点について最大限配慮するために

は、統合後の３校の敷地に給食調理施設の建設は

難しいこと、また、現行の親子方式による給食提

供では、小学校の給食実施日に合わせた給食提供

とならざるを得ず、中学校における給食提供回数

が小学校に比べ少なくなっているといった状況

になっており、この状況を解消するためには中学

校の教育課程に沿った給食回数を確保できる提

供方法が必要であり、これらを実現するためには

共同調理場を整備することが最も望ましいとい

う内容でありました。 

  また、第一中学校から第七中学校までの全７校

の中学校ＰＴＡ会長の皆様連名による「学校給食

の共同調理場整備の実現を求める要望書」を頂戴

しております。頂きました要望書におきましては、

中学校統合に当たっては、ひとえに子供たちの学

習環境の充実を願うとの思いと、限られた中学校

敷地の中で、窮屈な環境ではなく、子供たちが安

全で伸び伸びと活動できる環境、伸びやかに充実

した中学校生活を送れる環境を確保してほしい

という声が記されておりました。そして、部活動

を含めた日頃の活動範囲を縮小させることにな

る中学校における自校方式による給食提供につ

いては賛同できないという御意見、加えて、共同

調理場整備を求めるという声が記されておりま

した。さらに、保護者の立場から、今後とも学校

給食の安心・安全を大切にし、食材の安全性、地

産地消及び成長期に合わせた献立の充実により、

子供たちに喜ばれる給食を提供してほしいとい

う思いも記されておりました。 

  このように、学校の現状をつぶさに検証してい

ただき、その上で、子供たちの目線に立った極め

て貴重な御意見と御要望を頂戴したものと受け

止めております。 

  統合後の中学校施設に課せられた課題は、生徒

数の増加が見込まれることから、教室やグラウン

ドといった教育活動のためのスペースを確保す

ること、統合後に必要となるスクールバス運行に

おいて年間を通じ安全を確保することであり、こ

れらを担保するためには既存の学校施設を最大

限有効活用することが求められます。 

  教育委員会としましては、保護者の皆様及び学

校からいただいた声を真摯に受け止め、また、一

部の方々が懸念されるアレルギー対応や地産地

消といった子供たちの食の安全や食育に直結す

るものについては、十分な検討と準備をしながら、

万全の体制を整えて取り組んでまいりたいと考

えております。 

  学校給食基本方針の策定後、今日まで学校給食

共同調理場の整備に向けて取り組んできており

ますが、常に念頭にあるのは、子供たちの学習活

動や部活動をはじめとした学校生活が実り多い

ものとなること、そして、子供たちの健やかな成

長であります。何よりも、子供たちにとってより

よい学校教育環境を整えることを第一に考えた

上で、日々安心・安全な給食がある学校生活を過

ごしてもらえるために、学校給食共同調理場の整

備に邁進していくことが最も重要であると考え

ております。 

  次に、（２）学校給食における地産地消につい

てお答えいたします。 

  現在、学校給食の食材の納入につきましては、

各学校において行っており、食材の種類や量、価

格などによって業者を決定し、購入しています。 

  令和２年度の給食費支払総額は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、４月は学校臨時休業
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に伴い中止となり、５月の４週目からようやく簡

易給食を実施することができたこともあり、給食

の回数が少ないため、支払総額等は例年より少な

いのですが、牛乳や米飯、パンの基本物資とおか

ずなどの一般物資を合わせて３億5,000万円程度、

その内訳は、市内業者への支払いが１億2,000万

円程度、市外業者への支払いが２億3,000万円程

度であり、約67％が市外業者へ支払われておりま

す。 

  各学校において、できるだけ地元業者から購入

するよう努めておりますが、加工品や施設によっ

て数量に制限がある場合には、なかなか地元から

購入できないこともあります。 

  また、置賜産農産物に関しましては、共同購入

の取組の中で、生産者、青果物市場、納入業者の

協力を得ながら、学校給食で効率的に購入できる

よう取り組んでおります。この仕組みを活用し、

学校給食においてオカヒジキ、キュウリ、リンゴ

など13品目の置賜産農産物を使用しているほか、

ホウレンソウ、アスパラガス、コマツナ、菊、豆

もやし、雪菜、豆類、芋類、ニンジン、大根、ブ

ドウ、サクランボなど、多くの置賜産農産物を使

用しております。 

  しかしながら、置賜産農産物の使用率に関しま

しては、令和２年度は重量ベースで野菜が23.5％、

果物が26.8％で、特に野菜に関しては平成29年度

以降減少傾向にあります。 

  減少の理由としましては、令和２年度は新型コ

ロナウイルス感染症による臨時休業の影響もあ

るようですが、なかなか希望のものが手に入らな

い、献立と地場産物の収穫時期にずれが生じる、

気候に左右され、安心して購入することができな

いなどがあります。 

  地産地消を進めていくに当たり、さきに述べま

した共同購入の取組につきまして、今後、米沢市

まちづくり総合計画でも示しているように、現在

の13品目を令和７年度までに15品目まで増やす

ことを目指し、推進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

  また、共同の調理方式の導入に際して、給食食

材の納入についてできるだけ地元の方々にお世

話になれるようにしたいと考えております。例え

ば、他自治体の取組の中には、食材の納入に関わ

る組織を設立し、食材を安定的に納入できる仕組

みを構築しているところもございます。そういっ

た仕組みについて、米沢ならではのものができな

いか、研究を進めてまいりたいと考えております。 

  契約栽培につきましては、学校給食用の野菜等

の安定的な供給を図る上で有効な方法であると

認識しております。市内の小学校の中には、学校

独自で生産者の方から野菜や果物を直接購入し

ているところもございます。ただ、本市としての

取組は例がなく、まだまだ研究が必要です。課題

の洗い出しも含め、関係機関と連絡調整を図り、

研究を進めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、（３）ＧＩＧＡスクールの今後の

在り方についてお答えいたします。 

  本市のＧＩＧＡスクール構想は、１人１台端末

を活用することで、学びが個別に最適化され、資

質・能力が一層確実に育成されることを目指して

います。 

  今年度は、インターネットを活用した調べ学習、

デジタル付箋による意見交流、プレゼンテーショ

ンアプリなどで行う共同編集、デジタルドリルの

活用、端末持ち帰りによる家庭学習等を積極的に

取り入れてきたことで、学習の広がりと深まり、

学びの場面の広がりが見られました。同時に、ア

プリやインターネットの情報技術を使いこなし、

情報収集、表現、発信する能力である情報リテラ

シーは確実に向上しています。 

  今後は、情報リテラシーの向上に合わせて、正

しい情報の取扱いや、ウェブ上の危険から身を守

ることができるように、情報モラルの意識を高め

ていくことが重要になってきます。 

  学校における情報モラル教育は、善悪を正しく

判断できる道徳心と、危険を回避できる実践力の
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育成を目指しています。情報モラル教育が確実に

実践できるように、今年度は教職員を対象にした

情報モラル研修会を行い、その重要性を確認する

とともに、指導に使える教材や模擬授業を提供し

てきました。また、保護者にも情報モラルを理解

いただくために、タブレットの持ち帰りの際には

利用の約束やインターネット利用の注意をお知

らせしてきました。 

  教育委員会としても、情報モラルの不易の部分

の指導と、日進月歩の情報社会への対応を心がけ

て、今後も情報モラル教育の推進と充実に努めて

まいります。 

  情報モラル教育のほかに、不適切なウェブペー

ジへのアクセスを防ぐフィルタリングシステム

を導入しています。このフィルタリングは、端末

を持ち帰った際にも機能するものになっており、

メーカー推奨のブロックに加えて、ＳＮＳをブロ

ックするフィルタリングの強度に設定しており

ます。変化の著しい情報社会ですので、最新の情

報を取り入れながらも、児童生徒の情報化社会に

おける安全をフィルタリングの側面からも守っ

ていきます。 

  次に、端末持ち帰りによる家庭学習ですが、下

校後に学童施設に通う児童もおりますので、端末

でしかできない課題は出さないように配慮して

います。 

  今年はＧＩＧＡスクール構想初めての年として、

学校での端末利用を推進し、児童生徒が端末の扱

いに十分慣れることを目指して取り組んできま

した。 

  今後、さらに端末活用の推進と情報リテラシー

の向上を図っていく段階になれば、学校と家庭以

外での端末活用も必要になってくるものと考え

られます。その際は、端末が安全に接続できるネ

ット環境整備や運用方法について、関係各課や関

係団体と研究することから始めてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 答弁の途中でありますが、暫時休

憩いたします。 

 

午後 ２時０６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、３の（２）快適で

良好な住まい環境づくりについて、（３）コミュ

ニティ機能の充実を図り地域課題の集約を、及び

４の安心安全に暮らせるまちづくりについてお

答えいたします。 

  初めに、（２）快適で良好な住まい環境づくり

につきましては、近年の本市における新築住宅の

雪対策については、各企業などによる様々な技術

開発が確実に進められており、豪雪地域に対応し

た消雪設備、自然落雪や無落雪屋根などの克雪住

宅が普及しているものと認識しております。 

  一方で、既に町並みが形成されており、建物が

密集する地域にある既存住宅につきましては、雪

対策の普及が進まず、住宅の雪下ろしなど雪処理

に係る負担が大きくなっている現状も見受けら

れます。 

  これらの状況への支援策といたしまして、県で

は新築住宅の雪下ろし負担が軽減される融雪型

克雪住宅の建設促進を図るため、利子補給制度を

実施しております。 

  また、県及び市が連携した既存住宅への雪対策

事業といたしまして、現在行っている住宅リフォ

ーム工事に対する支援事業により、雪処理負担が

軽減される住宅の促進を図っているところです。 

  御質問の、豪雪地域である本市における住みや

すい住宅の研究並びに実証していくための補助

や支援に関してですが、現行の補助事業を基本と
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しながら、住宅リフォーム工事に対する支援事業

における克雪化支援のさらなるＰＲに努めると

ともに、補助金の充実についても検討してまいり

たいと考えております。 

  また、建設事業者などによる米沢の新しい住ま

いや暮らし方などの研究に対する補助金などに

つきましては、建設事業者などからも御意見を伺

いながら、今後研究してまいりたいと考えており

ます。 

  次に、（３）のコミュニティ機能の充実を図り

地域課題の集約をの御質問にお答えいたします。 

  現在、本市における道路などの事業につきまし

ては、市内各地から様々な要望をいただいている

ところであります。その要望に対して、地区の皆

様へ見える化することによって、事業評価や優先

順位などを情報開示する必要性は十分認識して

いるところであります。 

  まず、本市の道路事業の要望内容でありますが、

具体的な一例を申しますと、今年２月１日現在で

道路拡張や新設整備といった道路改良整備の要

望数が76件で、整備延長にしますと約31キロメー

トル、側溝整備の要望数が123件で、整備延長に

して約18キロメートルが未着手の状況になって

おり、さらに水路や流雪溝整備、舗装のオーバー

レイや歩道整備など、様々な整備要望をいただい

ているところであります。 

  このような要望に対する整備計画につきまして

は、まず要望をいただいた箇所の現地調査を行い、

緊急性や重要性、その効果などの評価を行った上

で、総合的に勘案し、優先順位をつけて、まちづ

くり総合計画の実施計画に組み入れながら、年次

計画で事業を進めているところであります。 

  しかしながら、要望数が多いことで、新規事業

として予算化されるまで時間を要し、その結果、

要望された地区の皆様には長い間お待ちいただ

いている状況となっていることで、いつ整備にな

るのかといった問合せも多くいただいているこ

とも事実であります。 

  また、要望の手法といたしましても、地元町内

会として直接要望を提出いただく場合と、地区コ

ミュニティセンターで地区内からの要望を取り

まとめ、市長を囲む座談会での要望として提出さ

れる場合があります。中でも、市長を囲む座談会

からの要望につきましては、地区コミュニティセ

ンターで取りまとめた要望を全て提出いただい

ている地区も多いようですが、地区によっては、

要望内容を選別いただき、その中で優先順位が高

い要望を取り上げていただいている地区もあり、

本市といたしましても、地区の中で要望の優先順

位を決めていただくことは、地区の要望の見える

化によって事業実施につなげていく上で大変効

果的であると考えております。 

  こうした状況の中、今年４月より企画調整部内

にコミュニティ推進課が新設されますが、そうし

た部署との連携を図りながら、地区の要望につい

て対話する機会を増やし、地区の中で決めていた

だいた優先順位を踏まえて、本市の事業評価によ

る優先順位とを結びつける仕組みづくりができ

れば、見える化することができ、より市民の皆様

の事業に対する満足度が高まっていくものと考

えております。 

  今後は、地区の中で要望内容についてどこまで

優先順位を決められるかなどの様々な課題があ

りますので、地区ごとの状況を把握しながら研究

してまいりたいと考えております。 

  次に、４の安全安心に暮らせるまちづくりにつ

いてお答えいたします。 

  初めに、除雪対策の除雪費精算の現状及び検討

についてでありますが、本市では除雪事業者が通

常の早朝や日中除雪を行った場合、距離精算を基

本としており、この距離精算を採用しているのは

山形県では本市だけで、東北地方でも青森県弘前

市のみであると認識しているところであります。 

  本市が距離精算を基本としている理由といたし

ましては、通勤・通学に支障のない早朝３時から

朝７時までの４時間という限られた時間で、限ら
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れた車両の台数で除雪延長614キロの除雪作業を

完了する必要があるもので、県内35市町村のうち

積雪量が多い主な市町村の除雪延長を申し上げ

ますと、新庄市が223.3キロメートル、長井市が

350.6キロメートルとなっており、本市の除雪延

長が際立って長い特徴があります。青森県弘前市

においては1,000キロメートルとなっております。 

  除雪作業に対する距離精算の例外として、時間

を要しないと除雪作業ができない歩道及び狭隘

路線や排雪作業については時間精算を採用して

おり、本市の場合は距離精算と時間精算を併用し

ている現状となっております。 

  これまで除雪車運行管理システムの実証試験を

行い、この検証から見えてきたことは、全ての除

雪路線を時間精算に移行した場合、より丁寧な除

雪作業が期待できる一方で、限られた時間内での

除雪作業が難しくなること、作業時間が増加する

ことにより除排雪業務委託料が増加することな

どが懸念されましたが、検証の結果は、降雪量や

積雪深に関係なく、本市が設定する時間当たりの

除雪作業距離と実際の除雪作業時間がおおむね

同じであると実証試験の業務委託事業者から報

告をいただいております。しかしながら、検証の

内容は距離精算を前提とした除雪作業者にＧＰ

Ｓを搭載し、作業時間を計測したものであるため、

結果は時間的に大きな差が出なかったものと推

測されることから、今後さらに除雪路線の一部を

時間精算に変更したモデル地区（路線）を設けて、

検証を続けていく必要があると考えております。 

  今後は、距離精算と時間精算のさらなる検証を

引き続き行うとともに、除排雪業者とも意見交換

を重ねながら、効率的な除排雪作業と財政負担の

両面から研究させていただき、慎重かつ総合的に

判断していかなければならないと考えておりま

す。 

  次に、除排雪路線の委託路線の平準化について

の再検証が必要ではないかについてであります

が、令和３年度の除雪延長約614キロを、本市と

業務委託契約を締結した市内の建設業者34社が

東西南北の４ブロックに分割した各ブロック内

を８社で除雪作業を行っており、除雪事業者の能

力に応じて除雪業務委託契約を行っております。 

  また、例年７月には除雪事業者とのヒアリング

を実施し、市民からの除雪作業に関する問合せが

多い除雪路線の作業内容や、改善に向けての対応、

重機の保有台数の計画、オペレーター数の聞き取

りなどを行いながら、除雪事業者の能力と実績に

応じた除雪・排雪・歩道除雪などの契約と、新た

な米沢市除雪計画の策定を毎年行っているもの

であります。 

  除雪作業が効率的にできますよう、除排雪路線

の委託路線の平準化の再検証につきましては、毎

年の除雪事業者とのヒアリングにより、少しずつ

ではありますが除雪作業の効率化を図るために

見直しを行っている現状であり、業務期間中の安

定的な除雪作業に努めていただいていることか

ら、除雪事業者の廃業や辞退の申入れなどの特別

な事情がない限り、大きな見直しは現時点ではな

かなか難しい状況であると考えております。 

  次に、令和２年度より実施している除雪オペレ

ーター育成支援事業補助金制度についてであり

ますが、実績といたしまして、令和２年度は３事

業者３名の方、令和３年度は３事業者５名の方に

補助金を活用していただいております。少しずつ

ではありますが若い世代の育成につながればと

思っているところであり、加えて、除排雪事業者

からも好評を得ており、本市といたしましては、

除雪オペレーターの担い手確保や安定した除雪

体制の確保のため、補助金制度は継続していきた

いと考えております。 

  一方、交付条件に違反した場合の補助金の返還

につきましては、申請者に対し補助金の活用状況

などの聞き取りや、他自治体の資格取得に関する

補助金の取扱いなどを参考に、除雪オペレーター

の担い手確保に資するような制度改善を図って

いきたいと考えております。 
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  私からは以上となります。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、６の（１）ゼ

ロカーボンシティーの実現に向けた啓発事業に

ついてお答えいたします。 

  市政運営方針にあります環境の持続性について

は、一人でも多くの市民が自分事として捉えて、

2050年ゼロカーボンシティーの実現を目指して、

行動変容につなげていただく必要があります。 

  そのため、シンポジウムやワークショップなど

により意識啓発を行うこととしておりますが、そ

の参加できる人数には限りがありますので、令和

３年12月に開催したゼロカーボンシティ推進シ

ンポジウムでは、その内容を録画し、後日、期間

を定めてインターネットを活用したアーカイブ

配信を行ったところであり、新年度においてもよ

り多くの市民が視聴できるよう、工夫をしてまい

りたいと考えております。 

  令和２年度から取り組んでいる、希望者にゴー

ヤの種を配布する緑のカーテン推進事業では、夏

の直射日光による室温上昇を防ぎ、エアコンの節

電、ＣＯ₂の削減に大きな効果があるほか、それ

を目にする多くの市民の気づきにつながること

で、環境意識の高まりが期待できることから、新

年度も継続してまいります。 

  また、見える化に関しては、電力使用量の見え

る化として、節約の意識を高め、省エネルギーの

推進に資するため、平成20年度から家庭の電気製

品の消費電力量を確認できる測定器、一般にワッ

トチェッカーやエコキーパーと呼ばれるもので

すが、このワットチェッカーの無料貸出しを行っ

ております。ワットチェッカーは、毎年小中学校

で行っている地球温暖化防止講演会の教材とし

て活用しているものですが、教材として使用しな

い期間に貸出しを行っているところです。今後も、

より多くの御家庭で省エネルギーに取り組むき

っかけとしていただけるようＰＲしてまいりま

す。 

  ほかにも、市民が日常生活の中でできるゼロカ

ーボンにつながる取組の例としては、住宅などの

断熱性能を高めることや、まきストーブやチップ

ボイラーなどの普及促進による石油直接燃焼に

よる暖房・給湯からの転換、近距離の移動時には

徒歩や自転車を利用するとともに、自動車を更新

する際はガソリン車から電気自動車を選ぶなど、

従来からの省エネ・脱石油の取組を推進すること

及びごみ分別の徹底とともに、台所から出る野菜

くずを堆肥化し、土に返し、生ごみを減らすとい

った廃棄物減量の取組が挙げられます。 

  さらに、他地域での参考となる取組事例や国か

らの情報などを発信することで、市民一人一人の

行動が温室効果ガスの発生の削減とゼロカーボ

ンシティーの達成につながることを意識し、でき

ることから実践、行動していただくよう、広報や

ホームページなどを通じて情報発信し、啓発に努

めてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、６の（２）の

うち、社会動態における転出超過を抑制させる取

組についてお答えいたします。 

  東京圏への一極集中を主な要因とした転出者が

転入者を上回る転出超過は、本市をはじめ全国的

に地方が抱える大きな課題であります。 

  本市の直近５年間の社会動態について申し上げ

ますと、平成28年は471人、平成29年は392人、平

成30年は349人、令和元年は423人、令和２年は268

人の転出超過となっております。 

  本市では、これまで人口減少対策として、国の

地方創生の方針に合わせて平成28年３月にま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、令和２

年３月には第２期の戦略に改定しながら、移住・

定住の促進などの社会動態対策を含めた様々な

施策を推進しております。 
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  また、令和３年３月に策定した米沢市まちづく

り総合計画後期基本計画の中でも、人口減少社会

への対応を最重要課題として掲げ、社会動態対策

としては移住・定住・交流の推進を後期重点事業

として掲げているところであります。 

  日本全体の人口が減少している現在の状況を考

えれば、地域外からの企業誘致など外来型の開発

に過度に頼るのではなく、地域が有する様々な資

源を地域の人々と共に磨き上げながら、地域の

人々が協働を通じて成長を遂げる内発型の発展

がより重要になってくるものと考えております。

その担い手となる人材、特に若者の定着に向けた

事業について、２つ御紹介いたします。 

  １つ目が、令和７年度の県立米沢工業高等学校

と県立米沢商業高等学校との統合に向けて立ち

上げたコンソーシアムの運営であります。コンソ

ーシアムの活動を通して、地域に多くの優良企業

があることを知っていただき、そして、インター

ンシップなどにより実際に企業での体験をする

ことで、高校生と地元企業との結びつきを強めな

がら、高校生の地元への定着を図っていきたいと

考えております。 

  ２つ目が、庁内の若手職員で構成するＩＣＴ推

進チームが中心となって進めている事業、鷹山流

ＧＩＧＡスクール事業であります。学校で導入さ

れているＧＩＧＡスクール端末を活用し、本市の

小中学生が見ることができる地元企業の紹介動

画や、市内の地域特性を生かした英語教材を作成、

掲載し、子供の頃から市内企業の活動や本市の魅

力を知ってもらうことで、郷土愛を育んでまいり

ます。 

  このような施策を総動員し、人口減少対策に取

り組み、市民の皆様が安心して暮らすことができ

る環境をつくり上げていきたいと考えておりま

す。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、６の持続可

能な都市を目指すためにはの（２）人口減少、少

子高齢化に対応した取組についてのうち、子育て

支援分野における相談体制やワンストップ窓口

についてお答えいたします。 

  子育て支援に関する様々な制度については、

年々多様化し、複雑化し、より専門性の高い業務

になっております。また、相談の内容につきまし

ても、課題が重層化しており、１つの課だけでは

十分に応えることができない状況にあるのも事

実です。これは、子供に関する相談窓口だけでな

く、福祉に関する相談窓口全般に言えることであ

ります。 

  このことから、本市では福祉総合相談窓口を設

置し、ワンストップの相談体制となるよう、現在、

福祉部門の連携のための職員の研修などを重ね

ているところです。 

  あわせて、来年度からは子ども家庭課に子ども

家庭総合支援拠点を整備し、専門職の配置も行い

ながら、相談体制の充実を図る予定となっており

ます。 

  このように、福祉部門の連携、そして複雑化す

る相談内容にも対応できる職員の配置により、市

民に寄り添う相談体制の充実に努めてまいりま

す。 

  議員が例として挙げられました、独り親の方で、

突発的なことが起きた場合どこに連絡すればい

いのか分からないとの課題については、業務が複

雑化し、細分化されている現状があるからだと考

えられます。 

  各種制度の問合せ先や相談窓口の連絡先につい

ては、母子手帳交付に合わせて配付している子育

てハンドブックに掲載されているところではあ

りますが、ライフイベントやお子様の年齢によっ

て知りたいとする情報は違ってくると考えられ

ます。例えば、独り親になられた直後の手続につ

いての説明だけでなく、その後の不安などを聞き

取りながら、その方に合った支援についてもセッ
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トでお知らせすることができないか検討してま

いります。 

  子育てに関する相談体制及びワンストップ体制

については、市内の全ての子供と家庭の包括的な

窓口として設置する子ども家庭総合支援拠点を

中心に、各部署と連携し、改善を加えながら充実

させてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 非常に丁寧に御答弁いた

だきました。ありがとうございます。 

  それでは順次、順を追って２回目の質問をさせ

ていただきたいと思います。 

  まず、大項目の１つ目のうち、産業団地の整備

――整備とこの場で言っていいのかですけれど

も――いわゆるその開発調査業務を来年度から

進めていくというお話がございました。午前中の

一新会の中村代表の答弁にも一部ありましたけ

れども、アンケートやヒアリングを通して需要の

把握をされていくという今後の動きを想定され

ているようですけれども、先ほど壇上での答弁も

ありましたようにオフィス・アルカディアに関し

ては既に複数の問合せがあるということを踏ま

えれば、需要に関しては一定程度既にあるものだ

と感じるわけですけれども、そこら辺をまずどの

ように認識されているか、その点についてお知ら

せください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 様々な企業からの問合せはい

ただいております。しかしながら、残り区画が少

ないということもありまして、例えば問合せのあ

った企業の面積であったり、形状であったり、そ

ういう部分がなかなか残区画だけでは対応でき

ない、十分お応えできない、そういう状況が結構

あります。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 既にそういったことで非

常に、言ってしまえばもったいないような状況が、

ここ近年そういった状況がもう既に生まれてい

たという状況から、このたび団地造成に向けた検

討を進めていくという流れになってくるのかと

思います。 

  具体的に来年度、令和４年度に設置する場所で

あったりとかを二、三か所くらい適地として選定

していくという流れを想定しているとありまし

たけれども、それはあくまでも産業部内だけで検

討していくのか、庁内だけでやっていくのか、そ

れとも何かしら民間の方々も入った協議会のよ

うなものを設置した上で検討を進めていくのか、

その辺の方向性についてはどのようにお考えで

すか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 検討に当たっては、市内部で

行っていくこととしておりますけれども、場所な

ど様々な、例えば用途の制限であったり、そうい

うところも出てくるかもしれませんので、そうい

う部分は庁内で連携しながら、情報共有しながら、

課題を浮き上がらせていきたいと思っておりま

す。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 働く、いわゆるマンパワ

ーといいますか、業務に従事する方々がいるのか

どうかという課題はありつつも、一方でやっぱり

市の財政的な部分を鑑みれば、企業に立地しても

らって、いわゆる市税収入だったりとかというと

ころに大きく寄与してくれる可能性は圧倒的に

高いわけではないですか。なので、そういった総

合的な視点でもってと午前中の答弁でもありま

したけれども、企業に立地してもらうことは基本

的には推進していくという方向性、その上でこの

検討を進めていくという認識でよろしいでしょ

うか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 新しい産業用地を整備してい

くに当たっては、産業部としてはそういう企業か

らの問合せにお応えしたいという思いはありま
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すけれども、整備に当たっては、例えばこれまで

八幡原中核工業団地にしろ米沢オフィス・アルカ

ディアにしろ、国といいますか中小企業基盤整備

機構が整備した土地であります。米沢市が本格的

に整備したということはありませんので、当然財

政的な問題も出てきますので、そういう部分も含

めてトータルで検討していく形になろうかと思

います。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 聞き取りの際にもやはり

同様のお話を聞きまして、まさに財政的な部分の

懸念、ハードルをいかにクリアしていくのか。今

現状においては、国からの直接的な交付であった

り助成であったりというものがないということ

で、やるのであれば現在の場合は市の一般財源で

やらざるを得ない状況にあるという話も聞いて

おります。そういったところ、様々な部分を勘案

しながら今後進めていく形になろうかと思いま

すけれども、冒頭答弁いただいたようにやはり需

要があるということで、非常に可能性は広がって

いるわけだと思います。一つの例として言えば、

例えば民間投資を呼び込むような形を模索でき

ないかどうかとか、市単独だけでやれるものでは

ないということは重々承知しながら、他市の事例

など、特に大都市圏だけになってしまうかもしれ

ませんけれども、民間が整備したところに何かし

ら制度的な部分を行政側がついていって、団地分

譲を進めていくような流れも場合によってはあ

ると聞いておりますから、そういったことも様々

にアンテナを高くしながら、いろんな知見、先進

事例等々の調査研究をしていただいて、ぜひ新た

な団地造成というところを具体的に進めるので

あれば、なるべく早いうちにそういったところに

着手できるよう進めていただきたいと思うわけ

ですけれども、再度御答弁をお願いします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 現在、県内の複数の自治体に

おきまして、自らが事業主体となりましてそうい

う整備であったり検討を進めているところがご

ざいます。最近新聞で出ましたところは、山形市

におきましては県の住宅供給公社の立替施行制

度を活用して、団地を整備し、事業費を平準化す

るようなところもあります。また全国的に見ます

と民間で整備した団地、そういったところもある

ようでありますので、新年度に行う調査につきま

しては、当然民間活力の活用も含めて検討するこ

ととしております。ただいまお話がありましたよ

うに、全国の整備事例の調査であったり、市内の

様々な事業者へのヒアリングも行って、幅広く情

報収集をしてまいりたいと思います。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  次に、大項目の２番目ですけれども、教育委員

会に再度確認をさせていただきたいと思います。 

  センター化を進めていくと、いわゆる地産地消

が後退していってしまうのではないかというイ

メージを持たれている方々も中にはいらっしゃ

るように聞き及んでおります。食材調達システム、

現状でいけば共同購入で進めて、今後13品目から

15品目に増やしていく計画だということを先ほ

ど教育長から答弁いただきましたが、もっとさら

に米沢方式といいますか、センター化を進めてい

く上でやはり食材の調達システムのようなもの

を具体的につくっていく必要性があると思いま

すし、そういったものを先ほど教育長からも検討

していく必要性があるという御答弁をいただい

たという状況かと思います。その点について、具

体的に何かその方向性に向けて教育委員会で現

状動いているような点があれば改めてお知らせ

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 まだ具体的な動きとまで

はいきませんが、それぞれ食材の納入の業者と、

今後それぞれの話合いをさせていただいて、どん

な形が可能なのかというところを一緒に考えさ
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せていただきたいと、そのように思っております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） １対１といいますか、一

事業者対教育委員会を、数をこなしていくという

やり方も一つはあろうかと思いますが、将来的な

ビジョンとしては全体を網羅したような形を想

定されているのかなと個人的にはイメージとし

ては持っております。そういった中においては、

やはりそういう協議の場というものをしっかり

と構築した上で、様々に現状いらっしゃる業者で

あったりとか市場であったりとか農家であった

りとかというところの意見集約をさせていただ

いた上で、そういったシステムの構築を今後どの

ように検討していくべきかという意見をもらっ

ていくという、いわゆるその準備委員会のような

状況をつくっていくことも一つ方法としてはあ

るのかと思いますが、その点に関してはいかがで

しょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 今おっしゃっていただい

たように、やはり様々な団体と総合的にどんな形

が取れるのかというところも含めて話合いを重

ねていきたいと思っておりますが、現状なかなか

新しい今後の給食の在り方についてというとこ

ろの市がお示ししている方針についての具体的

な説明をする場もまだ設けられておりませんの

で、まずそこから進めていきたいと思っておりま

す。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 実際に納入される形にな

っていく業者とか農家の立場の方々からすれば、

一刻も早くそういった形を見えるようにしてほ

しいという声も現場サイドでは既に上がってお

りますので、もちろん突然今日言ってあしたみた

いな形にはならないまでも、納入する側にも何か

しらそのシステム変更であったりとか様々な対

処方針が必要になってくる場面も想定されます

から、ぜひ早い段階でそういったものに関しては

お示ししていただけるよう御努力をいただけれ

ばと、まずは要望しておきたいと思います。 

  先ほど教育長の答弁の中でありましたけれども、

置賜産の野菜や果物の給食の使用率といいます

か、３割に満たない状況であるということ、様々

なその要因が考えられるとはしながらも、今後や

はり地産地消を進めていくということをうたっ

ていった場合、例えばですけれども規格外のもの

はなかなか使いづらいとか、何かしら本来の収穫

期と給食で出される期間がずれてしまうことに

対する懸念であったりとか、それは給食を調理さ

れる側の調理師の方々もそうですし、納入する農

家のほうも同じようにやはりその点に関しては

どうしたらいいんだろうという疑心暗鬼の部分

をお持ちなのだろうと思っておりますので、そう

いった実際に調理をする側と納める側との協議

というか、例えば今現状２か月に１回献立をつく

っている段階があるわけですけれども、そういっ

た前の段において、２か月後までの納入できる野

菜の状況はこういう形になっているというリア

ルタイムに近いような現場の声をしっかりと反

映させられるような協議の場といいますか、シス

テム構築といいますか、そういったものを今後進

めることによって地産地消に一役買っていくの

かと思いますけれども、そういった現場サイドで

の様々な話合いの場を今後つくっていく予定は

ございますでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 給食に関わる職員たちで

献立作成の会議などを開いている中でも、今お話

にあったように、やはり献立を組む際の工夫とい

うのもできるのかという話題は出ていると聞い

ておりますので、そのような場もしっかりと設け

て、継続しながら、なおいかに地元のものを献立

に取り入れることができるかという工夫につい

ては、話合いを重ねていきたいと思っております。 

  そして、やはりたくさんの方々にお力をお借り

しながら、子供たちの健やかな成長のために、お
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いしいという、それから、地元のものをしっかり

と使えるような、そんな給食を作っていきたいと

考えておりますので、お力をお借りすることがで

きればと思っております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  壇上でも申し上げましたけれども、子供たちが

喜ぶ給食の提供ということは教育委員会も我々、

保護者も同じ思いだと認識をしておりますので、

ぜひその辺の大同的な思いをしっかりと柱に据

えながら、今後の給食の在り方についてしっかり

と進めていただければとまずは申し上げておき

たいと思います。 

  大項目の３に移らさせていただきます。 

  立地適正化計画、都市計画マスタープラン、市

長から概略的なところを御答弁いただいたとこ

ろでございますけれども、現状、既に走っている

――市長からも御提示ありました――病院の件

であったりとかアクセス道路の向上であったり

とか子育て施設関係を、都市構造再編集中支援事

業でこれまでの計画よりはいわゆる前倒しをか

けながら進めてこれているという認識であると

恐らく当局としては思われているのだろうと思

っています。 

  ただ、一方で、実際に事が進んできていること

は非常に喜ばしいし、これまでの御尽力、御努力

に敬意を表するところでございますけれども、や

はりこれはいち早く、立地適正化計画、都市計画

マスタープランに関しては今後この地域が維持

され続けていくためにも必要不可欠な事業であ

ることから急務であると申し上げているわけで

すから、それは現状を都市構造再編集中支援事業

で進んでいるからオーケーではなくて、これから

先具体的に進めていかなければならないものを

しっかりと前倒しした上で、さらに加速度的にこ

の事業を進めていく必要性があるのではないか

と思うわけですけれども、その点に関して改めて

御答弁をお願いいたします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 現在は都市構造再編集中支援

事業などで公共事業を進めているわけでありま

すが、やはり今後につきましては民間力の活用を

得やすい環境を整えていくということがすごく

大切なことであると、そういう捉え方をしており

ますので、その具現化につきましては関係する業

界団体であったり有識者などの御意見を伺いな

がら進めていきたいと思っております。何より、

先ほど申しましたが、やっぱり今後必要とされる

ことは官民連携のまちづくりでありますので、そ

ういった視点を十分踏まえた取組を構築してい

きたいと考えております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 今部長から私が次に言お

うとしていたところを先に言っていただきまし

たけれども、やはり民間力の活用です。そこをい

かにやっぱり、本当にお題目を唱えるだけではな

くて、具体的にしっかりと膝を突き合わせて意見

をぶつけ合うくらいの勢いでやっていく必要性

があるわけです。行政ができるところというのは、

どうしてもどこかしらにやっぱり越えられない

ハードルが出てくるわけで、そこを担ってもらえ

るのが民間なわけです。逆に民間側では制度的な

部分の改善はできないところを行政側がやって

いくということで、お互いにできることをしっか

りとマネジメントを重ねながらブラッシュアッ

プをかけていってまちづくりが生きていく、この

ような流れをやっぱりつくっていく必要性があ

ろうかと思っています。 

  具体的に言えば商工会議所であったりとか、不

動産関係、開発関係に従事されている協会の方々

なども、空き地、空き家等々の再利用、都市構造

の今後のつくり込み、具体的まちづくりのビジョ

ン作成など、そういったところはやはり民間の

方々がこれまで様々な知見をお持ちだと思いま

すので、そういったものをいかにこの計画にフィ



- 72 - 

ードバックをかけて、具体的な事業・政策として、

都市計画ではなく都市政策として進めていける

ような形を模索していけると思いますけれども、

民間の方々との意見交換の場の設定、そういった

ものを今後さらに力強く進めていく、そのような

お考えがあるかどうか、御答弁をお願いいたしま

す。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 本市といたしましても、民間

の土地はあくまでも民間で御利用いただくとい

う基本的な考え方は変わりませんけれども、やは

りできるだけ有効な土地利用を図っていくため

に、積極的に市との協議の場を設けながら、必要

に応じて支援策の検討であったり、市としても可

能な範囲で協力していくという考え方を今後も

構築をしていきたいと考えておるところであり

ます。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 今、部長から協力という

言葉に置き換えていただきましたけれども、本当

の意味での官民連携は、やっぱり官のほうが協力

という姿勢では多分進んでいかないと思います。

やはり共に進んでいくという意味での伴走とい

いますか、そういった形をしっかりと意識づけし

た上で都市政策に向かっていかないと、例えば今

度さらにはそこに公共交通計画が入ってきて、本

当の意味でのコンパクト・プラス・ネットワーク

の立地適正化計画が具体的な形として見えてく

るようになってくるわけです。そこら辺をしっか

りと意識づけをまずすること、これが大事なので

はないかなと思いますけれども、改めてその点は

いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 今後のまちづくりにつきまし

ても、民間のハード事業、公共のハード事業、い

ろいろあろうかと思います。先ほどから申し上げ

ているとおり、官民連携のまちづくりであります

ので、今後は組織の育成への支援であったり、そ

ういったことを多面的に考えながら、様々な施策

を構築してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） あわせて、今ほど少し触

れさせていただきました公共交通計画、まさにこ

れから具体的に進んでいく流れなわけです。こう

いったところも、例えばバス停の位置を、今現状

でいけばその区間の間の距離という部分で置け

る場所を今後選定していくという流れかもしれ

ませんけれども、そこには例えば民地買収であっ

たりとか、何かしらまちづくりの総合的な視点か

らカットバックやセットバックをした上でバス

停の敷地として使うことで、より公共交通の利便

性が向上していくとか、そういったところもやっ

ぱり考えられるわけです。そういった情報という

のは、今現状の全てを行政側、当局側で把握して

いるかというと、そうではないと思います。そう

いったところの情報提供であったりとか、もっと

こういうふうにしたほうがいいのではないかと

いうふとした気づきを得るためにも、民間の方々

の意見や知見を有効に利用していく、そしてそう

いったものをいかにフィードバックをしました

という情報提供を業者の方というか民間の方々

に落とし込んでいく、そういった情報が、市内に、

様々な部分でこういうふうになっていくのだと

そのビジョンが浸透していくことによって民間

投資を呼んでくる、そういった流れが生まれてく

るようなイメージを私は持っていますけれども、

当局としてそこら辺の今後の進め方のイメージ、

私が今申し上げましたけれどもそういったとこ

ろのイメージが共有できるかどうか、その点に関

して、企画調整部長なのか、どこの部長なのか分

かりませんけれども、どちらかから御答弁いただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 御提案、大変ありがとうござ

いました。 

  先ほどから何回も申し上げておりますが、官民
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連携のまちづくりをこれからどう構築していく

かということが非常に大きな課題であります。そ

このステップといたしましては、プラットフォー

ムなどもつくりながら、そこに住まわれている住

民の方であったり、関係者であったり、そういっ

たところの全ての意見を聞きながらこれからの

まちづくりを構築していくべきものと、そういう

捉え方をしておりますので、御提案をいただいた

内容についても十分検討させていただきながら、

今後のまちづくりに生かしていきたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 公共交通に関しても今取

り上げていただきましたけれども、民間の方と一

緒にやることでよりよいアイデアが出てきたり

とか、もっと効果的な事業が展開できると思いま

すので、その辺はしっかりやっていきたいと思っ

ております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  かなりこれまでもこの計画に関しては、るる御

質問や御意見をさせていただいてきましたけれ

ども、それだけここにかける期待値が高い裏返し

だと御理解をいただいて、しっかりと50年後、100

年後、この地域が本当にそのときの子供たち、さ

らに未来の子供たちに受け継いでいけるような

まちとして、非常に重要な施策であると認識して

おりますから、しっかりとした取組をまずは求め

ていきたいと申し上げたいと思います。 

  続きまして、大項目の４番でございます。 

  除排雪に関係したところでございますけれども、

時間精算に向けて今後具体的な実証実験等々も

含めながら、米沢市としては何が一番いいのかを

検証していくという部長の答弁がございました。 

  私がこの場でこの質問をさせていただく流れに

なったのは、やはり業者の方々から距離精算によ

る除排雪の状況に対して、あまり申し上げたくは

ありませんけれども、オペレーターで実際重機を

運転されている方々が、その沿線上に住まわれて

いる方々から直接苦情のようなものを言われて

しまうと。自分たちはその時間で動かなければい

けないので、なるべく早く、なるべく丁寧にとい

う思いでやりながらも、その思いがなかなか住民

の方々に伝わっていかないと。より丁寧に進める

上では、距離の精算ではなかなかやっぱり無理が

ある、何とかしてくれという思いを業者の方々か

らも聞いております。恐らく当局のほうにもそう

いった声は届いていると認識をしておりますけ

れども、その辺の現状の認識はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 地域住民から様々な御要望も

いただいておりますし、事業者のほうに直接要望

なりいただいているということをお聞きしてい

るところであります。 

  今、米沢市の除雪の精算につきましては距離精

算となってございます。その具体的な理由につい

ては先ほど申し上げさせていただいたとおりで

ありますが、今後とも持続可能な除雪体制にして

いくにはどうしたらいいかということは、時間単

価、距離単価、そういうものだけではなくて、地

域との関わりであったり、そういったものも十分

踏まえながら、あとは費用対効果的なものもござ

いますので、そういったところを十分総合的に判

断をしながら、今後さらに検討を進めていきたい

と考えております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） ＧＰＳをつけた実証実験

も、なかなかつけた当初、見込んだ降雪がなくて、

２年、３年とその期間を延長してここまで来て、

ようやく結果が見えて、この分析・解析をある程

度進められてきている現状で、業務を委託してい

る側と実際運用している側とのほぼ相違ない状

況が見てとれたという結果だったわけではない

ですか。それを今後、これからこの距離精算を時

間精算に置き換えていこうとするときのさらに
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実証実験をこれから進めていくとなると、一体い

つぐらいにその結果が出てきて、いつ頃それが実

際に運用されていくのでしょうか。業者の方々は、

本当にもう１年、２年で買えるような重機を持っ

ているわけではもちろんないですし、それこそ経

営計画のようなもので、今後本市として除排雪に

関してどのような方針でどう動いていくのかを

相当早めに開示してあげないと、その後の会社運

営全体に関わってくる話になってくるのだと思

うのです。そこら辺をどのように考えるかという

ことなのですけれども、その点に関してはいかが

ですか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 大きな変更点があった場合に

は、やはり事業者の方にも御迷惑をかける状況に

もなりかねませんので、今後、先ほども申し上げ

させていただきましたが、時間精算によるモデル

というものを使って、これは何年になるかなので

すが、多分１年、２年ぐらいはかかるのかと、そ

ういう想定をしておりますが、そういった中で今

後どういった方向になるというような状況があ

る程度見えてきた段階で、事業者にも意見交換を

させていただきながら、やはり業者の事業計画、

会社計画、いろいろ様々なことがあろうかと思い

ますので、そことすり合わせをしながら実施時期

を決めていくべきものと、そういう捉え方をして

いるところであります。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） ぜひその辺に関しては逐

次業者の方々と意見交換を、常に除排雪計画を策

定する前、７月の段階では意見交換した上でとい

う答弁を部長からいただいておりましたけれど

も、そのときだけではなくて、もっと長期的に、

本当の意味で本市の除排雪計画を今後どうして

いくのだという大きな形づくりの部分を、しっか

りと業者の方々も含めて話合いをする場の設定

というのが必要になってくるのだと思います。ま

してやそれが一部の業者の方だけに限るという

形ではなくて、本当にそれに関係する方々全ての

人たちからしっかりと意見聴取ができて、それが

ちゃんと反映されるような計画策定というもの

を見越していかなければいけないと思いますか

ら、ぜひそういったものを進めていただければと

思います。 

  その中で１つ、路線の平準化については、ヒア

リングした際、毎年見直しを図っているというこ

とで、ただ大幅な現状からの変更というのはなか

なか難しいのではないかというお話がございま

した。私も全てを白紙にした上で再構築せよとい

う話をしているわけではございません。ただ、現

状の８ブロックに分けたところの状況から、事業

者がいなくなったところを別の事業者がする場

合、それ以外のところの事業者の方々が入ってく

るような現状も現実的にやっぱりあるわけです。

実際そういった方々はもちろん業務委託に名の

りを上げて事業を実施するわけですから、それを

受け入れなければいけないという思いがある一

方、そこまでの移動であったりとかというものに

対して、この燃料費の高騰の折、当初の予定より

は大幅に経費がかかり増しをしてしまっている

現状を踏まえて、何とかならないかという声は実

際現場のほうでも上がっているのだと思います。

そういったことを実際声としてまず拾われてい

るのか、そして今後その移動に関する経費につい

ての明確な基準をしっかりと設ける、そういった

方向性について何かしら検討している事象があ

れば、お答えをいただければと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 重機の除雪場所までの移動の

経費の件かと思いますが、この件につきましては

基本的には作業計画の中に位置づけていただき

ながら、そこまでの距離が長い場合には本市とい

たしましてもその経費をしっかり見るという形

にしてございますので、その辺は協議いただけれ

ば計上できるものと、そういう捉え方をしている

ところであります。 
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○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） ぜひその点に関しても、

先ほど来と同様の意見になってしまいますけれ

ども業者としっかりと綿密な話合いを持って進

めていただきたいと思います。 

  何よりもやはり業務委託を受けていただけるそ

の業者がいてこその米沢市の除排雪計画でござ

いますから、この方々がしっかりと矜持を持って

この事業に取り組んでいただけるような、そんな

事業構築を今後ともしっかりと進めていただき

たいとまずは申し上げておきたいと思います。 

  次に、大項目の５番で、本市の森林活用に関し

ての問合せをさせていただきました。名称はさて

おき、森林経営計画というか、森林は御存じのよ

うに短期で改善するようなものではもちろんあ

りませんから、そういったものを長い目で、この

後の米沢市の森林をどのように生かし、使い、そ

して後世につなげていくのかというものをつく

っていく必要性があるではないかということで、

仮称としながらも森林経営計画のようなものが

つくれないかという質問をさせていただきまし

た。 

  先ほど部長からは、今後のレーザー測量等々の

解析結果を待って、米沢市の状況をしっかりと把

握した上で、その後そういったものにも着手でき

ればという答弁をいただいたかと思いますけれ

ども、具体的にレーザー測量の解析等々が今後ど

のように進んでいくのか、その点について確認を

させてください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今年度から５年間で実施する

航空レーザー測量関連の業務については、今年度

は航空機を用いてレーザーの計測、あるいは航空

写真の撮影を行いまして、得られたデータの調整

作業を行っているところです。 

  新年度は、そのデータを用いまして具体的に森

林の資源量の算出であったり、現地踏査も行う予

定です。そして、解析結果の精度向上を行った上

で、令和５年度から７年度にかけて市内民有林の

森林経営の適否、見える化をする図面を作成し、

境界明確化に向けた基本図となります森林境界

保全図を作成すると、そういう流れで考えている

ところです。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） その解析結果を基に、具

体的にその後どういった計画を策定して、そもそ

もその計画を誰がつくるのかというところの根

本的な課題もあろうかと思いますが、森林組合な

のか、今の森林農村整備課がするのか分かりませ

んけれども、いずれにせよ米沢の森林に従事する

方々が何かしらの形をもって今後計画を策定し

ていく形になろうかと思います。ぜひきれいな森

林といいますか、荒廃したようなものが残ってい

くような計画、もちろんそんなつもりは毛頭ない

とは思いながらも、なかなか資金的なものであっ

たりとか、状況が芳しくないためになかなか手が

つけられないという理由から荒廃していくよう

なことがないように、しっかりとした体制での森

林の維持、そして利用というものにまずはつなげ

ていただきたいと思います。 

  最後に、大項目の６番目ですけれども、少子高

齢化の取組に関して御答弁をいただきました。社

会動態で、企業に人をつけながら連れてくるよう

な力技のものではなくて、今ここに住まう人たち

がいかに満足度を高めていけるか、そういったと

ころの取組を強化していきたいという部長から

の答弁だったかと理解させていただきました。 

  そうは言いながらも、実数をいかに抑えていく

かという、その取組が必要なのだろうと思いなが

ら、私自身は今回この問題を大項目の中に入れさ

せていただいたわけですけれども、コンソーシア

ムの運営ということで企業とのタイアップであ

ったりとか、インターンシップ事業をしっかりと

今後進めていくことで高校生が米沢市に定着し

ていく流れをつくっていきたいのだという思い

から、この事業をまちづくり総合計画の後期計画
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の中でも最重要課題として捉えながら今後進め

ていくという御答弁だったのかと理解しており

ます。ぜひそういったところ、広く、高校は米沢

市内にも各種あるわけですから、いわゆる産業系

の高校だけにとどまらず、様々な高校の方々、私

立も含めて、そういったところに取組や今後進め

ていこうとしているものの事例をしっかりと落

とし込みをしていく必要性があろうかと思うわ

けですけれども、先ほどは商業高校と工業高校と

いうことで具体的校名を出していただきました

が、それ以外の高校に関してはどのような取組を

進めていこうとしているのか、その点も何かあれ

ば教えてください。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 例えば九里学園高等学校

でも、ＳＤＧｓの取組なんかで私も運営委員で参

加したりもしているのですけれども、そういった

取組をやっておりますし、あといろんな高校でそ

れぞれ探求学習とかそういったものを通して、地

域や、あるいは行政と関わりながらやっていくと

いう取組もやっているところであります。 

  また、高校生だけにとどまらず、午前中の答弁

でもありましたがヤングチャレンジ特命課とか、

そういった若者と地域づくりをやっている方、あ

るいは行政が一緒になっていろんなことを考え

ていくという、そういうところが大事かと思って

おりますので、そういった取組をしっかりやって

いきたいと思っております。 

○相田克平議長 小島一議員。 

○６番（小島 一議員） 持続性という言葉で令和

４年度の市政運営方針を市長からいただいたわ

けです。私も議員になりたてのときの所信は、未

来の子供たちにしっかりとしたこの郷土を残し

てやるという思いから議員への選出を目指して

きた者として、まさに本市が目指すこれからの未

来の在り方というものは非常に興味もあります

し、しっかりと私自身もそこに向けて取組を強化

していかなければならないと思います。ぜひとも

そういった視点でもって、今後の米沢、50年後、

100年後を目指した市政運営に取り組んでいただ

くよう御期待を申し上げて、私からの質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○相田克平議長 以上で至誠会、６番小島一議員の

代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２７分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  市民平和クラブ、７番小久保広信議員。 

  〔７番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○７番（小久保広信議員） 市民平和クラブの代表

であります小久保です。 

  私から、会派を代表して質問させていただきま

す。 

  例年のごとくなのですが、私ども市民平和クラ

ブは４人が質問項目を分担して原稿を書いてお

ります。言い回しなどに違いがあったりしますけ

れども、その点は御容赦いただきたいと思います。 

  私からは90分一本勝負ということで、休憩がご

ざいませんので、早速質問に入っていきたいと思

います。 

  大項目の１つ目、新型コロナウイルス感染症対

策についてお伺いします。 

  新型コロナウイルスワクチン接種の３回目が始

まっています。追加接種により、低下した感染予

防効果や重症化予防効果等を高める効果がある

ことが、臨床試験や様々な疫学研究などで報告さ

れています。 

  私も２月15日に接種券が届きました。早速ウェ

ブ予約をして、２月20日の16時40分にすこやかセ

ンターで集団接種を受けたわけです。３回目はモ
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デルナを接種いたしました。当日はすいておりま

して、予約の10分前に接種ができたという状況で

ありました。 

  副反応については、その日の夜から左の首の付

け根から肘まで痛みが出ました。次の日の21日、

朝、雪片づけをした後に体温を図ったところ38.6

度の発熱がありました。解熱剤で37度台まで下が

りましたけれども、23日のお昼ぐらいまで37度台

の熱が続いておりました。その間、左腕を上げる

と肩に痛みがあり、昨日の日曜日までそういった

状況が続いていたところであります。しかし、２

回目に比べますと、熱も前回の39.4度よりも低く、

痛みも同程度であったと思います。感染のリスク

を考えれば、私は３回目を接種すべきであると考

えています。 

  この新型コロナウイルスワクチン接種業務には、

多くの職員の方が関わっていただいています。ワ

クチン接種は、早急に進めていかなければなりま

せん。しかし、その一方で、ワクチン接種業務に

よって昨年11月１日の異動で保健師が高齢福祉

課から異動になりましたけれども、そういったと

ころでは高齢者向けの施策などに影響が出てい

ないのでしょうか。ほかにも、ワクチン接種業務

に人手が取られて、業務の遂行がしにくくなるな

どの影響が出ている職場はないのでしょうか。お

伺いいたします。 

  次に、５歳から11歳の子供たちへのワクチン接

種についてお伺いします。 

  ５歳から11歳への新型コロナウイルスワクチン

接種は、努力義務除外となりました。本市は、今

年の３月から接種を開始するとしています。子供

が接種したときのメリットやデメリット、社会的

必要性についての説明が不十分であるとの声が

出ています。本市として、どう対応していくので

しょうか。 

  基礎疾患のある子供は、感染により重症化のリ

スクがあります。健康な子供でも、ごくまれに小

児多系統炎症性症候群などの症例が報告されて

いると小児感染症の専門家は指摘しています。感

染によりそのような病気になるリスクと、ワクチ

ンのリスクと恩恵をしっかりと情報提供するこ

とが必要です。 

  昨日の新聞報道によれば、ファイザーがオミク

ロン株出現前に海外で約2,300人に行った臨床試

験では、２回打った場合、発症を防ぐ効果は90％

を超えています。副反応は、打った部位の痛みが

最も多く、全身のだるさや頭痛を訴える子供もい

ました。症状の多くは軽度か中程度で、１日から

２日で収まり、アメリカでの接種開始以降に集ま

ったデータでは、心筋炎も含めた副反応の頻度は

12歳以上に比べて低かったと報道されています。

このような情報を保護者に提供し、子供に接種を

させるかどうかの判断ができるようにすべきで

す。そのための情報提供を国や県に求めるべきだ

と考えます。そして、得られた情報を５歳から11

歳の子を持つ保護者へしっかりと伝えるべきと

考えますが、当局の考えをお伺いします。 

  次に、業務継続計画を新型コロナウイルス感染

症拡大時に対応できる計画にしていく必要があ

ると考えます。 

  本市では、各課で感染症に対する業務継続計画

があると聞いていますが、現在のオミクロン株の

感染状況を見れば、各所でクラスターが発生して

おり、大規模なクラスターが発生する可能性があ

ります。今年の２月11日には舟形町役場で、２月

25日には鶴岡市役所でクラスターが発生してい

ます。米沢市役所は大丈夫だということは絶対に

ありません。 

  大規模クラスターが発生した場合では、各課だ

けの対応では業務継続が難しいと考えます。市全

体での新型コロナウイルス感染症に対応した業

務継続計画の策定を図るべきです。既に花巻市や

大船渡市などでは新型コロナウイルス感染症対

策業務継続計画が策定されています。 

  新型コロナウイルス感染症により通常どおりに

業務を実施することが困難になった場合、業務を
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中断させないように準備するとともに、中断した

場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検

討した方策を計画書としてまとめておくことが

重要です。 

  新型コロナウイルス感染症と大地震をはじめと

した自然災害では、被害の対象や期間などに違い

があります。重要な特徴は、以下の３点です。 

  １つは、情報を正確に入手し、その都度的確に

判断していくことが重要です。感染の流行影響は、

不確実性が高く、予測が困難です。それでも、職

員、市民への感染リスク、業務を継続するレベル

を判断していく必要があります。そのため、正確

な情報を収集し、その都度的確に判断を下してい

くことが求められます。 

  ２つ目は、業務継続は主に人のやりくりの問題

です。建物、設備やインフラなどに甚大な被害を

及ぼす自然災害と違い、新型コロナウイルス感染

症では人への影響が大きくなります。そのため、

感染拡大時に職員確保策をあらかじめ検討して

おくことが重要です。また、物流の混乱などの理

由から感染予防に必要な物資の不足が起こり得

ることから、平時から備蓄を進めていくことが必

要です。 

  ３つ目として、感染防止策です。新型コロナウ

イルス感染症における業務継続は、職員のやりく

りが中心的な問題です。職員の確保策に加え、感

染防止策についてあらかじめ検討し、適切に実施

していくことが肝要です。 

  そこで、新型コロナウイルス感染症業務継続計

画では、職員不足時においては、健康、身体、命

を守る機能を優先的に維持しつつ、新型コロナウ

イルス感染症の感染者（感染疑いを含む）が庁舎

内で発生した場合においても、サービス提供を継

続させることが目的です。対応できる対策や計画

を早急に作成すべきと考えますが、当局のお考え

をお伺いいたします。 

  次に、2021年３月に策定された米沢市高齢者福

祉計画・第８期介護保険事業計画の進捗状況につ

いてお伺いいたします。 

  2020年度に当時の民生常任委員会が政策提言し

た地域住民の自主性を尊重した集いの場づくり

や、市民参加型の（仮称）介護予防推進員制度の

導入に対応したと思われる項目について、その進

捗状況がどのようになっているのか、お伺いいた

します。 

  近年は、核家族化によって高齢者のみの世帯が

増加し、さらにライフスタイルの変化などにより

地域活動などへの参画が減少しています。地域の

コミュニティーが希薄化しています。その結果、

高齢者の見守りや声がけが難しく、地域との孤立

や孤食に陥っています。健やかな生活を送ること

が困難になってきています。そのため、今後の地

域の在り方について、地域住民が主体的に参画し、

住み慣れた地で支え合い、暮らし続けられるため、

地域住民への支援が必要です。 

  計画で述べているように、高齢者自身が健康増

進や介護予防についての意識を持ち、自ら進んで

取り組むことができるよう、自立支援に資する取

組を推進していくこと、住民主体の活動を奨励す

るとともに、専門職と連携し、単に高齢者の心身

機能の改善だけを目指すのではなく、日常生活の

活動を高め、家庭や社会への参加を促し、生きが

いや役割を持って地域で暮らせるための取組を

進めていくこと、また、地域支援事業のほか、介

護予防に資する多様な事業などと連携し、充実を

図っていくことはとりわけ重要な点です。さらに、

認知症になってもきちんと暮らしていける社会

の構築が必要です。そのための医療、介護の関係

団体が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療と介

護を一体的に提供できる体制構築が重要です。 

  いずれにしても、マンパワーが必要であり、人

材の育成も含めて施策の充実を図っていかなけ

ればなりません。 

  大ビジョンで「自立して暮らすことができるま

ち」の「健康長寿」の中ビジョン１、「一人ひと

りが心と体のげんきを守り向上できる」、「社会
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参加」の中ビジョン２、「多様な世代と関わり合

い、社会とのつながりを持ち続けることができ

る」、「いきがい」の中ビジョン３、「誰もが自

分の強み、楽しみ、価値観を生かし、持ち続ける

ことができる」の施策で、「介護予防、健康づく

り施策の充実」の主な事業の中で、地域介護予防

活動支援事業として、住民主体の通いの場の立ち

上げ・継続支援、住民ボランティアの育成と地域

リハビリテーション活動支援事業で、住民主体の

通いの場への専門職派遣が挙げられています。そ

の進捗状況はどのようになっているのでしょう

か。 

  次に、認知症施策の推進についてお伺いします。 

  認知症は、高齢化の進行とともに、認知症患者

数も増加しています。日本における認知症の高齢

者人口の将来推計に関する研究の推計では、2020

年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7％、

約602万人となっており、６人に１人程度が認知

症有病者となっています。今後も増えると言われ

ています。認知症予防は重要です。 

  認知症施策の推進の主な事業の認知症初期集中

支援推進事業で認知症初期集中支援チームの配

置と、認知症地域支援・ケア向上事業で認知症地

域支援推進員の配置の進捗状況はどうなってい

るのでしょうか。 

  在宅医療・介護連携体制の充実の主な事業で、

在宅医療・介護連携推進事業、在宅医療・介護連

携支援センターの設置はどのようになっている

のか、お伺いいたします。 

  大項目の３点目、置賜総合文化センターの耐震

化についてお伺いします。 

  置賜総合文化センターは、1975年に建設され、

築47年を迎える建物です。 

  その耐震性については、2015年に実施した耐震

診断で、当時の市庁舎や現市立病院と同様に、地

震の振動及び衝撃に対し倒壊または崩壊する危

険性があると判定され、補強の必要があるとされ

ました。 

  その後、市庁舎は建て替えられ、市立病院は新

たな建物が建設中です。 

  しかし、置賜総合文化センターは2016年度に図

書館の移転に合わせて特にＩＳ値が低かった１

階部分に耐震壁の増設工事を行ったとはいうも

のの、建物の耐震性は今もって不十分なままにな

っています。それは、一昨年、市内全戸に配布さ

れた防災マップを見ると明らかです。その中に掲

載されている「指定避難場所・福祉避難場所につ

いて」と題した市内施設の一覧表には、地震の場

合の避難場所としてバツ印が記載されていて、昭

和56年以前に建築されたもので、都市整備課によ

って耐震性なしと判断されたものをバツとする

との注意書きがあります。 

  こうした現状にある一方、注目すべき幾つかの

計画が示されています。 

  １つは、まちづくり総合計画の後期基本計画で

す。この中では、防災拠点としての公共施設の耐

震化について、令和元年の耐震化率が96.4％のも

のを令和７年度には100％にするとの目標値が挙

げられています。 

  もう一つ、先頃議会に対して説明がなされた米

沢市建築物耐震改修促進計画（改定）（案）です。

この中では、耐震改修などの用途別目標の設定、

②公共施設の項目において、令和12年度における

耐震化目標を100％とすると記載されています。 

  さらには、先日提案された米沢市地域防災計画

（案）において、指定避難所の見直しとして、単

独の災害時には安全な避難所も、複合災害によっ

て危険性が高まることが予想されることから、耐

震性が確保されていない施設及び土砂災害警戒

区域に該当する施設のうち、危険性が高いと判断

した施設並びに老朽化が目立ち、今後大規模改修

をする予定がなく、衛生管理の行き届かない次の

施設は、災害時の避難場所に指定しないことにし

ましたとして、幾つかの施設を除外することとし

ていますが、置賜総合文化センターについては除

外されないままになっています。 
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  これらのことから言えるのは、置賜総合文化セ

ンターの耐震化について、当局の考えが定まって

いない、全く一貫性を持っていないということな

のではないでしょうか。この現状をどう考えてい

るのか、当局の認識をお伺いします。 

  置賜総合文化センターでは、民間企業職員も含

めて常時80人以上の職員の方が働いているとお

聞きしています。また、2020年度主要施策の成果

報告書によると、同年度の置賜総合文化センター

の利用者数は３万3,633人と記載されています。 

  建物の大きさはもとより、働いている人や利用

者がこれだけ多い施設でありながら、耐震性が不

十分な米沢市所管の公共施設がほかにあるでし

ょうか。いつまでこのままにしておくのか。しっ

かりとした耐震化計画を市民に示すべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

  ４点目の新庁舎及び教育委員会執務室の広さに

ついてお伺いします。 

  令和４年度の市政運営方針には、新庁舎につい

て「ユニバーサルレイアウトを採用した執務室は

開放的で、市民の皆様から好評を得ている」と記

載されています。また、「職員のコミュニケーシ

ョンも活発化している」とも記載されていますが、

毎日働く環境として職員の皆さんがどのように

感じているのか、市長はどのように捉えているの

でしょうか。 

  労働者が働く職場や事務所の環境については、

私から申し上げるまでもなく労働安全衛生法や

労働安全衛生規則、事務所衛生基準規則などで細

かく規定されています。新庁舎の建設に当たって

は、当然こうした法律を遵守して建設されたもの

と思いますし、これまでもそのように説明されて

きたと記憶しています。しかしながら、実際に働

いている職員の皆さんの声として私たちの耳に

まず届くのは、「狭い」という声です。 

  労働者が働く作業場や部屋の広さに関しては、

気積として規定されています。気積とは、空気の

「気」に体積の「積」を合わせたものです。具体

的には、床から４メートル以上の天井の高さまで

で計算し、机や職場の設備の容積を除いた容積が、

労働者１人について10立方メートル以上でなけ

ればならないというものです。労働安全衛生規則

第600条、事務所衛生基準規則第２条に、事業者

の義務としてそれぞれ規定されています。 

  また、この気積を含めた労働環境の整備義務に

関しては、労働安全衛生法の第23条で、「事業者

は、労働者を就業させる建設物その他の作業場に

ついて、通路、床面、階段等の保全並びに換気、

採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に

必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の

保持のため必要な措置を講じなければならない」

と規定され、同法第119条では、違反した者に対

して６月以下の懲役または50万円以下の罰金に

処するとの罰則も設けられています。こうした事

項を踏まえて、改めてお伺いいたします。 

  新庁舎の執務室は、職員の皆さんが感じている

ように狭いのか、あるいは十分な広さが確保され

ているのか、天井高、面積、机や書庫などの設備

が占める容積について、実際の数字を具体的にお

示しください。 

  また、教育委員会の各執務室についても、同様

に具体的な数字をお示しください。 

  教育委員会については、４年前の2018年３月に

策定された米沢市新庁舎建設基本計画で、人口減

少の進展に伴う職員数の減少等を考慮すれば、置

賜総合文化センターが老朽化した時期、おおむね

15年から20年後に合わせて新庁舎への移動が可

能とされています。教育委員会のある置賜総合文

化センターの耐震性が十分でないことは、さきに

指摘したとおりです。一日も早い耐震化工事や、

それができない場合新庁舎への移動が望まれま

すが、その一方で、新庁舎の面積で教育委員会の

受入れが可能かどうか、どれほどの余裕があるの

か、当局の見解をお伺いします。 

  大項目５点目の学校給食への有機農業食材の使

用についてお伺いいたします。 
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  学校給食に有機米や有機野菜を使う有機学校給

食、オーガニック給食に対する関心が高まってい

ます。学校給食は、子供たちの体をつくるだけで

なく、健康で充実した生活を送るための基礎を培

う健康教育の一環です。 

  有機学校給食によって、地域に有機農業を広め

る効果があることも報告されています。また、生

物多様性の観点からも、農薬に含まれるネオニコ

チノイドが自然界に与える影響が危惧されてい

ます。有機農業の必要性を強く感じています。 

  国連が採択したＳＤＧｓ、持続可能な開発目標

への対応があらゆる分野で重視される中、農林水

産省は有機農業の推進に力を入れています。 

  有機農業は、手間やコストがかかるため、生産

者を増やすには安定した消費先の確保が鍵を握

るとされています。今、期待されているのが学校

給食です。本市として、有機農業の推進について

どのように考えておられるのか、お伺いいたしま

す。 

  農水省は、昨年５月に「みどりの食料システム

戦略」を打ち出しました。2050年までに化学肥料

の使用を30％減らし、耕地面積に占める有機農業

の面積を25％、100万ヘクタールに拡大すること

などを目標に掲げています。しかし、同省による

と、2018年の日本の有機農業面積は約１万ヘクタ

ールで、耕地面積に対して0.2％にすぎません。

本市としてどう対応していくのか、お伺いいたし

ます。 

  「みどりの食料システム戦略」では、地域ぐる

みで有機農業に取り組む市町村主導のオーガニ

ックビレッジ構想を描いています。生産や加工だ

けでなく、流通や販路の拡大までを一貫して地域

で支え、農家が有機農業に転換するのを後押しす

るのが狙いです。 

  計画の中で、安定した消費先の一つとして期待

されているのが学校給食です。千葉県いすみ市や

愛知県東郷町は、給食の献立に有機農業の作物を

取り入れています。 

  いすみ市は、環境保全型農業を目指して、2013

年に有機米づくりに取り組み始め、2018年には給

食の全ての米を有機米に切り替えています。そし

て、現在は米のほか、コマツナやジャガイモなど

野菜８品目を13小中学校の2,600人分に使ってい

ます。 

  また、東郷町では2019年度から有機野菜を献立

に入れて、９小中学校、約4,700人分に町内の有

機農家などで収穫した約10品目を使っています。 

  農水省は、2022年度予算案に「みどりの食料シ

ステム戦略」をさらに進めるため30億円の予算を

盛り込んでいます。給食などの需要先をつくるこ

とで、有機栽培への転換を進めるきっかけになる

と考えられます。有機農産物の購入にコストがか

かる場合は、給食費で賄えない分を補助金で補塡

することも支援策として考えられています。 

  ＳＤＧｓ未来都市に選定された本市として、有

機農業の推進についてどう考えているのでしょ

うか。「みどりの食料システム戦略」が打ち出し

た、2050年までに化学肥料の使用を30％減らし、

耕地面積に占める有機農業の面積を25％、100万

ヘクタールに拡大するなどを目標に挙げていま

す。その対策をどのように進めるのでしょうか。

有機学校給食、オーガニック給食について、どの

ような認識を持っているのでしょうか。そして、

その必要性についてどのように考えているので

しょうか。お尋ねいたします。 

  最後に、米沢市地域公共交通計画についてお伺

いします。 

  このほど発表され、2026年までの計画とされて

いる米沢市地域公共交通計画について、今後の

様々な場面での積極的な協議などを経て、ぜひ実

効の上がるものにしてほしいとの立場でお聞き

します。 

  今や公共交通事業は喫緊の課題であり、特に公

共交通空白地域をどうしていくのか。地域の高齢

化に伴い、運転免許証の返納などに対して具体的

な対処なしでは、日々交通弱者を増産するに至っ
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ています。 

  今回の計画は、その点についても触れ、幾つか

の可能性や複数の対処方法について示されてい

ますが、具体的にどうするのか。 

  地域協議については、まず地域の組織化から始

めるとし、最終的には地元要望をまとめ上げると

しています。しかし、当該地域の市民の皆さんに

おかれては、今までも十分な認識と要望をお持ち

のはずであり、予算や採算上の問題は避けて通れ

ないとの問題意識も既にお持ちです。ですから、

計画にあるような「組織化後の検討が順調に進ん

だ場合」という表記は、当局として現状認識や具

体案を明確にしないことと同意とも受け取られ

るのではないでしょうか。このことは、結果とし

て実行を遅らせることになりはしないか心配で

す。 

  加えて本事案は、市民の日常生活に欠かすこと

のできない身近な関心事であるがゆえに、例えば

次年度予算化されている2050ゼロカーボン達成

のロードマップ作成や、今後全ての施策の指標と

なるＳＤＧｓとの関連性、ひいては本市都市計画

マスタープラン、立地適正化計画など、あるいは

南陽市、高畠町、川西町から多くの方々が本市に

通勤されている実態を検証し、置賜定住自立圏共

生ビジョンなどの関連計画とのマッチングにつ

いても、より多くの市民に知っていただく絶好の

機会と捉えてしかるべき事案であると思います。

したがって、行政全般として聞く耳を持って生か

す対応が不可欠であり、その機会を積極的に設け、

運用すべきものと考えるものです。 

  地域によって様々な課題が盛り込まれています

が、公共交通空白地域と既存公共交通機関運行地

域では、今後の相互乗り入れなどの調整はあるに

しても、課題の共有、解決方法について、無理が

生じると感じます。行政側として、一定の線引き

と具体案については明確にすべきと考えますが、

当局のお考えをお伺いいたします。 

  地域においては、少なくとも各コミセン単位の

公共交通検討委員会などの設置を制度化すべき

だと考えます。事前の検討協議から実際の運行廃

止後の様々な課題を検証するためにも、この委員

会は継続して機能するような体制構築と組織化

を目指すべきと考えます。当局の御見識と具体的

な対応をお伺いいたします。 

  また、学校においては、学校統合の問題や、公

共性を学ぶ教育の一環として、あるいは公共交通

の利用促進の一環としての自家用車通勤規制日、

いわゆるノーマイカーデーの設定なども含め、ゼ

ロカーボン施策に資する取組の検討など、本市関

連計画の充実に向け、各方面、事業所、機関にも

大いに参画してもらう同様の対応が有用と考え

ます。 

  ほかの本市施策の基盤としての公共交通計画と

の認識の下、各地域の協議会のみならず、学校や

職場、観光業界といった関連する団体や機関も参

画してもらう協議会の創設も不可欠です。このよ

うな協議会を設置し、同様の機能を有するべきと

考えます。この点も併せてお伺いし、演壇からの

質問を終わります。 

○相田克平議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 小久保議員の御質問にお答えしま

す。 

  私からは、６の米沢市地域公共交通計画につい

てのうち、（１）の行政として、地域単位別具体

策をより明確にすべきではないかについてお答

えいたします。 

  地域における交通手段の検討においては、最適

な交通手段を設置して終わりではなく、運行開始

後は積極的に御利用いただくとともに、改善に向

けた検討に参画していただくなど、地域と市が協

力・連携して取り組み続ける必要があり、そのた

めには導入段階から地域と市が一緒になって考

えていくことが重要だと思っております。 

  御質問にありますように、公共交通が既にある

地域とない地域では、課題の共有や解決方法は異
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なるものでありますが、行政側からあらかじめ一

定の線引きや具体案を提示するのではなく、地域

の皆様と一緒に交通手段の検討を進めていきた

いと考えております。その際、市では組織化の呼

びかけをはじめ様々な交通手段の情報提供、検討

手順の提示、検討組織運営のサポートなどの役割

を担いながら、円滑に検討が進むよう取り組んで

まいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、初めに１、新型コ

ロナウイルス感染症対策についてのうち、（１）

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務に

よる他業務への影響についてと、（３）新型コロ

ナウイルス感染症に対応した全庁的な業務継続

計画の策定をすべきではないかについてお答え

いたします。 

  新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務に

よる他業務への影響についてでありますが、昨年

11月の人事異動により、高齢福祉課の保健師が２

名、財政課、社会福祉課、子育て支援課及び商工

課の職員各１名の合計６名が健康課に異動とな

りました。 

  高齢福祉課においては、現在のところ業務遂行

に大きな支障は生じていないものの、保健師減員

分の業務を補うため、担当内における時間外勤務

が増加している状況です。 

  11月の人事異動により減員となった高齢福祉課

以外の部署においても、一部を除き時間外勤務が

増加している状況となっているところでありま

す。 

  また、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

業務には、昨年11月の人事異動による増員対応の

ほかに、昨年４月から11月までの期間において、

健康福祉部以外の職員数名が交代しながら、一定

期間、応援として従事したところであります。応

援に従事した期間が数日で、短期間の場合には、

応援職員の所属課への影響は限定的でありまし

たが、１か月程度など比較的長期の応援従事とな

った場合には、応援職員の業務をほかの職員が補

うための負担は増えた影響はあるものの、時間外

勤務自体にはほぼ影響がなかったところであり

ます。 

  新型コロナウイルス感染を収束させるため、ワ

クチン接種業務を今年度の最優先事項として全

庁的に取り組んできたところであり、全職員がこ

の共通認識に立っておのおのの業務に従事して

きたところであります。 

  今後とも引き続きこの未曽有の難局を乗り切る

ため全職員が一丸となって新型コロナウイルス

感染症対策業務に当たるとともに、行政運営に支

障が生じることのないよう、それぞれの業務に従

事しなければならないと認識しているところで

ございます。 

  次に、新型コロナウイルス感染症に対応した全

庁的な業務継続計画の策定についてお答えいた

します。 

  本市では、令和２年４月に新型コロナウイルス

対策業務継続計画を策定し、その後、３か月ごと

に見直しを行っているところでございます。 

  この業務継続計画は、新型コロナウイルス感染

症の発生時において、市としての対応の在り方を

事前に確認し、必要な体制を整備することにより、

市が必要最小限の行政サービスを維持するとと

もに、発生直後の迅速かつ円滑な対応を行うこと

ができるよう、業務継続対応を整理したものであ

ります。 

  具体的には、市民生活の維持に必要不可欠な行

政サービスに係る業務を念頭に置いて、通常業務

を継続しなければならない業務、それから縮小可

能な業務、そして先送り・休止可能な業務の３つ

に分類するとともに、新型コロナウイルスに係る

新たな業務についても把握し、市民生活維持等を

優先した計画としているものでございます。 

  また、業務継続計画では、職員の罹患及び家族
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の看病などを想定して、在職者数の50％を出勤可

能人員数として、通常業務の中から継続しなけれ

ばならない業務の業務量を精査し、職員の配置を

計画したところでありますが、各課等の長が課等

内における職員調整で業務の継続が困難な場合

及び業務内容等により他課等の職員の応援が必

要な場合には、総務課長が関係各課等との調整の

上、応援職員を配置することとしており、全庁的

な応援体制を取りながら業務継続を図ろうとし

たところでございます。 

  今後とも引き続き感染防止対策を徹底しつつ、

非常時においても市民生活の維持等に必要不可

欠な行政サービスを停滞させることのないよう

努めていきたいと考えております。 

  次に、４の新庁舎及び教育委員会執務室の広さ

についてお答えいたします。 

  初めに、（１）の「気積」に係る具体的な数値

はどうなっているかとの質問でございますが、初

めに新庁舎の執務室の気積についてお答えいた

します。 

  まず、新庁舎の１階につきましては、執務室の

面積が967平米、天井高さが3.5メートルですので、

執務室の体積が3,384.5立米となります。この体

積から机や書庫の設備体積の243.8立米を差し引

くと、１階の執務室の気積は3,140.7立米となり

ます。 

  新庁舎開庁時の令和３年５月５日現在で、１階

執務室に在籍していた職員は178名でありますの

で、１人当たりの気積は17.6立米となります。 

  次に、２階でございますが、執務室の面積が

1,072平米、天井高さが2.7メートル、執務室体積

が2,894.4立米となり、設備体積の259.6立米を差

し引くと、執務室の気積は2,634.8立米となりま

す。 

  ２階執務室の職員数は211名だったことから、１

人当たりの気積は12.5立米となります。 

  ３階につきましては、執務室の面積が601平米、

天井高さが2.7メートル、執務室体積が1,622.7立

米となり、設備体積の174.1立米を差し引くと、

執務室の気積は1,448.6立米となります。 

  ３階執務室の職員数が130名だったことから、１

人当たりの気積は11.1立米となります。 

  国が定める基準では、１人当たりの気積は10立

米以上とされておりますので、新庁舎では各階と

も基準以上の気積が確保されております。 

  なお、防災危機管理課、議会事務局、監査委員

事務局などの個室により執務を行う部分は除い

た算定となっております。 

  次に、教育委員会の執務室がある置賜総合文化

センター１階及び４階についてお答えいたしま

す。 

  １階につきましては、執務室の面積が238平米、

天井高さが2.7メートル、執務室体積が642.6立米

となります。この体積から設備体積の34.6立米を

差し引くと、執務室の気積は608立米となります。 

  令和３年４月１日現在で１階執務室に在籍して

いた職員が36名であることから、１人当たりの気

積は16.9立米となります。 

  ４階につきましては、執務室の面積が216平米、

天井高さが2.7メートル、執務室体積が583.2立米

となります。この体積から設備体積の39立米を差

し引くと、執務室の気積は544.2立米となり、令

和３年４月１日現在の執務室に在籍している職

員数が36名だったことから、１人当たりの気積は

15.1立米となり、教育委員会執務室におきまして

も１人当たりの気積の基準を確保しております。 

  次に、（２）の教育委員会の新庁舎への移動は

可能なのかについてお答えいたします。 

  先ほど御説明いたしました新庁舎各階の執務室

の気積の合計につきましては7,224.1立米であり

ますので、１人当たりに必要な気積が10立米とし

た場合には722人分の気積が確保されることにな

ります。 

  令和３年５月５日現在において市庁舎に勤務す

る職員のうち、個室で執務を行う者を除いた職員

数は519人であることから、気積による計算では
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新たに最大203人まで収容することが可能となり

ますが、庁舎の面的スペースを考慮しますと、現

状におきましては教育委員会を配置することは

できないものと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、１の新型コロ

ナウイルス感染症対策についての（２）と、２の

米沢市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画

の進捗状況についてお答えいたします。 

  初めに、１の（２）５歳から11歳の小児へのワ

クチン接種をどう考えているのかについてお答

えいたします。 

  本市の５歳から11歳への新型コロナウイルスワ

クチン接種については、３月13日にすこやかセン

ターを会場とした集団接種から開始する予定で

す。このほか、市内医療機関での接種を予定して

います。 

  対象児童の保護者に対しましては、ワクチン接

種に関する国が公表している情報を記載した市

からのお知らせを小学校や保育所等を通じて２

月中旬に送付し、接種券の発送前に周知を図り、

接種を検討される参考としていただいたところ

です。 

  また、現在11歳、10歳の年齢の高い順から段階

的に接種券を送付しておりますが、その際にも国

からのお知らせを同封し、周知を図っているとこ

ろです。 

  国では、小児への接種に当たり、ホームページ

において新型コロナウイルスワクチン接種につ

いてのお知らせや、ファイザー社ワクチンの説明

書とともに小児接種に関わるＱ＆Ａを公表して

おります。これらについても、本市のホームペー

ジからリンクして閲覧できるようにしています。 

  小児への接種に当たっては、保護者に対し十分

な情報提供が必要となります。こうしたことから、

全国市長会や全国知事会では、ワクチンの有効性

や安全性、接種に係る意義や効果、副反応などに

ついて、国が必要な情報を丁寧に説明するよう、

２月15日に緊急要望や緊急提言を出していると

ころであります。 

  本市としましては、国や県の動向を注視し、必

要な情報が発出された場合は速やかに保護者に

対し周知したいと考えています。 

  次に、２、米沢市高齢者福祉計画・第８期介護

保険事業計画の進捗状況についてお答えいたし

ます。 

  （１）自立して暮らすことができるまちの進捗

状況についてですが、初めに地域介護予防活動支

援事業の進捗状況についてお答えいたします。 

  高齢者が誰でも一緒に参加することのできる介

護予防の地域展開を目指して、住民主体の通いの

場「シューイチ体操倶楽部」の立ち上げ支援を実

施しています。 

  令和３年度の新規設置数は２か所であり、廃止

も１か所出ている状況です。計画においては、令

和３年度末までの設置総数を40か所と掲げてお

りますが、令和４年１月末日における設置総数が

31か所にとどまっていることから、目標数値の達

成は困難な状況となっています。 

  しかしながら、登録者総数は令和２年度末より

64人増加し507人となったほか、中学校区を基本

とする日常生活圏域全てにおいてシューイチ体

操俱楽部が設置されるなど、地域において介護予

防の取組が着実に浸透し始めている成果だと評

価しています。 

  令和４年度からは、新規設置とともに人材の発

掘、育成を加速するため、各地域包括支援センタ

ーと協働し、各担当地区での立ち上げ支援に取り

組むこととしています。 

  介護予防に関する住民ボランティアの育成につ

いてですが、介護予防推進員として現在７名が活

動を行っています。令和３年度は、コロナ禍によ

り新たな推進員の育成のための研修会は実施で

きませんでしたが、新年度においては感染状況等
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を踏まえながら養成研修の実施について検討し

てまいります。 

  次に、地域リハビリテーション活動支援事業の

進捗状況についてお答えします。 

  シューイチ体操俱楽部に対し、リハビリテーシ

ョン専門職を派遣しての技術的指導を実施して

います。令和３年度は14回の派遣を行い、技術的

指導のほか、心身機能及び生活機能の改善・向上

に向けた助言や機能評価を行いました。専門職が

関与することで、高齢者の心身機能及び生活機能

の悪化防止、改善、能力向上などが期待できるこ

とから、今後も職能団体等の協力を得ながら、専

門職を確保し、事業を継続してまいります。 

  次に、（２）認知症施策の推進についてお答え

いたします。 

  初めに、認知症初期集中支援推進事業の進捗状

況についてですが、本市の認知症初期集中支援チ

ームは、米沢こころの病院に委託し、医師、看護

師、精神保健福祉士の３名体制で運営しておりま

す。 

  令和３年度の実績としましては、３名の方に支

援を実施し、全員が医療・介護サービスにつなげ

ることができました。 

  支援期間中、チーム員の方々に延べ40回を超え

る訪問支援のほか、会議などを開催していただい

ております。 

  このほか、地域包括支援センターとの定例会議

では地域包括支援センター職員に助言をいただ

くなど、専門知識の向上にも御協力をいただいて

いるところです。 

  次に、認知症地域支援・ケア向上事業の推進状

況ですが、当該事業を担う認知症地域支援推進員

は、基幹型地域包括支援センターに３名、委託型

地域包括支援センターに６名、計９名を配置して

います。 

  令和３年度は、認知症サポーター養成講座や認

知症カフェ情報交換会などを開催するほか、幾つ

かの新たな取組を行いました。９月の世界アルツ

ハイマー月間には、ナセＢＡにおいて１か月にわ

たり認知症特集コーナーを開設いたしました。そ

のほか、認知症地域支援推進員通信「おらだの声」

の発行や、西部コミュニティセンターを会場とし

て認知症カフェ「おらだのカフェ」を開催いたし

ました。 

  令和４年度は、普及啓発の継続実施のほか、認

知症カフェの巡回開催等についても実施に向け

た検討を行っているところです。 

  続いて、（３）在宅医療・介護連携体制の充実

についてお答えいたします。 

  本市の在宅医療・介護連携支援センターは、米

沢市立病院に設置し、看護師、介護支援専門員の

２名体制で事業を実施しています。 

  令和３年度は、地域住民への普及活動として、

コミュニティセンターでの終末期医療・エンディ

ングノートの活用を題材とした寸劇の実施や、医

師会と協働してのみとり体制の当番表作成をは

じめ、医療連携の支援を行いました。 

  いずれの事業も、医師会、歯科医師会、薬剤師

会などの医療機関団体及び介護支援専門員をは

じめとする介護サービス事業所との連携・協力に

より実施し、それら関係団体・機関などからも高

い評価を得ております。 

  今後も、在宅医療と在宅介護の切れ目のない支

援のため、関係団体・機関のかけ橋としての役割

を果たすとともに、その連携の中心には地域住民

の存在があることを意識し、地域の実情に応じた

柔軟な事業実施を推進してまいりたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、項目３の（１）と（２）、

項目５の（３）と（４）についてお答えいたしま

す。 

  初めに、３の置賜総合文化センターの耐震化に

ついての御質問にお答えいたします。 
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  （１）のどのような認識を持っているのかとの

御質問ですが、置賜総合文化センターの耐震性に

ついては、議員の御質問にありましたとおり、平

成17年度に実施した耐震診断の結果を受け、平成

28年度に実施した耐震壁設置工事により一定程

度耐震性能が向上したものの、防災拠点としての

公共施設の耐震性能基準を満たしていない現状

にあると認識しております。 

  この置賜総合文化センター及びその耐震性に係

る本市の各種計画に一貫性がないのではないか

との御指摘でありますが、置賜総合文化センター

は、先日パブリック・コメントを実施いたしまし

た米沢市地域防災計画改定（案）においては、指

定避難所の見直しの中で耐震性が確保されてい

ない施設として除外される施設には含まれてお

りませんでしたが、今後、今年度内に開催される

米沢市防災会議の中で指定避難所からの除外を

提案することとしており、これが承認されれば、

あくまで指定避難所としてではありますが、防災

拠点としての公共施設からも除外されることか

ら、まちづくり総合計画後期基本計画において令

和７年度までの目標値とした防災拠点としての

公共施設の耐震化率100％との整合性は図られる

ものと考えております。 

  しかしながら、昨年策定いたしました米沢市公

共施設等総合管理計画個別施設計画において、置

賜総合文化センターは「令和12年度までは維持」

としている一方で、現在策定が進められている米

沢市建築物耐震改修促進計画（改定）（案）にお

いては、「令和12年度における公共施設の耐震化

目標を100％とする」としていることから、この

目標達成に向けた方策については、各種計画との

整合性を図りながら検討を進める必要があると

考えております。 

  次に、（２）耐震化計画を市民に示すべきでは

ないかとの御質問にお答えいたします。 

  置賜総合文化センター内には、現在73人の職員

と、指定管理者等23人の民間事業者従業員等が勤

務しており、また、年間多くの利用者が来館され

る施設であることから、さきにお答えさせていた

だいた耐震壁設置工事に加え、空調設備の段階的

な更新や議会提案による執務室及び貸室へのヘ

ルメット設置などに取り組んでまいりましたが、

施設本体の耐震性向上の抜本的な解決には至っ

ておらず、教育委員会といたしましても、本市教

育行政の中核施設であります置賜総合文化セン

ターの耐震性能の確保については、早急に検討を

進めていくべき重要な課題と認識しております。 

  さきにお答えしたとおり、米沢市公共施設等総

合管理計画個別施設計画では、置賜総合文化セン

ターは「令和12年度まで維持」としておりますが、

併せて「施設の機能について見直しを進める」こ

ととしていることから、まずは職員や利用者等が

安全に安心して勤務、利用できる施設の維持管理

に努めるとともに、施設の耐震化については、施

設の劣化診断を踏まえて行う個別施設計画の改

定において、社会教育施設としての機能、在り方

と併せて検討し、その結果を市民に対してお示し

する必要があると考えております。 

  次に、５、学校給食に有機農業食材をのうち、

（３）有機学校給食についての認識はどうか、及

び（４）有機学校給食の必要性をどう考えている

かについてお答えいたします。 

  昨年12月に、有機農業に取り組む農業者と消費

者の方で組織する米沢地域有機農業推進協議会

の取組として、学校給食へ有機栽培米の提供を行

っていただきました。提供当日は、協議会の方々

から子供たちに対して講話を実施していただい

た小学校もあり、子供たちや教職員からは好評で

ありました。 

  有機農産物の学校給食への提供は、ＳＤＧｓの

視点も含め、児童生徒に対して有機農業を知って

もらうよい機会と捉えています。今後も、今回の

有機栽培米のような有機農産物の学校給食への

提供の場を増やせないか、また、学校給食に有機

農産物を取り入れることに関わっての様々な課
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題への対策等も含め、関係機関と共に検討してま

いりたいと考えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、５の学校給食に有

機農業食材をのうち、（１）（２）についてお答

えいたします。 

  初めに、（１）のＳＤＧｓ未来都市に選定され

た本市として、有機農業の推進についてどう考え

ているのかでありますが、本市の有機農業の推進

につきましては、まだまだ生産者も生産量も少な

い状況でありますが、有機農業に取り組む生産者

の拡大と消費者への取組のＰＲに努めるため、平

成23年度に米沢地域有機農業推進協議会を設立

し、活動を行ってきております。現在、協議会に

は有機農業に取り組む農業者に加え、消費者の

方々にも加入していただき、24名の方が活動して

おり、情報交換や有機農業に関する研修会への参

加、そしてオーガニックフェスタ米沢の開催によ

る有機農業の情報発信と、様々な生き物のつなが

り、有機農業の大切さを学ぶ機会として、田んぼ

の生き物調査などを実施してまいりました。 

  また、新しい取組として、昨年12月に有機ＪＡ

Ｓ認証米つや姫の学校給食への提供を実施いた

しました。今年度は１回の提供でありましたが、

今後は提供回数を多くできないか検討していく

こととしております。 

  こうした取組等を進めてきた中、本市の米沢市

農業振興計画では、有機栽培の取組目標を令和６

年度において1,100アールと掲げており、この目

標に対し、令和３年度の有機栽培取組面積は

1,936.5アールと、178％の達成率でありました。 

  その内訳は、米が1,055.5アール、ソバが743.5

アール、大豆が51.1アール、小麦が76.4アール、

枝豆が10アールとなっております。 

  現在、本市の有機農業に取り組まれている方は

13名と少なく、有機農業は手間もかかることから

飛躍的に増加することは望めませんが、新規就農

された若い方が有機農業に取り組まれるなど、少

しずつではありますが有機農業を志す方も出て

きておりますので、引き続き意欲向上が図られる

施策を検討していきたいと考えております。 

  また、有機農業はＳＤＧｓとの親和性が強く、

その達成にも寄与するものであると認識してお

りますので、有機農産物の販売やＰＲを通して消

費者に向けた情報発信を行うとともに、国などの

支援事業を活用しながら、有機農業に取り組む農

業者の総体的な底上げを図っていきたいと考え

ております。 

  次に、（２）の「みどりの食料システム戦略」

の農薬等への対応はでありますが、国ではＳＤＧ

ｓや環境を重視する国内外の動きが加速してい

くと見込まれる中で、食料や農林水産業において

も的確に対応していくために、昨年、持続可能な

食料システムの構築を目的とした「みどりの食料

システム戦略」を策定いたしました。その戦略で

は、議員の御意見にありましたとおり、環境保全

を目指す姿として2050年までに輸入原料や化石

燃料を原料とした化学肥料の使用量などの目標

値を設定しております。 

  こうした動きの中、本市では既に平成９年に宣

言をしております環境保全都市宣言を実現する

ための取組の一つとして、農薬や化学肥料の使用

などによる環境負荷を軽減し、生態系を保全する

ため、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の

高い営農活動に取り組まれている農業者に対し

まして、国の環境保全型農業直接支払交付金事業

を活用して、支援を行ってきたところであります。 

  具体的には、本市の基幹作物である米につきま

して、農薬の使用回数や化学肥料の窒素成分量を

慣行レベルの５割以下に抑えて栽培する、いわゆ

る特別栽培米の令和３年度の作付面積は483ヘク

タールとなっており、主食用米の作付面積2,111

ヘクタールに対して約23％を占めております。こ

れは、米沢市農業振興計画に掲げている令和６年
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度特別栽培の目標値400ヘクタールに対し121％

の達成となっており、有機栽培取組面積の達成率

からも、農薬等の低減に向けた取組に対し農業者

の意識の向上が着実に図られているものと認識

しております。 

  国では、こうした有機農業の取組を増やすため、

有機農業の拡大に向けた支援や、環境負荷低減を

目的とした支援を創設し、その一例として、有機

農業産地づくり推進緊急対策事業では、具体的な

取組を検討するために事業主体を生産者、流通、

販売業者、教育機関といった広い分野の関係者に

よって構成し、生産現場から消費者まで一連の流

れにおける実証実験などを実施することができ

ます。 

  本市におきましても、こうした事業の活用に向

けて、現在、地域の農業者の方々と協議を重ねて

いるところであります。 

  引き続き化学肥料の使用量低減に向け、堆肥な

ど有機物の循環利用や、特別栽培から有機農業に

転換していくなど、持続可能な生産技術への転換

を促す仕組みづくりを模索し、環境負荷の低減と

有機農業の拡大に向けて、意欲ある生産者が販売

者や消費者とのつながりをより強めることがで

きるよう、取組への支援を積極的に推進してまい

ります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、６の米沢市地

域公共交通計画のうち、（２）の協議会等の組織

化の必要性と、（３）の様々な本市施策との整合

性についてお答えいたします。 

  初めに、（２）の協議会等の組織化の必要性に

ついてでありますが、地域のことを熟知している

地域の方々と市が協力しながら、地域に合った交

通手段を考え、そして運行後も地域の皆さんで支

え、守り、育てていくためにも、組織化は必要で

あると考えております。 

  組織化の範囲としては、市としても基本的に各

コミュニティセンター単位と考えておりますが、

例えば市街地と周辺部の境目などにおいて、より

範囲の狭い町内会などで独自の取組が必要であ

る場合は、そうした範囲でも組織化を図っていた

だき、一緒に取組を進めていきたいと考えており

ます。 

  また、多くの地域から手が挙がった場合には、

一斉に対応することが難しい場合も想定される

ため、より多くの地域で検討を進めるための手法

を検討するとともに、地域の実情を踏まえながら、

優先順位をつけて進めることも考える必要があ

ると思っております。 

  次に、（３）の様々な本市施策との整合性につ

いてでありますが、議員お述べのとおり、公共交

通は市の様々な施策にも関係するものでありま

すので、学校や各種団体などと連携・協力するこ

とは重要だと考えております。 

  地域公共交通計画の策定の際に組織した米沢市

地域公共交通活性化協議会において今後計画の

進捗管理を行っていく予定としておりますが、こ

の協議会には交通事業者をはじめ教育、産業、福

祉、地域の代表者などに参画いただいております。

そうした方々と協議し、それぞれの分野において

も公共交通を関連づけて、事業の検討などを行っ

ていただけるよう働きかけ、また、必要があれば

米沢市地域公共交通活性化協議会の中に各分野

の分科会を設けながら、地域公共交通計画の取組

を進めていきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 御丁寧な答弁、大変あ

りがとうございました。 

  時間も20分ぐらいしかないので、早速２回目に

入らせていただきたいのですが、最近ずっとクラ

スターが多く発生しております。保育所などで非

常に多いと、新聞報道等によれば保育所施設が最

多だという話が出ています。 
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  それで、県としては保育士への優先的なワクチ

ンの追加接種であるとか、様々取組を求めておる

のですけれども、本市としての対応はどのように

なっているでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 まずは保育士への優先

接種につきましてですけれども、米沢市の場合、

もう既に６か月を経過した方については接種券

を手元に送付させていただいております。改めて

保育士を優先して接種する必要がないと考えて

いることから、今回は通常どおりの接種を行って

いただくという方針を取らせていただいており

ます。 

  また、県で様々にクラスターが発生している状

況から、保育所等、あとは障がい者施設、高齢者

福祉施設などについても、様々な要望を出された

ところです。こちらに関しましては、県と協力し

まして各施設と連携を取っているところですが、

本市としては独自に２月21日に改めて施設側、利

用者側での基本的な感染防止対策、防止のための

注意喚起を文書で送付させていただきました。 

  今後とも保育所との連携を図りながら、施設側

の相談等にも適切に対応していきたいと考えて

おります。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひ保育所であったり

学童、放課後児童クラブであったり、そういった

ところでの発生がないように、様々な施策を講じ

ていただきたいと思います。 

  次に、５歳から11歳の子供のワクチン接種です

が、新聞報道によると、県は市町村と調整してメ

リットやリスクなどについて情報提供を行って

いくという話が出ているのですが、実際どのよう

な情報が提供されているのか、お伺いしたいと思

います。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 県からのワクチンに関

する情報提供ということでありましたけれども、

現在のところ、まだ具体的に新たな県からの情報

提供はないところです。 

  県にも確認いたしましたが、国からのリーフレ

ットなど、広報資材を県が経由して送付している、

現在はそのような状況であるということで、県か

らの話はいただいているところです。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 具体的にはまだないと

いうことなのでしょうけれども、情報提供を積極

的にするようにという働きかけは国に対しても

なされているようですので、情報が来た段階では

やはり、先ほど答弁いただきましたけれども積極

的に、しっかりと保護者の皆さんに周知できるよ

うな体制を、単にホームページに上げていますと

いうことだけではなくて、しっかりと周知をして

いただきたいと、そして判断ができる情報をお願

いしたいと思います。 

  あともう１点。今３回目ということで、そこに

集中していらっしゃるのでしょうけれども、アメ

リカなどの情報によれば４回目についても考え

ていかなければならないのではないかという話

が来ています。そうしますと、ワクチン接種業務

が長期化していく、３回で終わりということでは

なくて、年に１回程度ずっとしていかなければな

らないような、そういった可能性があると思いま

す。人員配置等々を含めてきちんとしていくべき

ではないかと思うのですが、その点は人事当局で

はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 現在のところ、新型コロナウ

イルス感染の収束が見通せないところでありま

すので、４回目のワクチンについてももしかする

と現実味を帯びてくるかもしれませんが、ワクチ

ン接種に係る業務につきましては既に相応の人

数を対応したと考えております。ただし、新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況を踏まえまして、そ

の重要性を認識したところでありますので、今後

その感染対策についてどのような体制が必要か



- 91 - 

につきましては、検討していきたいと考えており

ます。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 新型コロナウイルスが

インフルエンザと違うのは、治療薬がまだないと

いうことなので、治療薬がきちんと出てくれば通

常の対応でいくのだと思います。それまでの間、

やはりワクチンが主たる対策になりますから、ぜ

ひそういった意味で対応をお願いしたいと思い

ます。 

  あと、ここまで感染が拡大してきますと、県の

保健所自体が回らなくなってきているのではな

いかと。お話によりますと、県の職員の方が帰る

のは12時過ぎだというお話も聞いていますし、そ

うしますと本市としても感染者に対する食料支

援などの対応というのも考慮していかなければ

ならないのではないかと思います。その点につい

ては、ぜひそういったことも含めて考えていただ

ければと。時間もないので、要望にします。 

  続いて、高齢者の通いの場の部分ですが、その

立ち上げ、なかなかまだ実際進んでいないという

のが率直な感想なのですけれども、必要な資材、

ラジカセであるとか椅子であるとかそういった

様々な資材は必要だと思うのですけれども、そう

いった部分の助成といいますか補助、そういった

ものはどのようにお考えでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 介護保険の各種事業に

つきましては、国・県の負担金などのほか、介護

保険料を財源としております。事業の拡大は保険

料に影響を及ぼすことになりますので、通いの場

への資材提供に限ったことではありませんが、慎

重に検討する必要があると考えているところで

す。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 介護保険料に跳ね返る

ということなのだと思いますが、そことは別に市

としての対応というものも必要なのではないか

と思います。人、物、お金をきちんとかけていか

ないと、中途半端なものになって、効果が逆に上

がらない、金を使っただけだったということにな

らないか心配しております。当局の御認識はいか

がでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 必要な手当てというと

ころにおいては、確かに重要な点かと思っており

ます。ただ、先ほども申し上げましたように、介

護保険の各種事業については保険料を財源とし

ております。その点も慎重に検討させていただき

たいと思います。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひそこはしっかりと

していただきたいと思いますし、介護保険だけで

終わらせないところが必要なのではないかと思

います。 

  時間もないので、次に文化センターの関係です

が、現在の対応として屋上の空調設備等々を撤去

して、空調機を更新して、建物全体に対する負荷

の軽減を図るというお話ですけれども、どの程度

軽減されているのでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 具体的な数字は持ち合わ

せておりません。これまで段階的に進めてまいり

ましたが、今年度については維持、修繕にとどま

っているところでございます。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 耐震化については検討

するというお話だったわけですけれども、早急に

策定する必要があると思いますし、実際いつ地震

が来るか分からない、新庁舎は大丈夫ですけれど

も、文化センターが倒れたということでは大変困

ると思いますので、早急にすべきだと思うのです

が、その点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 議員お述べのとおり、災

害はいつ発生してもおかしくない、今発生するか
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もしれません。職員も多く勤めておりますし、利

用者も多い施設でもありますので、先ほど教育長

から答弁させていただきましたとおり、本来早急

に進めるべきではありますけれども、令和７年度

に考えております個別施設計画の見直しに合わ

せて、しっかりと検討に取り組んでまいりたいと

考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 令和７年までまだ時間

がありますし、そこを少しでも前倒しできるよう

にしていただくような、そんな形にしていただき

たいと思います。 

  あと、教育委員会が新庁舎に入るには面積が足

りないという話だったわけですけれども、こうい

った状況をどのように改善されていくおつもり

なのか、その点についてお伺いします。 

○相田克平議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 壇上で議員お述べのとおり、

おおむね15年から20年後には教育委員会の庁舎

移転が可能になるだろうと見込んでいたわけで

ありますが、現時点におきましては、人口減少に

反しまして仕事量や予算規模を拡大しておりま

す。したがって、職員数についてむしろ僅かであ

りますが増加している傾向にございまして、減少

に転じる兆しが見えないことから、やはりそのめ

どについては立っておりません。 

  このような状況でありますので、先ほど教育委

員会から申し上げましたけれども、まずは現状に

ついては大変耐震性能不足について憂慮してい

るところでございますけれども、教育委員会につ

いては当分の間は文化センターのほうに配置す

るほかないと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） その点については、分

庁舎等々も含めて検討すべきだと思います。この

点については要望にしておきます。 

  続いて、学校給食に有機農業食材をについてで

すが、先ほど答弁の中でオーガニック給食の必要

性という部分に触れられていなかったような気

がしたのですが、その点、必要性、重要性をどの

ようにお考えでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 非常にいい取組だという

ことで、今年度１回提供していただいて大変好評

だったということから、必要性というか、いいも

のという認識をしております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） いいものということで、

先ほどの答弁でも１回でなくて何回か増やして

いきたいというお話だったので、ぜひそこは増や

していただく方向でお願いしたいと思います。 

  続いて、給食でまとまった量の使用が見込める

ということであれば、積極的に有機農業への転換

を推し進めるべきではないかと思いますが、農家

の皆さんへの働きかけを進めていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか、その点、産業部。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先ほど答弁いたしましたけれ

ども、確かに有機農業は手間もかかるということ

で、なかなか飛躍的に取り組む方が増加する、そ

ういうことは望めませんけれども、志す方も出て

いらっしゃいますので、そういう方の意欲向上が

図れる部分については、積極的に支援をしていき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） そこは学校給食との絡

みもあるのですけれども、大量に消費ができる、

売れる先があるということであると、やはりその

部分で取り組んでいただける部分は大きくなる

のかと思います。その点はしっかりと後押しをし

ていただければと思います。 

  最後に公共交通の部分ですけれども、地域に協

議会をつくっていただくという話で、いっぱい出

た場合どうするかみたいな話だったわけですけ

れども、ぜひ該当する住民の方、団体などと協力
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して行動すべきだと思いますし、その点でいくと

具体的なダイヤ編成、バスの運行ダイヤについて

も住民との話合いで決めていくという、それを反

映していくことが大切だと思うので、その点の視

点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほども市長が壇上で申

し上げましたが、様々な交通手段の情報提供とか、

あとは検討手順を示していくということは必要

だと思っておりますので、そういった対応はしな

がら、ただ、あまり具体的なものをやってしまい

ますと、話し合うという機会が少なくなってしま

うので、我々としてはやっぱり話し合うというそ

のプロセスを大事にしたいと思っておりますの

で、そういったところで進めていきたいと思って

おります。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） あと、先ほども答弁い

ただきましたけれども、協議会を継続していくの

だという話、ぜひそこは積極的に行っていただき

たいと思います。地域の中での協議会を継続して

いくことで、答弁でもございましたけれども公共

交通を使い続けていく、そのための施策といいま

すか、いい案というものが、意見が出てくると思

います。その点、意識啓蒙も含めてサービスに反

映させる、そういったことが必要だと思うのです

が、その点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 運行後も地域の皆さんで

その交通を支えて、守って、もっと育てていける

ということが大事だと思っておりますので、しっ

かりそういった組織を継続しながら、地域の皆さ

んと一緒に考えて、公共交通がしっかり使われて

いく、持続可能になるようにしていきたいと思っ

ております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） あと、スクールバスの

有効活用というのもあるのだと思いますけれど

も、コミュニティバスを使って通学をしてもらう、

ダイヤ編成によってはそういったこともできる

のではないかと思うのですけれども、どういった

運行形態なのか分かりませんけれども、そういっ

た検討も必要だと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 様々交通手段があります

ので、そういったいろんなメリット、デメリット

を整理しながら、どういった方法が適しているの

かということをしっかり地域の皆さんと一緒に

考えていきたいと思っております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 空白地域でいえば、や

はりスクールバスが余っている、空いている、動

いていないと。でも、空白地域でバスが走ってい

ないということでは、なかなか地域住民の方も納

得できないというか、空白地域の人からすれば、

そのバスを走らせてもらったほうがいいのにと

いう話になるわけで、そこらも含めてぜひ様々な

検討をしていただきたいと思います。そういった

計画の中にも記載があると思っていますから、ぜ

ひその点をしっかりと検討していただいて、市民

が本当に公共交通でしっかりどこでも行き来で

きる、歩けると、そういったことになっていけば、

高齢者の免許返納も増えていくだろうと思いま

すし、そのことはひいては交通安全、市民の安全

を守ることだと思いますので、ぜひその点につい

ては要望して終わります。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で市民平和クラブ、７番小久

保広信議員の代表質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終
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了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時５４分 散  会 

 


